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　私の専門は歯科麻酔学ですが，本学会では，貴重な人間関係の広がりに加え，全身管理や医療管理
などの知見を深めることができ，とても感謝しております．そのほかにも，私は 20以上の学会に所属
し，毎年数十万円を費やしてきました．卒後 1～8年の頃の私は，歯科麻酔科医員時代も，医科麻酔研
修時代も無給で，大学に戻っても有給枠はなく，奨学金で大学院を専攻し，その後の UCLA留学も自
費で，貯めていた結婚資金まで全部使い切りました．さらに，当時は無給のうえに，仕事/研究/勉強
で帰宅はいつも真夜中…こんな下積み，若い先生は引くでしょうね．
　確かに，今の若い先生は恵まれています．大学には無給医員がなくなり，研修先でも給料が出ます
し，高給な研修先さえ選べます．さらに，働き方改革で就労時間も短く，論文を探すにも，図書館で
医学中央雑誌を長時間探す必要なく一発でWeb検索可能です．失敗を繰り返す面倒な学会発表用ス
ライド焼きの必要もなく，今は PowerPointで即完結ですね．
　一方で，その恵まれた環境に弊害も感じています．むしろ，この状態は本当に恵まれた状態なの
か？と疑問にさえ感じます．給料を貰って研修していると，それに満足する傾向があり，研修成果が
減るように感じます．現状への満足により，大切なチャンスを失うものです．また，多くの学会で研
鑽を積まないと，将来の可能性も限られてきます．一見，自分の専門とは関係なさそうでも，実は，
自身の歯科医療人生に有意義に働くことは多いものです．
　無給や薄給でも，精一杯に研鑽や経験を積むことで，それ以上に価値あるものを得れば利益が勝り
ます．私は無給時代の研修や留学で，お金に替えられないほどの価値ある知見や技術を，多数持ち
帰ってきました．毎年，数十万円を費やしてきた多くの学会への参加も，そこから得られた貴重な知
見/人間関係/人脈/仕事などを考えると，比べ物にならないほどに利益が勝ります．それらが，今の私
の強力な基盤になっていることはいうまでもありません．長い無給時代に，「タダで帰ってくるもの
か」というハングリー精神が生まれ，貧乏を気にせず，多くの学会に所属/参加してきたことが，結果
として自分への先行投資になったのだと解釈できます．
　今の若い皆様に一番不足しているのは，ハングリー精神かもしれません．給料を貰って満足してい
ませんか？　給料が安いとか，学会費が惜しいとかの理由で，大切な飛躍のチャンスを逃していませ
んか？　投資から利回りまでには，ある程度の時間がかかるもので，お金は後からついてくるもので
す．さるかに合戦のサルのように目先のおにぎりを追いかけるより，カニのようにまだ芽の出ない種
を大切に育てていくことのほうが重要です．そうすれば，いずれ柿の木は多くの実をつけ，収穫のと
きを迎えます．目先のお金で満足を得るより，目の前にあることを精一杯，経験/研鑽することのほう
が，より皆様の歯科医療を豊かにすると確信します．

娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃巻　頭　言

若き皆様へ「下積み」のすすめ

日本歯科医療管理学会理事
山 崎 信 也





　　3

第 64回日本歯科医療管理学会総会・学術大会開催にあたって

第 64回日本歯科医療管理学会総会・学術大会
大会長　山 内 六 男

　第 64回日本歯科医療管理学会総会・学術大会の大会長を拝命しました，山内です．朝日大学が担当しますの
は，2013年以来ちょうど 10年ぶりになります．前回は実行委員長の立場でしたが，今回は大会長としての開催
になります．
　今回のメインテーマは，「歯科医療管理学会はどこを目指すのか―教育，専門医の視点から―」としました．メ
インテーマを決めるにあたって迷いましたが，まず過去のメインテーマを分析してみました．ばらばらなように
見受けられますが，キーワードで分類してみるときれいに 2つに分かれました．すなわち，歯科医療管理（学・
学会）の「現状」と「未来」のキーワードに分類できました．そこで全くの私見ですが，日本歯科医療管理学会
の「現状」と「未来」に関する疑問を挙げてみました．「歯科医療管理学教育」「専門医移行」「認定士教育」「海
外の関連学会との交流」「国内の関連学会との交流」の 5つです．
　そのなかで喫緊の課題として「教育」と「専門医」を今回取り上げました．すなわち，第 18回「医療情報の提
供内容等のあり方に関する検討会」資料では，「専門医の診療領域については，大学の講座（分野）に準じたもの
を基本とする」とあり，教育と専門医とは一体化したものと考えこのテーマにしました．
　教育に関しては，医学部の医療管理について知識を得る意味もあって特別講演に京都大学教授の今中雄一先生
をお迎えして「医療管理学の人材育成とビッグデータ：歯科医療管理学のポテンシャル」についてご講演をいた
だきます．また，シンポジウムとして「歯学部における歯科医療管理学教育の現状と課題」を企画し，シンポジ
ストには教育について詳しい，山本龍生先生（神奈川歯科大学），平田創一郎先生（東京歯科大学），福泉隆喜先
生（九州歯科大学）をお迎えして議論を深めたいと考えました．
　専門医に関しては，基本領域の口腔外科学専門医，歯周病専門医，小児歯科専門医，歯科麻酔専門医，歯科放
射線専門医がすでに日本歯科専門医機構によって認可され，インプラント歯科専門医，歯科補綴専門医（2023年
5月認定），歯科保存専門医，矯正歯科専門医，総合歯科専門医に関しても認可に向かって協議がなされていま
す．しかし，すでに専門医を有する学会や今後認定医から専門医に移行を考えている学会はどのように対応すべ
きかなどの問題もあります．そこで，まず特別講演として日本歯科専門医機構理事長の今井　裕先生に「日本歯
科専門医機構の挑戦―新たなる歯科専門医の制度設計に挑む―」と題して歯科専門医に関する最新の情報をお聞
きする機会を設けました．また，シンポジウムとして「基本領域以外の歯科専門医の未来」を企画しました．シ
ンポジストとしては，本年専門医への移行が実施された日本スポーツ歯科医学会の立場から安井利一理事長を，
専門医への移行を協議している日本口腔リハビリテーション学会の立場から覚道健治前理事長を，日本歯科専門
医機構の会員ながら専門医への移行が未定の日本歯科医療管理学会の立場から尾﨑哲則理事長をお招きして議論
を深めたいと考えています．
　今回初の企画として，日本デジタル歯科学会との共催講演「医療の電子化・標準化で見える新しい景色―オン
ライン資格確認，電子処方箋，その次―」を玉川裕夫先生（大阪大学大学院歯学研究科）に行っていただきます．
また，女子プロゴルファーとして，そして解説者として長年活躍されており，朝日大学体育会ゴルフ部スーパー
バイザーの森口祐子氏をお招きして「ゴルフから学んだこと」と題してお話しいただきます．認定医研修会は「地
域包括ケアシステムとかかりつけ歯科医機能」と題して平田創一郎先生（東京歯科大学）に行っていただきます．
　このように盛りだくさんの内容になっていますのでぜひ学術大会に参加いただき，活発なご討議をお願いいた
します．
　多くの皆様のご参加をお待ちしております．

大会長挨拶
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ご　　挨　　拶

阿部　義和
公益社団法人岐阜県歯科医師会会長

　第64回日本歯科医療管理学会総会・学術大会が開催されますこと心からお祝い申し上げます．岐阜県で開催さ
れますことから，岐阜県歯科医師会を代表し挨拶をさせていただきます．
　私の個人的なことですが，岐阜県歯科医師会の会長に就任して 10年になります．10年前の 6月に就任し，最
初の会長としての仕事が2013年に開催されました日本歯科医療管理学会での挨拶でした．緊張しながら挨拶をし
たことが昨日のことのように蘇ってきました．
　さて，本大会では「歯科医療管理学会はどこを目指すのか―教育，専門医の視点から―」とのメインテーマの
うえで，直面している「教育」と「専門医」が取り上げられています．専門医に関しては新たな専門医が加わる
との情報があるなかで，日本歯科専門医機構の今後の方向性が注目されています．歯学教育，超高齢社会での医
療連携・歯科医療提供等今後の歯科界を考える時代に即応した重要なテーマと思われます．一方で，現状の歯科
界には直面するさまざまな課題が山積しています．これからの医療界を変えていくであろうオンライン資格確認
などの医療 DX，超高齢社会での歯科医療提供と医療連携，歯科衛生士・歯科技工士等の人材育成，確保と診療
補助業務等取り上げれば枚挙に暇がありません．本大会では盛りだくさんの内容が予定されておりますように，
幅広い分野を持つ歯科医療管理学会への期待は大であります．
　岐阜市は鵜飼，岐阜城をはじめとする歴史観光地であります．また，隣には水都と呼ばれる大垣市，陶器と日
本一暑いことで話題の多治見市，モネの池と呼ばれる美しすぎる池のある関市，時間に余裕があれば，日本三名
泉といわれる下呂温泉，飛騨高山，世界文化遺産の白川郷へ足を延ばしてください．岐阜県には多くの興味深い
観光地があります．そして地酒や鮎料理，飛騨牛，五平餅など美味しい食文化もあり，心ゆくまで岐阜県をお楽
しみください．
　終わりに，従来にも増してエビデンスに基づく歯科医療提供の推進が求められるため，今まで以上に学会と歯
科医師会の密なる連携が必要となります．皆様方のさらなるご指導を心よりお願いし，第 64回日本歯科医療管理
学会総会・学術大会が国民目線での歯科医療の発展に寄与する実り多い学会になりますようご祈念申し上げます．
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第 64回日本歯科医療管理学会総会・学術大会の開催にむけて

尾﨑　哲則
一般社団法人日本歯科医療管理学会理事長

　第 64回日本歯科医療管理学会総会・学術大会の開催に際し，山内六男大会長，藤原　周実行委員長はじめ朝日
大学および東海歯科医療管理学会の先生方に，実質 4年ぶりの制限がない対面での歯科医療管理学の発表・討議
の場をご提供いただき，深く感謝いたします．また，日頃の臨床，教育，研究でお忙しいなか，岐阜での本総会・
学術大会に参加される先生方にも，併せて感謝しております．
　今総会・学会学術大会については，早い時期から，山内大会長を中心に準備されていらっしゃいました．今大
会のテーマは，「歯科医療管理学会はどこを目指すのか―教育，専門医の視点から―」とされていますが，歯科界
が大きく変わると思われるこの時期に，本学会のあり方を模索されたところに意味があると考えております．今，
医療界全体において大きな変革が起きようとしています．具体的には，医師・歯科医師養成の段階では，4年生
の終わりに実施される共用試験が 1つ目の国家試験化し，この合格が国家試験本体の受験要件になります．また，
地域医療についても，臨床実習中に実習することが望まれるなどです．さらに，国家試験出題基準をみていくと，
いわゆる社会歯科関連項目が増加しています．もう一方では，医療法で規定された「国民への適切な医療提供」
という方向から見据えた専門医制度のあり方であります．
　これらの背景として，超高齢社会が進行するなかで，地域での歯科医療ニーズに応えるためには，地域住民を
主体とした各関係機関との連携強化，すなわち地域の各種医療機関，歯科医師会，行政あるいは介護・障害者施
設等との連携を含めた地域完結型医療の構築等，新しい歯科医療の提供体制が必要となってきていると考えられ
ます．このような観点からも，今回開催される学術大会は，歯科医療管理学を通して，これからの歯科医療の方
向性を模索する意味でも価値の高いものであると考えております．改めて，「安全・安心」の歯科医療をいかに地
域で提供し続けるかという方向から，少子高齢化・人口の偏在といった社会環境下での地域歯科医療の今後を考
えるうえで，重要なポイントであると確信しています．
　最後になりますが，今一度，国民が望む歯科医療とは何か，日本歯科医療管理学会が歯科界での礎となってこ
れを示していけるよう，会員の皆様とともに考え，進めていくことができるように，全力を尽くしていきたいと
思っております．
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日本歯科医療管理学会総会・学術大会開催記録

　　　　　　開催年月日　　　　　　　　開催地　　　　　　　　会　場　　　　　　　　　大会長

第　1　回　昭和 35年 10月 15日 熱海 小松旅館
第　2　回　昭和 36年　6　月 18日 東京 東京歯科大学
第　3　回　昭和 37年　5　月 19日 大阪 農林会館
第　4　回　昭和 38年　5　月 25日 広島
第　5　回　昭和 39年　6　月 13日 福岡
第　6　回　昭和 40年　5　月 21日 東京 都道府県会館
第　7　回　昭和 41年　5　月 21日 名古屋 愛知県産業貿易館
第　8　回　昭和 42年　5　月 20日 大分 ニューグランドホテル
第　9　回　昭和 43年　6　月 12日 東京 東京歯科大学
第 10回　昭和 44年　6　月 15日 大阪 歯科医師会館
第 11回　昭和 45年　4　月 12日 東京 歯科医師会館
第 12回　昭和 46年　5　月 16日 東京 歯科医師会館
第 13回　昭和 47年　5　月 28日 東京 東京医科歯科大学
第 14回　昭和 48年　5　月 26日 名古屋 愛知県歯科医師会館
第 15回　昭和 49年 10月　5　日 東京 東京歯科大学 関根　永滋
第 16回　昭和 50年　6　月 21日 東京 日本大学歯学部 新国　俊彦
第 17回　昭和 51年　6　月 26日 名古屋 愛知学院大学 岡本　清纓
第 18回　昭和 52年　5　月 14日 大阪 大阪歯科大学 白数美輝雄
第 19回　昭和 53年　6　月 24日 岐阜 岐阜歯科大学 梅本　芳夫
第 20回　昭和 54年　6　月 10日 新潟 日本歯科大学新潟歯学部 中原　　泉
第 21回　昭和 55年　5　月 24日 神奈川 神奈川歯科大学 久保　太郎
第 22回　昭和 56年　5　月 23日 福島 東北歯科大学 渡邉富士雄
第 23回　昭和 57年　5　月 22日 千葉 日本大学松戸歯学部 尾崎　　公
第 24回　昭和 58年　6　月 11，12日 福岡 福岡歯科大学 松本　洋一
第 25回　昭和 59年　6　月　9　，　10日 長野 松本歯科大学 加藤　倉三
第 26回　昭和 60年　6　月 15，16日 横浜 鶴見大学 石川　堯雄
第 27回　昭和 61年　6　月 20，21日 盛岡 岩手医科大学歯学部 石川富士郎
第 28回　昭和 62年　6　月 20，21日 名古屋 愛知学院大学 榊原悠紀田郎
第 29回　昭和 63年　6　月 18，19日 千葉 東京歯科大学 能美　光房
第 30回　平成元年　6　月 17，18日 東京 日本大学会館 森本　　基
第 31回　平成　2　年　6　月　2　，　　3　日 千葉 明海大学 宮田　　侑
第 32回　平成　3　年　6　月 22，23日 東京 日本歯科大学 中原　　爽
第 33回　平成　4　年　6　月 20，21日 福岡 九州歯科大学 嶋村　昭辰
第 34回　平成　5　年　6　月 19，20日 仙台 宮城県歯科医師会館 松尾　　學
第 35回　平成　6　年　6　月 18，19日 福島 奥羽大学 能美　光房
第 36回　平成　7　年　6　月 17，18日 名古屋 愛知学院大学 長谷川二郎
第 37回　平成　8　年　6　月 22，23日 神奈川 神奈川歯科大学 門脇　　稔
第 38回　平成　9　年　6　月 28，29日 横浜 鶴見大学 北村　中也
第 39回　平成 10年　7　月　4　，　　5　日 札幌 北海道歯科医師会館 松田　浩一
第 40回　平成 11年　7　月 10，11日 東京 主婦会館プラザエフ 江間誠一郎
第 41回　平成 12年　7　月 14，15日 盛岡 ホテルメトロポリタン盛岡 石橋　寛二
第 42回　平成 13年　7　月 14，15日 大阪 大阪歯科大学 神原　正樹
第 43回　平成 14年　7　月 13，14日 福岡 福岡県歯科医師会館 岩崎　庄市
第 44回　平成 15年　6　月 21，22日 名古屋 愛知学院大学 中垣　晴男
第 45回　平成 16年　6　月 26，27日 新潟 朱鷺メッセ 末髙　武彦
第 46回　平成 17年　6　月 25，26日 東京 品川区立総合区民会館きゅりあん 尾﨑　哲則
第 47回　平成 18年　7　月　1　，　　2　日 札幌 札幌プリンスホテル国際館パミール 川上　智史
第 48回　平成 19年　7　月 14，15日 長崎 長崎ブリックホール 道津　剛佑
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第 49回　平成 20年　7　月 12，13日 大阪 シティプラザ大阪 末瀬　一彦
第 50回　平成 21年　7　月 11，12日 東京 歯科医師会館 尾﨑　哲則
第 51回　平成 22年　7　月 10，11日 盛岡 いわて県民情報交流センター 米満　正美
第 52回　平成 23年　7　月　9　，10日 横浜 神奈川県歯科医師会館 平田　幸夫
第 53回　平成 24年　7　月　7　，　　8　日 那覇 沖縄県男女共同参画センター 比嘉　良喬
第 54回　平成 25年　6　月 29，30日 岐阜 朝日大学 磯﨑　篤則
第 55回　平成 26年　7　月 19，20日 札幌 ニューオータニイン札幌 越智　守生
第 56回　平成 27年　5　月 30，31日 岡山 岡山国際交流センター 酒井　昭則
第 57回　平成 28年　7　月 16，17日 東京 TKPガーデンシティ御茶ノ水 俣木　志朗
第 58回　平成 29年　7　月 15，16日 福岡 北九州国際会議場 西原　達次
第 59回　平成 30年　7　月 21，22日 新潟 日本歯科大学新潟生命歯学部 藤井　一維
第 60回　令和元年　7　月 14，15日 東京 日本大学歯学部 尾﨑　哲則
第 61回　令和　2　年　6　月 12～14日 奈良 誌上開催 玉川　裕夫
第 62回　令和　3　年　7　月 16～30日 徳島 Web開催 河野　文昭
第 63回　令和　4　年　6　月 17～19日 盛岡 いわて県民情報交流センター　　　　　 岸　　光男
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2023年度認定医研修会のご案内
 一 般 社 団 法 人
 日本歯科医療管理学会
 認定医制度委員会

　2023年度認定医研修会を以下の要領で開催します．
　本研修会は，日本歯科医療管理学会認定医制度施行規則第 5条 2），第 11条 2）および日本歯科医療管理学会認
定士制度施行規則第 5条（2）の本学会が主催する認定医研修会に該当いたします．また，日本歯科医療管理学会
指導医制度施行規則第 6条（2）の認定医研修会に該当し，指導医申請時および指導医更新時までに 2回以上の参
加が必要です．

記

日　　時：2023年 7月 16日（日）14：10～15：10
会　　場：じゅうろくプラザ 5階　大会議室
　　　　　〒 500‒8856　岐阜市橋本町 1丁目 10‒11
参　加　費：会　員　　3,000円
　　　　　非会員　　5,000円
参加人員：100名程度
講演テーマと講師：地域包括ケアシステムとかかりつけ歯科医機能
　　　　　　　　　東京歯科大学社会歯科学講座　教授　平田創一郎

お申込み方法：
　学会ホームページ「お知らせ」に掲載の「2023年度認定医研修会のご案内」よりお申込みください．
＊ 登録には会員番号が必要です．会員番号は，学会誌をお送りした封筒の宛名の下に記載されている 6ケタの番
号です．

参加費お支払い方法：
　参加登録フォーム送信後，自動返信メールに従い参加費を銀行振込またはカード決済にてお支払いください．
※期日までにご入金のない場合は参加登録完了となりませんのでご注意ください．
※参加のキャンセルがありましても，参加費の返金はできかねますのであらかじめご了承ください．
自前申込締切日：2023年 6月 30日（金）15：00

お申込み上のご注意：
　今回の認定医研修会は一般社団法人日本歯科医療管理学会会員のご参加を第一義に考えておりますが，非会員
でもお申込みは可能です．
　受講証は，認定医，指導医および認定士申請，更新時に必要ですので各自で保管ください．

お問い合わせ先：〒 170‒0003　東京都豊島区駒込 1‒43‒9　駒込 TSビル 4階（一財）口腔保健協会内
　　　　　　　　一般社団法人日本歯科医療管理学会事務局
　　　　　　　　TEL：03‒3947‒8891，Mail：jimukyoku@jsdpa.gr.jp
 以上



　　9

お知らせとお願い

1．概要と日程
会　　　期：2023年 7月 14日（金）～16日（日）
会　　　場：じゅうろくプラザ　http://plaza-gifu.jp
　　　　　　〒 500‒8856　岐阜市橋本町 1丁目 10‒11　TEL：058‒262‒0150
大会テーマ：歯科医療管理学会はどこを目指すのか―教育，専門医の視点から―

2．参加者の方へ
当日参加登録受付
参加登録は，7月 15日（土），16日（日）の両日ともに 9：00より行います．参加申込書に必要事項をご記入後，
5階の当日受付にて参加費をお支払いいただき，参加章，プログラム・抄録集をお受け取りください．

参加者区分 参加費 懇親会費
会員 10,000円 11,000円
非会員 12,000円 11,000円

コ・デンタル  5,000円 11,000円
研修医・大学院生  5,000円 11,000円

事前参加登録の方へ
会期 1週間前までにご登録の住所に参加証を郵送いたします．当日は事前登録受付にてプログラム・抄録集をお
受け取りください．なお，プログラム・抄録集は学術大会ホームページに 7月初旬にアップします．

懇親会
当日参加希望の方は当日受付にてお申込みください．7月 15日（土）17：50に会場行きのバスが出ますのでご利
用ください．

認定医申請ならびに更新予定の方へ
学術大会参加証ならびに認定医研修会受講証は，認定医・指導医申請ならびに更新時に必要ですので，各自で保
管してください．

企業展示
7月 15日（土）10：00～17：30，16日（日）10：00～15：00にじゅうろくプラザ 5階企業展示会場（小会議室
1）にて企業展示を行っております．

ランチョンセミナー
7月 16日（日）12：40～13：20　口演会場（大会議室）にて行います．ランチョンセミナーの事前登録は行いま
せん．当日，総合受付付近で整理券の配布を予定しております．

クローク
小会議室 2にて 7月 15日（土）9：00～17：30，16日（日）9：00～15：30までお預かりします．
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宿泊
　 1 ） 大会事務局からの宿泊施設の紹介等は行いません．参加者ご自身で手配いただくようお願いします．
　 2 ） 会場の周辺には，コンフォートホテル，東横イン，ホテルイルクレド岐阜，岐阜ワシントンホテルプラザ，

ドーミーイン，ダイワロイネットホテルなどがあります．また長良川河畔には十八楼や岐阜グランドホテ
ルなどの温泉宿が多数ありますのでご利用ください．

3．発表の方へ
口頭発表
　 1 ）発表会場は，じゅうろくプラザ 5階大会議室です．
　 2 ）発表時間は，発表 7分，討論 3分です．時間厳守でお願いいたします．
　 3 ）発表者は，発表 10分前までに次演者席にお着きください．
　 4 ）プロジェクター 1台，スクリーンは 1面使用です．動画や音声出力，DVDは使用できません．
　 5 ）発表はデータ持ち込みもしくはご自身の PCを持ち込みしてください．
〔発表データ形式について〕
　① PC受付で用意している PCは，Windows10（Power Point 2019，365）です．
　② フォントは標準装備されているものをお使いください（MS明朝，MSゴシック，MSP明朝，MSPゴシッ

ク，Times New Roman, Century等）．特殊なフォントを使用されますと代替フォントが使用され，レイア
ウトが崩れることがあります．特殊なフォントをお使いになるときは画像化し，オブジェクトとして貼り付
けてください．

　③ ご発表スライドは 16：9にて作成ください．会場スクリーンの画面比率は 16：9となります．4：3でも投影
は可能ですが，16：9を推奨いたします．

　④ スムーズな進行を行うために，PowerPoint付属機能の「発表者ツール」の使用はお控えください．
〔データ持込の場合〕
　① 発表の 30分前までに，PC受付にて発表データを提出してください．
　② ファイル名には演題番号・筆頭演者名を入れてください．発表データに他のデータをリンクされている場合

には，必ず元のデータを同じフォルダに保存してご持参ください．
　③ USBフラッシュメモリにてご持参ください．CD‒RやMOなどそのほかのメディアには対応しておりませ
ん．

　④PC受付にてコピーした発表データにつきましては，発表終了後，事務局で責任を持って削除いたします．
〔PC持込の場合〕
　① 発表の 30分前までに，PC受付にて動作チェックをお済ませください．
　②発表の 15分前までに，会場内左前方演者席付近のオペレーター席までご自身でご持参ください．
　③16日（日）午前ご発表の方は，できるかぎり前日に受付をお済ませください．
　④ PC本体持込の場合には，ミニ D‒sub15ピンまたは HDMIに接続いたします．外部出力用に特殊なコネク

ターが必要な場合は，そのコネクターを必ずご持参ください．
　⑤PCのスリープ機能やスクリーンセーバーの設定は事前に解除してください．
　⑥バッテリーでの発表はトラブルの原因となりますので，ACアダプターは必ずご持参ください．
　⑦スライドの進行は演台設置の PCでご自身にて行ってください．
　⑧PCトラブルに備え，USBフラッシュメモリに保存した発表データを別途持参ください．
　⑨発表終了後，発表会場内オペレーター席にて PCをご返却いたします．

ポスター発表
　 1 ）ポスター会場は，じゅうろくプラザ 5階小会議室 2です．
　 2 ）ポスターは 7月 15日（土）・16日（日）の 2日間通して展示していただきます．
　 3 ） ポスター発表形式縦 180 cm×横 90 cmの範囲で，上部に演題名，氏名，所属（縦 20 cm×横 70 cm），下
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部に，発表内容（縦 160 cm×横 90 cm）をご準備ください．
　 4 ） パネルには大会事務局であらかじめ演題番号（縦 20 cm×横

20 cm）を掲示します．
　 5 ）展示に必要なピンは大会事務局で準備いたします．
　 6 ） 発表者用リボンはポスターボードにあらかじめ貼り付けてあ

りますので，討論時間中は，発表者はリボンを着用してくだ
さい．

　 7 ） ポスターの貼付，発表，撤収は下記の時間帯に行ってくださ
い．

　　①ポスター貼付
　　　7月 15日（土）12：00～13：00（所定の位置に貼付願います）
　　　 演題番号はこちらで用意したものまたはご自分で用意された

ものを貼り付けていただきます．
　　②ポスター討論
　　　7月 16日（日）13：30～14：00
　　　演者は上記の時間にご自身のポスター前で待機してください．
　　　 発表時間は5分，質疑応答は2分とします．発表は複数グルー

プで同時に行います．
　　　＊討論時間中はご自分の発表が終了しても，ポスターの前に待機してください．
　　③ポスター撤収
　　　7月 16日（日）14：00～15：00（撤収されない場合は大会事務局で処分します）

利益相反（COI）開示について
口演発表では，タイトルスライドの後（2枚目）に発表に関する利益相反（COI）状態を開示し，ポスター発表
では，ポスターの最下部に COI状態を開示して下さい．

4．座長の先生方へ
　 1 ） 座長の先生におかれましては，時間厳守のうえ，活発な討論となるようお願いいたします．
　 2 ） 口演発表座長の先生は，担当時間の 10分前までに次座長席へお越しください．発表時間は，発表 7分，討

論 3分ですので時間内に終了するようお願いします．
　 3 ） ポスター発表座長の先生は，ポスター発表時間（7月 16日（日）13：30）の 5分前には担当演題の前で待

機願います．発表時間は 5分，質疑応答は 2分ですので時間内に終了するようお願いします．

演題名： 演題名：

発表演題に関連し，発表者らに開示すべきCOI関係に
ある企業として，
　　講演料：
　　研究費：
　　寄付金：

発表演題に関連し，発表者らに開示すべき
COI関係にある企業などはありません．

所属：
演者：

所属：
演者：
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5．大会運営事務局および大会事務局
大会運営事務局（参加登録）：
株式会社コームラ「第 64回日本歯科医療管理学会総会・学術大会」係
〒 501‒2517　岐阜市三輪ぷりんとぴあ 3
TEL：058‒229‒5858（代表）（平日 9：00～17：30）
E‒mail：jsdpa64＠ kohmura.co.jp
※お電話でのお問い合わせの際は，代表番号につながりますので「大会名とご用件」をお伝えください．担当に
おつなぎいたします．

大会事務局：
朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野内　準備委員長　横矢隆二
〒 501‒0296　岐阜県瑞穂市穂積 1851
TEL＆FAX：058‒329‒1467
E‒mail：jspda64@dent.asahi-u.ac.jp
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会場アクセス
　JR岐阜駅に隣接　徒歩約 2分
　名鉄岐阜駅より徒歩約 7分
〔岐阜駅へのアクセス〕
　・JRご利用の場合
　　東京駅→名古屋駅：東海道新幹線
　　名古屋駅→岐阜駅：東海道本線
　・航空機ご利用の場合
　　名鉄中部国際空港駅→名鉄名古屋駅→名鉄岐阜駅
　　　　　　　　　　　→名鉄名古屋駅から JR名古屋駅→JR岐阜駅
　　県営名古屋空港　　→名古屋駅ミッドランドスクエア前：あおい交通バス→JR名古屋駅
　　　　　　　　　　　→JR岐阜駅

会場案内
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第 64回日本歯科医療管理学会総会・学術大会プログラム
＜会場＞じゅうろくプラザ（5階）
総合受付：じゅうろくプラザ 5階エレベーターホール
PC受付：同上
ポスター会場：じゅうろくプラザ 5階小会議室 2
口演会場：じゅうろくプラザ 5階大会議室
企業展示会場：じゅうろくプラザ 5階小会議室 1
クローク：じゅうろくプラザ 5階小会議室 2
会員休憩室：じゅうろくプラザ 5階小会議室 1，5階エレベーターホール

7月 15日（土）
9：00　　 　　　受付開始（総合受付）
9：20 ～10：00　開会式・会務報告（口演会場）
10：00～17：00　企業展示（企業展示会場）
11：00～13：00　ポスター貼付（ポスター会場）
13：00～17：00　ポスター展示（ポスター会場）

10：00～10：20　口頭発表①【座長：蓮井義則】（口演会場）
O‒1．（10：00～10：10）歯科診療所における変革のインパクト
〇河野佳苗，畠山知子，石田眞南，藤田昭子，杉原美佐子，平石美和子，宮本麻美，小原啓子
株式会社デンタルタイアップ

O‒2．（10：10～10：20）千葉県内の歯科診療所における外国人患者への外国語対応の現状
〇吉森和宏
千葉県衛生研究所

10：20～10：50　口頭発表②【座長：有川量崇】（口演会場）
O‒3．（10：20～10：30）5疾患および喫煙と歯の状態および口腔機能の関連
〇外山敦史，冨田健嗣，成田俊英，中根敏盛，内堀典保
愛知県歯科医師会

O‒4．（10：30～10：40）レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）と社会医療診療行為別統計を用
いた口腔機能低下症の検査・管理の算定状況
○佐藤裕二
さとう歯科医院（広島県東広島市）

O‒5．（10：40～10：50）Oral Assessment Guideによる口腔機能評価は介護福祉施設入居者の肺炎発症のリス
ク判断になりうるか―1年前向きコホート研究―
○山中大寛，武田佳大，藤浦光汰，山口摂崇，廣瀬由紀人，村松真澄1），越智守生
北海道医療大学歯学部，1）札幌市立大学看護学部

11：00～12：00　一般社団法人日本デジタル歯科学会共催講演【座長：末瀬一彦】（口演会場）
　「医療の電子化・標準化で見える新しい景色―オンライン資格確認，電子処方箋，その次―」

　　玉川裕夫先生（大阪大学大学院歯学研究科招聘教員/日本歯科医師会情報管理担当嘱託）

12：00～13：00　休憩・ランチョンセミナー　現在募集中（口演会場）
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13：00～13：20　大会長講演（口演会場）
　「学術大会メインテーマ決定に至った経緯」

　　山内六男先生（朝日大学教授）

13：30～14：30　特別講演Ⅰ【座長：藤原　周】（口演会場）
「医療管理学の人材育成とビッグデータ：歯科医療管理学のポテンシャル」

　　今中雄一先生（京都大学大学院医学研究科医療経済学分野教授）

14：40～16：10　シンポジウムⅠ【座長：藤井一維/平田創一郎】（口演会場）
歯学部における歯科医療管理学教育の現状と課題
　「神奈川歯科大学歯学部における歯科医療管理学教育の現状と課題」
　　　　　山本龍生先生（神奈川歯科大学教授）
　「東京歯科大学における社会系歯学教育」
　　　　　平田創一郎先生（東京歯科大学教授）
　「九州歯科大学における歯科医療管理・社会歯科系教育の現況」
　　　　　福泉隆喜先生（九州歯科大学附属病院　病院教授）

16：20～17：20　招待講演【座長：山内六男】（口演会場）
「ゴルフから学んだこと」
　　　　　 森口祐子氏（女子プロゴルファー/株式会社ゴールドウイン取締役/朝日大学体育会ゴルフ部スーパー

バイザー）

18：30～20：30　懇親会（都ホテル岐阜長良川）
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7月 16日（日）
9：00　　　　　 受付開始（総合受付）
9：00 ～13：00　ポスター展示（ポスター会場）
9：00 ～15：00　企業展示（企業展示会場）
12：40～13：10　指導医・認定医試験（試験会場）
13：00～15：00　ポスター討論（ポスター会場）
14：10～15：10　認定医研修会（口演会場）
15：10　　　　　閉会式（口演会場）

9：00～9：20　口頭発表③【座長：比嘉良喬】（口演会場）
O‒6．（9：00～9：10）令和 4年度神奈川県の歯科医業経営実態に関する研究
〇横山佳子，山下　宗，寺崎浩也，三須邦彦，藤波一典，菅原　孝，神谷洋子，平野哲也，今宮圭太
神奈川県歯科医師会医療管理委員会

O‒7．（9：10～9：20）歯科医師国家試験における実技試験廃止後の実習内容の変化について―第 3報―
〇岡村敏弘，川上智史
北海道医療大学予防医療科学センター

9：20～9：50　口頭発表④【座長：越智守生】（口演会場）
O‒8．（9：20～9：30）静脈内鎮静中の酸素投与における問題点
○川合宏仁，森山　光，佐藤　光，冨田　修，吉田健司，山崎信也，瀬川　洋
奥羽大学歯学部附属病院

O‒9．（9：30～9：40）歯科診療所の施設基準届出状況と医療のデジタルトランスフォーメーション政策への対応
〇野村眞弓1,2），尾﨑哲則2）

1）ヘルスケアリサーチ株式会社，2）日本大学歯学部
O‒10．（9：40～9：50）無歯科医地区などを含む過疎地域における歯科訪問診療の課題に関する調査
〇中久木康一，澄川裕之1），安藤雄一2），平田創一郎3），小原由紀4），末森一彦1），内田朋良1）

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科救急災害医学分野，1）島根県歯科医師会，2）国立保健医療科学
院・生涯健康研究部，3）東京歯科大学社会歯科学講座，4）東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と精
神保健研究チーム

10：00～11：00　特別講演Ⅱ【座長：山内六男】
「日本歯科専門医機構の挑戦―新たなる歯科専門医の制度設計に挑む―」
　　　　　今井　裕先生（日本歯科専門医機構理事長/獨協医科大学名誉教授）

11：00～12：30　シンポジウムⅡ【座長：尾﨑哲則/笠井史朗】（口演会場）
基本領域以外の歯科専門医の未来
　「日本スポーツ歯科医学会の立場から」
　　　　　安井利一先生（日本スポーツ歯科医学会理事長）
　「日本口腔リハビリテーション学会の立場から」
　　　　　覚道健治先生（日本口腔リハビリテーション学会前理事長/大阪歯科大学名誉教授）
　「日本歯科医療管理学会の立場から」
　　　　　尾﨑哲則先生（日本歯科医療管理学会理事長）

12：30～13：30　休憩・ランチョンセミナー　メディア株式会社
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13：30～14：00　ポスター討論　第 1グループ【座長：山崎信也】
P‒1．COVID‒19流行下における北海道の特別養護老人ホームの入居者の肺炎罹患率と口腔衛生管理加算との
関係
〇村松真澄，山口摂崇1），山中大寛2），武田佳大2），越智守生2）

札幌市立大学，1）札幌市保健福祉局保健所，2）北海道医療大学
P‒2．新型コロナウイルス感染症の流行が歯科治療に与えた影響
〇森田一三，佐久間重光1），近藤香苗
日本赤十字豊田看護大学，1）愛知学院大学歯学部冠橋義歯・口腔インプラント学講座

P‒3．前歯部歯列画像に対する畳み込みニューラルネットワーク（CNN）の回転耐性
〇森田一三，高見精一郎，佐久間重光1）

日本赤十字豊田看護大学，1）愛知学院大学歯学部冠橋義歯・口腔インプラント学講座

第 2グループ【座長：木尾哲朗】
P‒4．S‒PRGフィラー抽出液による洗口後の口腔環境中のフッ化物停滞性
○加藤一夫
愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座

P‒5．口腔感染症コントロールにおける初期付着菌の重要性
―Streptococcus mutansとの新規関係性―

〇水田　勝，鈴木　到，長島輝明，田口千恵子，鈴木（坂爪）陽香，岡田優一郎1），山田　孝，有川量崇
日本大学松戸歯学部衛生学講座，1）日本大学松戸歯学部組織学講座

P‒6．マスクの除塵性能について
〇小澤亨司，廣瀬晃子1）

小澤歯科医院（静岡県浜松市），1）朝日大学保健医療学部総合医科学講座

第 3グループ【座長：内野泰樹】
P‒7．20歳歯科健診事業参加者の歯科疾患実態調査―11年間の推移―
〇田口千恵子，鈴木　到，鈴木（坂爪）陽香，長島輝明，水田　勝，石川元洋1），石井広志1），有川量崇
日本大学松戸歯学部衛生学講座，1）市川市歯科医師会

P‒8．歯科患者の日常生活での口腔内状況に関する障壁について
―一般市民の意識調査―

○鶴田　潤
東京医科歯科大学統合教育機構

P‒9．嚙むカムケア 8020コンクールの推移
〇窪田明久1,2 , 3），坂本　亮4），南　健太郎3），瀬川　洋3）

1）窪田歯科医院（静岡県富士宮市），2）富士宮市歯科医師会，3）奥羽大学歯学部口腔衛生学講座，4）浜竹歯科
クリニック（神奈川県茅ケ崎市）

第 4グループ【座長：上原　任】
P‒10． 災害時の多職種が連携した「食べる」支援に関する調査報告 

―都道府県歯科医師会における連携体制と研修の現状とあり方―
〇中久木康一
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科救急災害医学分野
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P‒11．人材確保と労務管理についての調査
〇平野哲也，山下　宗，菅原　孝，神谷洋子，横山佳子，三須邦彦，藤波一典，寺崎浩也，今宮圭太
神奈川県歯科医師会医療管理委員会

P‒12．特定共同指導を契機に開催された，保険診療の理解を深めるための院内ワークショップの取り組みにつ
いて
〇小林清佳1），石垣佳希1），内川喜盛1），小林隆太郎1,2），藤井一維3）

1）日本歯科大学附属病院，2）日本歯科大学東京短期大学，3）日本歯科大学

第 5グループ【座長：溝渕健一】
P‒13．当県における災害時歯科保健医療体制整備への取り組みについて
〇中嶌誠治，良盛典夫，杉浦石根，阿部義和
岐阜県歯科医師会

P‒14． 歯科訪問診療，障害者対応歯科受療に繋がる情報提供の課題 
―大手検索エンジンからの情報アクセシビリティ―

○本橋佳子1,2），小原由紀1），尾﨑哲則3）

1）東京都健康長寿医療センター研究所，2）日本大学歯学部医療人間科学，3）日本大学歯学部
P‒15．勤労者家計への歯科医療費の影響について
○小野瀬祐紀1,2），髙橋義一2,3），高柳篤史2），上條英之4），杉原直樹2） 

1）秋庭歯科・矯正歯科クリニック（静岡県富士市），2）東京歯科大学衛生学講座，3）高橋歯科医院（東京都文
京区），4）東京歯科大学歯科社会保障学

第 6グループ【座長：沢崎和久】
P‒16．臨床実習生における医療安全用語の認知度調査
○中村太志，磯部彩香1），守下昌輝2），村岡宏祐2），粟野秀慈2）

九州歯科大学口腔機能学講座歯周病学分野，1）九州歯科大学口腔保健学科，2）九州歯科大学口腔機能学講座
クリニカルクラークシップ開発学分野

P‒17．PDI岐阜歯科診療所におけるインシデント・アクシデントレポートの分析
○古澤なつき，石榑大嗣，間下文菜，小川雅之，大森俊和1），堀田正人
朝日大学 PDI岐阜歯科診療所，1）朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野全部床義歯学

P‒18．NDBオープンデータ「歯科傷病」の「Excel見える化データ」による記述統計的解析
〇安藤雄一，福田英輝，田野ルミ，山本貴文
国立保健医療科学院

14：10～15：10　認定医研修会【座長：川上智史】
　「地域包括ケアシステムとかかりつけ歯科医機能」
　　　　　平田創一郎先生（東京歯科大学教授）

15：10～　閉会式





講演抄録集

特 別 講 演 1
特 別 講 演 2
招 待 講 演
大 会 長 講 演
シ ン ポ ジ ウ ム 1
シ ン ポ ジ ウ ム 2
日本デジタル歯科学会共催講演
認 定 医 研 修 会
口 演 発 表
ポ ス タ ー 発 表

特 別 講 演 1
特 別 講 演 2
招 待 講 演
大 会 長 講 演
シ ン ポ ジ ウ ム 1
シ ン ポ ジ ウ ム 2
日本デジタル歯科学会共催講演
認 定 医 研 修 会

口　　 演　　 発　　 表
O—1～10

ポ　ス　タ　ー　発　表
P—1～18
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医療管理学の人材育成とビッグデータ：
歯科医療管理学のポテンシャル

今中　雄一
京都大学大学院医学研究科医療経済学分野教授

　専門人材の育成において，どのような能力をもつ人材を育てるのか，その目標を明確にしその達成度を測るた
めにコンピテンシーの体系化・明示化が重要となってくる．医療管理学の実践・研究領域においても然りであ
り，日本医療・病院管理学会のタスクフォースでは，専門人材のコンピテンシー体系案として今後の議論に資す
るべく，当領域のコンピテンシー体系の構築を試みた．既存のヘルスケア関連コンピテンシーを統合・整理し，
検討・議論を重ね，医療・病院管理の新たなコンピテンシー体系として，7つのドメインと 32のクラスタからな
る枠組みを構築したので紹介する．歯科医療管理学にも重なるところが大きいのではないかと予想される．
　また，医療管理学の研究を推進するべく研究者を育成することももちろん重要である．ビッグデータを利用し
た一連の研究成果，そして，歯科医療に係わる研究例を紹介する．
　［例 1］某県の国民健康保険・後期高齢者医療制度レセプトデータ（医科・歯科・調剤）の解析から，以下の結
果が得られた．2015年度に糖尿病薬の処方のある 35歳以上の患者の歯周疾患の管理有無および医療費，入院有
無を 3年間観察した．解析対象患者は，16,583人で，歯周疾患の管理を 2年間毎年 1回以上行った患者は，管理
を受けなかった患者より 3年目の医療費が 4％減少，3年目の入院が 10％減少した．観察期間の 1～2年目にイン
スリン投与のなかった 13,222人を対象とした解析では，2年間毎年 1回以上の歯周疾患管理を受けた患者におい
て 3年目にインスリン投与の開始が 23％減少した．以上は，歯周疾患の管理が糖尿病の悪化を防ぐことを示す一
知見である（Shin,.., Imanaka, 2021）．
　［例 2］歯科医師による術前口腔管理が食道切除術後のアウトカムに及ぼす影響を調べるため，医療管理データ
ベースより退院日が 2016年 4月～2017年 3月までの開胸および胸腔鏡下食道切除術症例を抽出し，マルチレベ
ル傾向スコア分析を行った（n＝2,600，うち開胸：956例，胸腔鏡下手術：1,644例）であった．2つのモデルに
より算出した傾向スコアによる IPTW解析の結果，術後誤嚥性肺炎の発症割合が開胸食道切除術後は口腔管理群
で 1.5～1.6％，非管理群で 4.0～4.1％，胸腔鏡下食道切除術後は口腔管理群で 2.4～2.6％，非管理群で 4.5～
4.6％であり，口腔管理群における発症の有意な減少を認めた．また，口腔管理群の胸腔鏡下食道切除術の医療費
が非管理群より有意に削減した．以上は，食道切除術において，術後合併症のリスクが高い患者のみではなく，
全患者を対象として術前口腔管理を行うことの有効性を示す一知見である（Shin,.., Imanaka, 2019）．

略　歴
1986年　 東京大学医学部医学科卒業，博士（医学）
ミシガン大学にて PhD，MPH
認定内科医，死体解剖資格
社会医学系専門医・指導医，上級疫学専門家，公衆衛生学会認
定専門家
専攻：医療システム（質・効率・公正）
近著：「病院」の教科書　第 2版（医学書院）発行 2023/04/01
　　　 「認知症にやさしい健康まちづくりガイドブック」（学芸

出版社）2023年 03月発行
論文等：http://med-econ.umin.ac.jp/works.html
役職等： 病院，大学勤務等を経て 2000年 4月から現職

医療の質国際学会 ISQua理事（1997‒2003年，2015‒2019年），
医療の質アジア国際学会 ASQua理事長（2017‒2019年），医療
経済学会　会長［理事長］（2018‒2020年）を歴任．

日本医療機能評価機構理事，日本医療経営機構理事
日本医療・病院管理学会理事長，社会医学系専門医協会理事長
Founding Member, International Academy of Quality and 
Safety in Health Care（elected first from Asia 2018年‒）.

その他
日本医師会医学賞受賞（2022年）

特別講演 1
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日本歯科専門医機構の挑戦
―新たなる歯科専門医の制度設計に挑む―

A New Challenge for the Japan Dental Specialists Organization：
The Challenge of Designing a New System of Dental Specialists

今井　　裕
（一社）日本歯科専門医機構理事長 

獨協医科大学名誉教授

　歯科の専門医制度に関する協議は，これまで日本歯科医学会を中心に行われていましたが，いずれの活動も途
中で休止状態となり，歯科の専門性を協議することの困難さがうかがえます．しかしながら，2013年厚生労働省
より医科専門医の制度設計が示されたことを受け，2014年日本歯科医師会と日本歯科医学会両会長名で厚労省医
政局長宛に「歯科の専門性の在り方」についても検討が必要である旨の要望書を提出したことから，歯科の専門
性に関する議論は急展開いたしました．
　すなわち，2015年厚労省内に「歯科医療に求められる専門性に関するワーキンググループ」が立ち上げられ，
現行の歯科専門医制度における問題点が提起されました．それを受け 2017年「歯科専門性に関する協議会」が設
置，現在の学会認定歯専門医制度では，①研修や専門性の内容が適切に公開されていない，②評価基準に客観性
がなく，質の担保に疑念がある，③類似した学会がそれぞれ専門医制度を設けており，その違いがわかりにくい，
④専門医に関するあらゆる情報公開が十分でない，⑤社会環境の変化に対応可能な新たな専門医の養成が必要で
ある，などが指摘され，第三者機構の設置は必要不可欠と結論づけられ，2018年 4月（一社）日本歯科専門医機
構は設立されたのです．
　歯科専門医機構では，これら指摘された問題点を念頭に，活動の理念と基本方針等を合議のうえ策定し，それ
らの方針に基づき活動を開始し，これまで広告可能 5領域の認証と 5つの新たな基本領域について協議して参り
ました．既存の広告可能な 5領域は，これまでの経緯を尊重しつつ機構の定める基準へと整備を進め，新たな基
本 5領域については，複数の学会が連携し一つの新たな専門領域を構築するという，これまでにない試みに挑戦
するもので，従来のように学会の制度を審査するものではないことの理解が必要です．つまり，質の担保を是と
し，新たな歯科専門医の制度設計を連携する団体の信頼関係のもと，それぞれのオートノミーにより構築するも
のですが，その点の理解も深まり近々歯科専門医機構が認定する歯科における新たな専門領域・専門医が誕生す
るものと思われます．
　本講演では 2021年 10月当機構認定の専門領域が広告可能となることが告示されたことを踏まえ，現在の機構
活動の進捗状況について問題点も踏まえ報告するとともに，わが国における歯科の専門性を思料し，今後の歯科
の展望を見据えてみたいと思います．

特別講演 2

略　歴
1973年　神奈川歯科大学歯学部卒業
1985年　千葉大学医学部歯科口腔外科学講座講師
1991年　アメリカ合衆国北カロライナ大学歯学部客員研究員
2001年　アメリカ合衆国 UCLA歯学部客員研究員
2003年　獨協医科大学口腔外科学講座主任教授
2013年　日本歯科医学会副会長，その後総務理事
2014年　獨協医科大学名誉教授・医学部特任教授
2016年　日本歯科医学会連合副理事長，その後専務理事
2018年　日本歯科専門医機構業務執行理事（総務）
2020年～日本歯科専門医機構理事長

その他
日本口腔外科学会認定医，指導医
臨床修練指導歯科医
日本顎顔面インプラント学会指導医
がん治療暫定教育医
日本小児口腔外科学会指導医
日本有病者歯科医療学会指導医・認定医
日本口腔腫瘍学会暫定口腔がん指導医
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ゴルフから学んだこと

森口　祐子
プロゴルファー 

（株）ゴールドウイン取締役 
朝日大学体育会ゴルフ部スーパーバイザー

略　歴
1975年 LPGA入会，1978年プロ初優勝
日本女子優勝回数：41勝，JLPGAツアー永久シード保持者
2019年日本プロゴルフ殿堂，プレーヤー部門顕彰

富山県富山市出身．富山女子高校時代はバスケットボール部の
主将として活躍したが，3年生の夏に父に連れられ，ゴルフ練
習場に行き，面白さにとりつかれゴルフを始めた．
1975年春のプロテストを受験，強風の中で参加 45人中ただ 1
人合格．
ツアー 3年目の 1978年 4月，ワールドレディースで初優勝を飾

り，同年には日本女子プロ選手権を含む年間 4勝を挙げた．以
降，独身時代の 1983年シーズンまでに 23勝を挙げた．
1984年結婚，出産後 1985年にツアー復帰．日本女子オープン
初制覇を含む年間 5勝を挙げる大活躍．1986年産休後，1987年
に復帰し以後 1994年までにママとして 18勝を挙げた．ツアー
通算 41勝の永久シード選手である．
最近は，ツアー解説者として活躍．また，株式会社ゴールドウ
イン取締役を務めるなど多方面でも活躍中．2019年ママさんプ
レーヤーとしても活躍した功績が讃えられ，日本プロゴルフ殿
堂にプレーヤー部門で中嶋常幸氏とともに殿堂入りを果たした．

招待講演
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学術大会メインテーマ決定に至った経緯

山内　六男
朝日大学

　第 64回日本歯科医療管理学会総会・学術大会のメインテーマは，「歯科医療管理学会はどこを目指すのか　 
―教育，専門医の視点から―」とした．メインテーマを決めるにあたってまず過去のメインテーマを分析してみ
たところ，歯科医療管理（学・学会）の「現状」と「未来」のキーワードに分類できた．そこで私なりに，日本
歯科医療管理学会の「現状」と「未来」に関する疑問を考えてみたところ，歯科医療管理学教育，専門医移行，
認定士教育，海外の関連学会との交流，国内の関連学会との交流の 5つが思い浮かんだ．そのなかで「教育」と

「専門医」を今回メインテーマとして取り上げたが，これは以下の理由による．医学部においては，医療管理学や
医療の質・安全管理学など名称は異なるがなんらかの形態で医療管理学が教育されている．一方歯学部について
みると，歯学教育モデル・コア・カリキュラム令和 4年度改訂版および歯科医師国家試験出題基準令和 4年版に
は学会編纂の「歯科医療管理」の内容に一致する記載があることから歯科医療管理学教育は必須と思われるもの
の，2010年の中垣らの報告でも，2021年のホームページ上での確認でも歯学部での歯科医療管理学教育は十分に
なされているとはいいがたく，学会としても学部教育を推進する必要があると考えた．また，専門医に関しては
基本領域に加えて新設予定の本学会が最も関連する総合歯科専門医にどのように対応するかなど議論の余地があ
ると考えたためである．本講演ではこれらの点について私見を述べさせていただく．

略　歴
1991年　朝日大学歯科臨床研究所附属歯科診療所教授
2005年　 朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野

教授
2017年～朝日大学教授

（一社） 日本歯科医療管理学会認定医・指導医，理事，東海歯科
医療管理学会会長

（公社）日本口腔インプラント学会名誉会員，終身指導医
（公社）日本補綴歯科学会名誉会員，専門医・指導医

（一社）日本顎関節学会専門医・指導医
（一社）日本口腔リハビリテーション学会認定医・指導医，理事
（一社）日本スポーツ歯科医学会専門医・指導医，理事
（公社）日本顎顔面インプラント学会運営審議員
NPO法人日本咀嚼学会評議員
日本口腔機能水学会理事
日本歯科産業学会理事

（公社）日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト

大会長講演
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歯学部における歯科医療管理学教育の現状と課題

神奈川歯科大学歯学部における歯科医療管理学教育の現状と課題

山本　龍生
神奈川歯科大学歯学部社会歯科学系社会歯科学講座口腔衛生学分野

　神奈川歯科大学歯学部における歯科医療管理学教育の現状と課題について発表するにあたって，まず「歯科医
療管理学」について定義する必要がある．本学会編集の「新版　歯科医療管理―安全・安心・信頼の歯科医療を提
供するために―」（医歯薬出版，2022年）によると，「『歯科医療管理学』とは，歯科医学という自然科学と社会
科学をミックスした学問から構成され，この 2つを相互に補完し合うように駆使し，良質の歯科医療を患者に提
供することを考究する学問体系である」としている．そして，当該図書の構成は，第Ⅰ章の序説に続き，第Ⅱ章
の歯科医療管理基本的事項（患者の権利，倫理およびコンプライアンスなどや歯科医療の法的性格，歯科診療所
の開設），第Ⅲ章の歯科医療安全（歯科診療所における医療安全，歯科診療所管理と医療監視，歯科医療事故への
対応，医療情報管理，医事紛争と処理），第Ⅳ章の医療連携および地域包括ケア（医療制度や医療連携），そして
第Ⅴ章のかかりつけ歯科医機能の強化となっている．これらの教育について，神奈川歯科大学では，1年次に科
目「チーム医療概論」で一般目標「歯科医療におけるチーム医療の役割を理解し連携する際に必要な知識と態度
を習得する」，「医療経営学」において一般目標「多様な社会的ニーズに対応できるようにするため，そして卒後
のキャリアプランニングのため，経済・経営の仕組みを理解するとともに，歯科医療経営・管理に必要な知識を
修得する」とした授業を行っている．最も多くの内容を担当するのが 3年次の科目「社会歯科学」であり，一般
目標は「歯科保健・医療・福祉・介護における社会的な要請に応えるために，その原理，方法，制度などを社会
的な立場から系統化し，認識する」である．方略は講義および演習となっている．4年次には 1～3年次の復習を
行う科目「総合歯科学」があり，5年次に臨床実習を行う．2022年度入学生から新たなカリキュラムとなり，1
年次の「チーム医療概論」や「医療経営学」の教育成果はまだ評価されていないが，今後明らかになると考える．
課題としては方略が講義主体となりやすいことや教科書が科学的根拠よりも制度主体となりがちであり，ほかの
科目に比べて内容の変更が多いことが挙げられる．

略　歴
1989年　岡山大学歯学部卒業
1993年　岡山大学大学院歯学研究科修了
1993年　岡山大学歯学部予防歯科学講座助手
1997年　岡山大学歯学部附属病院予防歯科講師
2009年　 神奈川歯科大学社会歯科学講座歯科医療社会学分野

講師
2010年　 神奈川歯科大学社会歯科学講座歯科医療社会学分野

准教授

2015年　 神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座教授
（社会歯科学分野）

2023年　 神奈川歯科大学副学長・大学院歯学研究科長 
現在にいたる

2023年　 神奈川歯科大学歯学部社会歯科学系社会歯科学講座
口腔衛生学分野教授 
現在にいたる

シンポジウム 1
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歯学部における歯科医療管理学教育の現状と課題

東京歯科大学における社会系歯学教育

平田創一郎
東京歯科大学社会歯科学講座

　東京歯科大学では社会系の講座・教員がほかの歯科大学・大学歯学部に比して手厚い．演者の所属する社会歯
科学講座のほか，衛生学講座，法歯学・法人類学講座に加え，歯科医療管理学，歯科社会保障学，歯科医療政策
学の教授が配置されている．講義・実習に関しても，第 1学年で「歯科医学のための一般教養Ⅰ」と「歯科医療
管理学入門」，第 3学年で「衛生学・衛生学実習」，第 4学年で「社会歯科学」「歯科医療管理学（社会保障制度，
医療倫理，医療安全管理・感染予防）」「法歯学」「地域包括ケアと高齢者の歯科診療（講義，実習）」，第 5学年で
臨床社会歯科学実習，そして第 6学年の総合講義と多くの科目が実施されている．これらの講義がカバーする範
囲はいわゆる広義の社会歯科学であり，本学会編集による『新版　歯科医療管理』（医歯薬出版）に記されている
範囲と完全に同じではない．本シンポジウムでは，歯科医学史や公衆衛生学と法歯学を除き，『新版　歯科医療管
理』の内容を基準として本学の社会系歯学教育の概要を説明する．
　「歯科医学のための一般教養Ⅰ」と「歯科医療管理学入門（歯科社会保障学・医療経済学）」は教養科目として
実施されている．しかし専門科目へと直結する内容であることから求める学修水準はかなり高く設定されてお
り，第 2学年以降に実施される科目とほとんど遜色ない内容となっている．
　「社会歯科学」は法体系に基づきカリキュラムを組んでいる．一方，「臨床社会歯科学実習」は医療の現場であ
る病院に実際にある掲示物等を題材として，法や制度の知識との紐付けを行っている．実際に医療の現場で必要
とされる知識であることを確認しながら復習することを目的としている．
　また，「歯科医療管理学（社会保障制度，医療安全管理・感染予防）」は制度を前提に PBLと講義を構成し，

「歯科医療管理学（医療倫理）」は臨床倫理学を題材として PBLを中心に行っている．
　「地域包括ケアと高齢者の歯科診療」では，基礎系科目・臨床系科目との統合を図りながら，臨床現場の観点か
ら制度を捉え，講義と実習を行っている．
　このように本学では，単純想起一辺倒となりがちな，しかも理系の学生が苦手とする社会系の科目を，実学と
して身に付けてもらえるよう多方面から重層的に実施している．

略　歴
1999年　大阪大学大学院歯学研究科修了博士（歯学）取得
　　　　大阪大学歯学部附属病医院顎口腔機能治療部医員
2002年　 厚生労働省医政局歯科保健課歯科医師臨床研修専門

官
2006年　東京歯科大学社会歯科学研究室講師

2010年　東京歯科大学社会歯科学研究室准教授
　　　　東京歯科大学教務副部長（現職）
2013年　東京歯科大学社会歯科学研究室教授
2015年　 東京歯科大学社会歯科学講座（講座名変更）教授 

現在にいたる

シンポジウム 1
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歯学部における歯科医療管理学教育の現状と課題

九州歯科大学における歯科医療管理・社会歯科系教育の現況

福泉　隆喜
九州歯科大学社会歯科学研究室

　歯学部における歯科医療管理・社会歯科系教育は，本学会雑誌 45巻 1 号，37～45 ページ（2010 年）で報告さ
れているように，大学間での差異が大きい．歯学教育モデル・コア・カリキュラム（コアカリ）では，「C　社会
と歯学」として非常に幅広い領域が示されているため，改訂版のコアカリの令和 6年度入学生への適用に先立ち，
本シンポジウムで歯学部における歯科医療管理・社会歯科系教育の現状と課題について議論を交わすことはたい
へん意義深い．
　九州歯科大学における歯科医療管理・社会歯科系教育は，1 年次で社会系歯学への導入を，2 年次と 3 年次で社
会歯科・公衆衛生の基礎を，5 年次で歯科医療管理の実務的内容を，6 年次で知識の整理・統合を，それぞれの目
的として講義を行っている．
　具体的には，1 年次前期の歯学概論Ⅰ（2 時間）では，わが国の社会保障制度の特徴，歯科診療所と歯科医師の
現況を学修する．後期の歯学概論Ⅱ（2 時間）では，歯科医師の業務内容，法的な責務，関連する法令や制度の
概要を学修する．
　2 年次後期の社会歯科学Ⅰ（30 時間）では，社会歯科学の基本的な位置付け，患者の尊厳と医の倫理，健康の
概念と社会保障の特徴，社会保険の 5 つの制度，社会福祉制度，歯科医師法と関連制度，国と都道府県での歯科
保健行政，医薬品医療機器等法の概要，社会と人口統計を学修する．3 年次前期の社会歯科学Ⅱ（30 時間）では，
環境と健康，関係職種と法規，医療法の概要，疫学と歯科医療，成人保健と地域保健，母子保健，学校保健，国
際保健・疾病予防について学修する．3 年次後期の社会歯科学Ⅲ（16 時間）では，産業保健，医療情報管理，患
者の視点から見た歯科医療，コンフリクト・マネジメント，障害者保健福祉，精神保健福祉，国民栄養と食品保
健を学修する．
　5 年次前期の歯科診療システム管理学（30 時間）では，POS と SOAP，社会と歯科医師との関わり，地域包括
ケアと多職種連携，診療録とレセプト，医科歯科連携のための情報提供，歯科診療所の開設のプロセス，データ
サイエンス，組織マネジメント手法，リーダーシップ，職種連携とマネジメント，情報セキュリティと個人情報
保護などを学修する．
　6 年次前期の総合講義Ⅰ（2 時間）と後期の総合講義Ⅱ（2 時間）では，5 年次までに履修した講義内容に追補
すべき項目などを学修し，知識の整理と統合を行う．
　このように，九州歯科大学では計 114 時間の講義によって，コアカリや歯科医師国家試験出題基準に掲げられ
た歯科医療管理・社会歯科系領域の項目のすべてを網羅し，体系的に学修できるカリキュラムを実施している．

略　歴
1995 年　 九州歯科大学大学院歯学研究科修了，同大学助手，学

内講師
1997 年　九州歯科大学講師
2004 年　 厚生労働省（特別医療指導監査官，臨床研修審査官，

歯科保健医療調整官，在宅医療推進連携室室長補佐な
ど），社会保険庁（医療専門官）

2010 年　福岡県総務部私学学事振興局学事課技術主査
　　　　九州歯科大学准教授
2016 年　九州歯科大学附属病院 病院教授

その他
2010 年　　 文部科学省　学校歯科保健に関する参考資料の作

成検討会委員
2016 年～　社会歯科学会評議員
2019 年～　福岡県歯科保健医療推進協議会委員
2021 年～　 日本学校歯科医会　コロナ禍における児童生徒の

調査研究委員会アドバイザー
2022 年～　九州地区大学教育研究協議会委員
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基本領域以外の歯科専門医の未来

日本スポーツ歯科医学会の立場から

安井　利一
（一社）日本スポーツ歯科医学会理事長

　 1．本学会の概要
　日本スポーツ歯科医学会は，1990（平成 2）年 9月 1日に，前身のスポーツ歯学研究会として発足して以来，
約 30年の歴史をもつ学会である．1994（平成 6）年 5月に日本スポーツ歯学研究会，2000（平成 12）年には日本
スポーツ歯科医学会と改称し，さらに 2016（平成 28）年から一般社団法人として新たに発足して発展してきた．
本学会の目的は「スポーツ歯学に関する調査・研究を通じて，その進歩を図り，会員の知識の向上と国民の啓発
を目的とする」であり，国民の健康づくりや安全向上，マウスガードやフェイスガードによる外傷の予防，そし
て競技力支援に関する研究など，スポーツ歯科医学に関する最新の知識や情報が得られ，研究発表，会員交流，
生涯研修ができる場を提供している．
　スポーツ歯学は，2011（平成 23）年に制定されたスポーツ基本法によって「スポーツに関する諸科学」に位置
づけられており，すべての歯科医師が理解するべき基本的領域と解される．本学会は約 2,000名の会員からなり，
特に，デンタルチームとしての機能向上を図るべく歯科医師，歯科衛生士，歯科技工士の連携と資質向上を図る
施策を展開している．その一環として，スポーツ歯科認定医制度，スポーツデンタルハイジニスト制度，認定マ
ウスガードテクニカルインストラクター制度などを有している．
　 2．スポーツ歯科専門医制度について
　本学会は，概要で述べたように，「スポーツ基本法」を背景として歯科医学・歯科医療等に係る関係者の理解が
必要な領域であることから，歯科大学・歯学部教育においても歯学教育モデル・コア・カリキュラムや歯科医師
国家試験出題基準にも位置づけされており，その詳細な教育内容については 2007（平成 19）年改訂の「歯科医学
教授要綱」（歯科大学学長・歯学部長会議編集）に示されている．「スポーツ基本法」制定から 10年を経過する機
会に学会の専門医と指導医の制定を実施することとした．新規の学会認定制度規則は 2022（令和 4）年 12月 3日
に施行し，2023（令和 5）年 4月 1日から適用することとした．専門医の申請には以下を条件とした．すなわち

「（1）専門医の申請時に，認定医の資格を有し，認定医取得後 3年以上経過していること（2）専門医の申請時に，
通算 6年以上の学会正会員歴を有し，申請時に正会員であること（3）専門医の申請時に，通算 8年以上（臨床研
修を含む）の歯科診療従事経験を有すること（4）専門医の申請時に，別に定める一般社団法人日本スポーツ歯科
医学会専門医の認定に関する規則（以下，専門医規則）の定めるところによる研修カリキュラムを履修している
こと」である．
　 3．将来展望
　専門医は歯科医学・医療の発展と国民の要望が両立するなかで活動基盤が形成されると考える．スポーツを国
民目線で考えるとスポーツ歯科専門医の位置づけはどのようにあるべきか．制度の基本に沿いながら大局的な視
点から専門医を目指したい．

略　歴
1977年　城西歯科大学（現・明海大学歯学部）卒業
1981年　城西歯科大学大学院修了（歯学博士）
1997年　明海大学歯学部教授

2008年　明海大学学長（2023年 3月まで）
学校法人明海大学理事，明海大学名誉教授
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基本領域以外の歯科専門医の未来

日本口腔リハビリテーション学会の立場から

覚道　健治
（一社）日本口腔リハビリテーション学会前理事長 

大阪歯科大学名誉教授

　2021年 9月 27日の厚生労働省告示第 347号に基づき，一般社団法人日本歯科専門医機構が歯科領域における
広告可能な専門医の認定を行うこととなり，従来から広告が認められてきた 5領域である口腔外科，歯周病，小
児歯科，歯科麻酔，歯科放射線の各専門医が同機構から認定された．次いで，新たに同機構から追加の基本領域
である歯科保存，補綴歯科，矯正歯科，インプラント歯科，総合歯科の 5領域が提示され，関連学会において協
議と作業が継続されている．リハビリテーション領域における専門性の軌跡は，1960年の厚生白書で，「疾病の
予防，治療およびリハビリテーションを一貫とする有機的な対策を推進していくことが強く要請される」とリハ
ビリテーション医療の必要性が明記されたことが始まりである．医科では1963年に日本リハビリテーション医学
会が創立され，1996年には標榜科名が認められ，2001年に日本専門医制度評価・認定機構から基本診療科の一つ
として「リハビリテーション科」が選定され，2019年から 19の基本領域の専門医である「リハビリテーション
科専門医」が日本専門医機構から認定されている．
　一方，歯科では，咀嚼機能障害のリハビリテーションを扱ってきた本学会の前身である日本顎頭蓋機能学会が
2004年 9月に認定医制度を発足し，2011年に日本口腔リハビリテーション学会として発展し，2013年から日本
歯科医学会の認定分科会として加入が認められ，歯科医学の一つの診療領域として認知されるようになった．し
かし，「リハビリテーション科専門医」が医科における基本診療科の専門医であるのに対して，歯科においては，
基本診療領域が上記の 10診療領域に限定される方向にあり，本学会は会員数の少ない学会であるがゆえ，診療領
域としての重要性とは別に，日本歯科専門医機構への入会すら難しいのが現況である．そこで歯科専門医の未来
を考えるうえで，歯科におけるリハビリテーション領域の専門性の可否と専門医の必要性について，医科と対比
しながら考察し，未来像を探りたい．

略　歴
1974年　大阪歯科大学卒業
1979年　大阪歯科大学大学院修了　歯学博士
1983年　大阪歯科大学口腔外科学第一講座講師
1997年　大阪歯科大学口腔外科学第二講座主任教授
2001年　大阪歯科大学附属病院副病院長
2004年　中国四川大学華西口腔医学院客員教授
2008年　大阪歯科大学附属病院病院長
2010年　中国南方医科大学口腔医学院客員教授
2016年　大阪歯科大学口腔外科学第二講座臨床教授
2016年　大阪歯科大学名誉教授

日本口腔リハビリテーション学会理事長（2007～2022年）
日本口腔リハビリテーション学会副理事長（2022～2024年）
口腔外科専門医，口腔外科指導医，歯科顎関節症専門医・指導
医
口腔リハビリテーション認定医・指導医

その他
2017年 7月　日本顎関節学会学会特別賞受賞
2017年 2月　平成 28年度日本歯科医学会会長賞受賞
1992年 7月　第 1回日本顎関節学会賞学術奨励賞受賞
1995年 4月　第 49回日本口腔科学会総会宿題報告担当
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基本領域以外の歯科専門医の未来

日本歯科医療管理学会の立場から

尾﨑　哲則
（一社）日本歯科医療管理学会理事長

　歯科専門医の制定の基本的な考え方は，「医療法」による「適切な医療提供を国民が選択できるよう」にするも
のです．したがって，患者がある歯科医療を要望するときに，それに対する医療を専科医として提供できること
を社会全体に示すものと考えています．
　国民は，良質で患者満足度の高い医療を望んでいます．歯科医師は，良質な医療の提供・サービスの向上の必
要性を感じながら，経営やほかの社会的な問題を認識し，いかなる方法で「患者中心の医療」を提供できるかを
模索しているのが現状です．そこで，良質の歯科医療を提供するため，歯科医療に関する諸々の問題について考
究していく分野を担当するのが「歯科医療管理」です．実際の歯科医療提供にかかわる問題は，通常の歯科医学

（自然科学分野のみ）だけでは解決することができない部分があり，「歯科医療管理」はそれを補完し，解決する
役目を担っている側面もあり，歯科医療提供は，安全性，効率性，効果性などの管理を通して提供されますが，
この管理体系を「歯科医療管理」としています．
　歯科医療管理の定義から考えると，ほかの学会の目指す方向性とは大きく異なると考えられます．国家試験の
出題基準のように，解剖学的事項と補綴学的事項が，医療法と並列で並んでいますが，これらのうち，医療法は
全く学問体系や社会における位置づけも異なります．これと同様に専門性を論議するのは難しいと考えられま
す．少し話が逸れるかもしれませんが，医科における専門医では，いわゆる臨床系の専門医とは別に，「社会医学
系専門医」を設けて，すでに承認が始まっています．そこで，私自身の私案から考えてみたいと思います．これ
が「縦横軸」という考え方です．通常の歯科医科学は，基礎医学から臨床医学へという縦展開です．歯科補綴学，
歯科保存学，あるいは口腔外科学は並行にあり，ある場面では接近し，縦展開しています．しかし，歯科医療管
理学はこれらを横切り，すべての臨床歯科学と交わる横展開になります．これが，医療安全ですし，歯科医院経
営です．
　以上を踏まえて，本学会と歯科専門医のあり方を考えていく必要があると思います．本シンポジウムでは，こ
の思考をもとに，現状と将来に向けて本学会の方向性のみならず，本学会と専門医機構あるいは専門医を養成し
ている学会との関係性を考えていきたいと思います．

略　歴
1987年　日本大学大学院歯学研究科修了
1998年　日本大学歯学部衛生学講座助教授
2002年　日本大学歯学部医療人間科学分野教授
2002年　The University of Adelaide客員教授
2023年　日本大学客員教授

2019年　日本歯科医療管理学会理事長
2020年　社会歯科学会副理事長

2016年　日本禁煙学会理事
2017年　日本産業衛生学会生涯教育委員会委員長

その他
2011年　 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会・次期国

民健康づくり運動プラン策定専門（健康日本 21（第 2
次））委員会委員

2015年　厚生労働大臣表彰（母子保健・家族計画事業功労者）
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医療の電子化・標準化で見える新しい景色
―オンライン資格確認，電子処方箋，その次―

玉川　裕夫
大阪大学大学院歯学研究科招聘教員 
日本歯科医師会情報管理担当嘱託

　オンライン保険資格確認事業をきっかけに，医療機関同士が電子化・標準化された医療情報を交換する基盤が
整いつつある．光ファイバーを使ってセキュリティに配慮した医療専用のネットワークである．これは医療の電
子化・標準化を進める前提として待ち望まれていたインフラストラクチャーで，今後，このネットワークを活用
したさまざまな仕組みが展開される．電子処方箋や診療情報提供書の交換，Personal Health Record（パーソナ
ルヘルスレコード）など，デジタルデータを用いて健康・医療・介護に関する患者情報の統合的な収集に，新し
い景色が見えてきた．医療機関間での電子的な情報連携がこれまで以上に活発になると期待されている．
　一方で，ランサムウェアに代表されるネットワークセキュリティ上の危機は，注意不足も背景にあるとはいえ，

“いつ，記者会見で頭を下げる立場になるのか？”をだれも予測できない状況をもたらした．セキュリティリスク
をどう考え，どう対応すればよいかについて，国はガイドラインをこれまでにも示している．ただ，このガイド
ラインは広く浸透しているとはいいがたく，わかりにくい側面もあったので，現在，“よりわかりやすく”という
主旨で改訂作業が行われている．2022年 12月には厚生労働省のサイトで概要が公開されており，第 64回大会が
開かれる 23年 7月までには“医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第 6版”として正式公開される
であろう．
　そこで本講演では，医療の電子化・標準化で見える新しい景色と安全管理リスクとのバランスをどう考え，何
をよりどころにして診療所を守ればよいのかをテーマにお話しする予定である．

略　歴
1998年　大阪大学助教授，歯学部附属病院口腔総合診療部
1998年　厚生労働省歯科医師臨床研修制度指導医
2007年　 大阪大学准教授歯学部附属病院口腔総合診療部・医

療情報室兼任

2008年　日本医療情報学会　上級医療情報技師育成指導者
2016年　日本歯科医師会　情報管理担当嘱託
2019年　 大阪大学定年退職，大阪大学大学院歯学研究科招聘教

員

（一社）日本デジタル歯科学会共催講演
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地域包括ケアシステムとかかりつけ歯科医機能

平田創一郎
東京歯科大学社会歯科学講座

　地域包括ケアシステムは，地域における医療および介護の総合的な確保の促進に関する法律に定義されてお
り，高齢者に対し，医療法で規定される医療，介護保険法で規定される介護および介護予防，その他保健や福祉
の各法や互助等により提供される日常生活の支援を，セクショナリズムの壁を取り払って一元的に提供する体制
を目指している．ただし，これらすべてを一箇所で提供できる体制は存在しない．
　われわれ歯科医療従事者は，医療法に規定される医療提供体制下において，歯科医師法に規定される歯科医業
を業務独占として提供し，そのほとんどは健康保険法に規定される保険診療により行っている．特に高齢者に対
しては，歯科訪問診療と合わせて介護保険の居宅療養管理指導や，健康増進法や高齢者の医療の確保に関する法
律に基づく健診も提供している．広い領域をカバーしているものの，日常生活を支える福祉はわれわれの主たる
領域ではない．
　かかりつけ歯科医とは「安全・安心な歯科医療の提供のみならず医療・介護に係る幅広い知識と見識を備え，
地域住民の生涯に亘る口腔機能の維持・向上をめざし，地域医療の一翼を担う者としてその責任を果たすことが
できる歯科医師」（「日本歯科医師会の考え方」より）である．日本医師会が示すかかりつけ医の定義と書きぶり
は異なるものの，かかりつけ歯科医もかかりつけ医と同様，患者から健康に関することをなんでも相談できる相
手であるべきであろうし，必要なときは専門医療機関を紹介する，身近で頼りになる総合歯科医なのだと思う．
　地域包括ケアシステムのなかにあっては，医療・介護だけでなく，保健・福祉まで幅広い見識を備え，歯科に
限らず必要な支援を紹介できる存在であってほしい．すなわち，かかりつけであるということは，その患者の歯
科医療のすべてを受け持つことでは必ずしもなく，「紹介できること」であると心得てほしい．
　そうはいっても福祉領域はわれわれにとって畑違いであり，すべてに通じて紹介できるようになることはたや
すくはない．地域における多職種のコーディネーターの役割を担っている地域包括支援センターや介護支援専門
員を頼って，紹介とまではいわずとも，つなぐ機能を発揮するのが解決策だろう．公衆歯科衛生の担い手として，
行政との連携をより密にしていく必要があると考える．

略　歴
1999年　大阪大学大学院歯学研究科修了博士（歯学）取得
　　　　大阪大学歯学部附属病院顎口腔機能治療部医員
2002年　 厚生労働省医政局歯科保健課歯科医師臨床研修専門

官
2006年　東京歯科大学社会歯科学研究室講師

2010年　東京歯科大学社会歯科学研究室准教授
　　　　東京歯科大学教務副部長（現職）
2013年　東京歯科大学社会歯科学研究室教授
2015年　 東京歯科大学社会歯科学講座（講座名変更）教授 

現在にいたる

認定医研修会
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緒　　言

　近年，口腔内の疾患が全身の健康状態に影響を及ぼす
ことについて多数の報告があり1～3），さらにメディア等
でも配信されているため，国民の口腔内疾患への関心は
高まってきていると思われる．また，2022年には総人口
に占める高齢者人口の割合は 29.1％となり，超高齢社会
にますます拍車がかかっている現状である4）．高齢者の
割合が増えると，虚血性心疾患，脳血管疾患などの循環
器疾患や，糖尿病，肺炎，骨粗鬆症などを有する患者が
増えることが予想される．したがって，われわれ歯科医
師には，全身的なリスクを抱える患者に対して安心・安
全に歯科治療を行っていくことが求められている5）．
　このような状況のなかで，近年医療連携の重要性が高
まっている5～10）．歯科における医療連携には，病診連携
と医科歯科連携が挙げられる．病診連携とは，1次医療

機関である歯科診療所と高次医療機関である歯科大学病
院等が相互に連携を取ることである．高度・専門化され
ていく歯科医療において，歯周組織再生療法や難度の高
い根管治療などで病診連携を行うことで，患者の満足度
が高い歯科医療を提供することができると考えられ
る10）．一方，医科歯科連携は，全身的なリスクを抱える
患者に対して，歯科診療において必要な身体的な情報を
診療情報提供依頼書により情報共有する際や，周術期口
腔機能管理において歯科が介入する際に必要となる連携
である．歯科医師会が主導し，医科歯科連携推進を目的
に歯科から医科への紹介がしやすい診療情報提供書の事
前フォーマットを作成・配布している地域がある11）．ま
た，保険薬局において糖尿病患者に対して歯科受診を啓
発するアンケート形式の療養指導を行ったところ，歯科
受診率の増加がみられたとの報告がある12）．今後，さま
ざまな取り組みにより，さらに医療連携の普及が必要で
ある．
　本研究では，医療連携推進のためのパンフレット・
リーフレットを作成し，対象となる歯科診療所に送付し
た．パンフレットやリーフレットを送付することによ
り，乳がん検診の重要性の認識が変化することや13），患

娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃原　　著

千代田区内の歯科診療所における医療連携の実態調査
―医療連携推進媒体配布前後の比較―

美 濃 直 輝　　黒川理佐子　　沼 部 恵 茉
前 田 祐 貴　　加 藤 智 崇　　小 川 智 久

娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

　概要：われわれ歯科医師は，より良質で安全な医療を提供するために，綿密な医療連携をしていく必要がある．
しかし現状では，医療連携の必要性が周知されているとはいえない．そこでわれわれは，医療連携の普及を目的
として本研究を行った．まず，千代田区内に開設されている歯科診療所 282医院に，医療連携に対する事前アン
ケートを行った．事前アンケート結果をもとに，啓発媒体として歯科診療所向け医療連携推進パンフレットおよ
び患者説明用リーフレットの作成，送付を行った．その後，事後アンケートにより本研究の効果を検証した．
　事前アンケートでは，病診連携を行っている歯科診療所の割合は 95％以上と高いものの，医科歯科連携を行っ
ている歯科診療所の割合は 66％程度であった．啓発媒体送付後の事後アンケートでは，医科歯科連携を行ってい
る歯科診療所の有意な増加がみられた．またアンケート調査により，医療連携に対するさまざまな意見，要望を
得ることができた．
　今回のような啓発媒体を用いることで，歯科から医科への医科歯科連携の推進が可能であることが示唆され
た．今後円滑な医療連携の普及をするために，啓発媒体のみではなく，アンケートを含めたさまざまな方法で啓
発していくことが重要である．

　索引用語：医療連携，病診連携，医科歯科連携

日本歯科大学附属病院総合診療科
　受付：令和 5年 1月 25日
　受理：令和 5年 2月 21日



千代田区内の歯科診療所における医療連携の実態調査　　49

者の疾患や薬剤に対する意識理解度が向上する14）などの
報告がなされている．媒体を用いて介入を行うことで，
東京都千代田区内の歯科診療所での医療連携の現状を把
握し，また，医療連携が推進されることを明らかにする
ことを試みた．

方　　法

1．調査対象
　千代田区に開設している歯科診療所 330施設15）のう
ち，千代田区歯科医師会もしくは日本歯科大学校友会に
所属している千代田区開業の 282施設を対象とした．

図　1　事前アンケート調査

【医療体制についての調査】
　歯科医療体制について教えてください．
　歯科医師（　）人　　歯科ユニット（　）台

【歯科病診連携について】
　①大学病院（歯科）への紹介について教えてください．
　　現在紹介していますか．　はい/いいえ
　　“はい”と答えた方は頻度を教えてください．
　　年 1回未満/年 1～3回/2～3カ月に 1回/月 1回/月 2～4回/月 5回以上
　②紹介先の診療科を教えてください．※複数選択可
　　 1）口腔外科　2）小児歯科　3）矯正科　4）インプラント科　5）歯周　6）歯内　7）補綴　8）麻酔　9）口腔顔面痛　 

10）心療歯科　11）顎関節症　12）障害者歯科　13）口腔アレルギー　14）その他（　　）
　③紹介先の対応について 5段階で評価してください．
　　5）非常に満足　4）やや満足　3）普通　2）やや不満　1）非常に不満
　④連携先の病院名を教えてください．※複数選択可
　　1）東京医科歯科大学　2）東京歯科大学　3）日本大学　4）日本歯科大学　5）その他
　⑤紹介先にてよかったこと，医療連携のメリットを感じたことはなんですか．
　⑥紹介先のシステムや紹介先に希望する改善点等を教えてください．

【医科歯科医療連携について】
　⑦医科歯科医療連携について教えてください．
　　現在，医科歯科医療連携をされていますか？　はい/いいえ
　　“はい”と答えた方は頻度を教えてください．
　　年 1回未満/年 1～3回/2～3カ月に 1回/月 1回/月 2～4回/月 5回以上
　⑧連携先の病院名を教えてください．※複数記載可
　⑨医科に対して医療連携をする目的を教えてください．※複数選択可
　　 1）全身状態の照会　2）外科処置に対する医科的見解　3）診療の依頼　4）診療の問い合わせ　5）診療の要望・意見　 

6）その他
　⑩紹介先の対応について，5段階で評価してください．
　　5）非常に満足　4）やや満足　3）普通　2）やや不満　1）非常に不満
　⑪医科の紹介先にてよかったこと，医療連携のメリットを感じたことはなんですか．
　⑫医科への紹介システムや紹介先に希望する改善点を教えてください．

図　2　事後アンケート調査

①～⑫までの事前アンケートの項目に加え，医療連携推進の媒体に関する評価目的として，⑬～⑮の項目を追加した．

⑬本年 8月に送付したパンフレット・リーフレットについて教えてください．
　医療連携を行うにあたり，パンフレット・リーフレットの効果があったと思いますか．
　1）大いにあった　2）やや効果を感じる　3）全くない
　具体的にどのような場面で効果を感じましたか（　　）
⑭患者さん向けのリーフレットに対する来院患者さんの反応はいかがでしたか．
　5）よい　4）ややよい　3）普通　2）やや悪い　1）悪い
　上記を選んだ理由を教えてください．
⑮ほかに患者やドクターに向けたこんなパンフレットが欲しい等のご意見ご要望はありますか．
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2．調査方法
　2021年 6月に，対象の歯科診療所に事前アンケートを
送付し，同封した返信用封筒により 115施設から回答を
回収した．事前アンケートを図 1，事後アンケートを図
2に示す．事前アンケートに回答のあった歯科診療所に
対し，2021年 8月に歯科診療所向けの医療連携推進パン
フレット（図 3）と患者説明用リーフレット（図 4）を送
付した．送付したパンフレットおよびリーフレットは千
代田区事業提案制度「千代田学」の助成のもと作成した
ものである．その後，2021年 10月に事前アンケートに
回答のあった115施設に対し，事後アンケートを実施し，
79施設から回答を得た．なお，アンケートはすべて無記
名とした．

3．統計解析
　医療連携の有無による診療所の歯科医師数と設置ユ
ニット数の差をMann‒Whitneyの U検定によって解析
した．
　事前と事後のアンケート結果において，大学病院（歯
科）および医科への紹介頻度と満足度，ならびに医科歯
科連携の経験の有無について，χ2検定を用いて統計解析
を行った．なお，アンケート無回答については除外し，
紹介頻度については月1回以上と月1回未満の2項目に，
満足度については不満，普通，満足の 3項目に項目を再
編して統計学的処理を行った．有意水準を p＜0.05とし
た．
　本研究の実施にあたっては，日本歯科大学生命歯学部
倫理審査委員会の審査を経て，承認を得ている（NDU‒
T2020‒55，2021年 5月 13日付で承認）．

結　　果

1．アンケート回収率
　282施設にアンケートを送付した結果，事前アンケー
トは 115施設（40.8％），事後アンケートは 79施設

（28.0％）から回答を得た．

2．歯科医療体制
　事前アンケートに回答した歯科診療所について，病診
連携の有無による歯科医師数（p＝0.99）とユニット台
数（p＝0.81），また，医科歯科連携の有無による歯科医
師数（p＝0.21）とユニット台数（p＝0.48）に有意な差
は認められなかった．

3．歯科病診連携
　大学病院（歯科）への紹介の有無については事前・事
後ともに 95％を超えていた．紹介頻度（p＝0.37）と紹

介先の対応についての満足度（p＝0.54）は，事前・事
後の比較においてほぼ変化がなく，有意な差は認められ
なかった（表 1，2）．
　紹介先の診療科については，事前・事後ともに「口腔
外科」が最も多く，「顎関節症」や「歯内療法科」が続い
て多かった．

4．医科歯科連携
　医科歯科連携の有無について，紹介経験ありと答えた
割合が事前では 66％であったが，事後では 80％を超え，
医科歯科連携の実施施設の割合は事後アンケートで有意
に（p＜0.05）高かった（表 3）．
　医科歯科連携を行う頻度については，事前・事後とも
に「年 1～3回」が最も多く，次いで「年 1回未満」と
なった．医科歯科連携を行う目的について最も多かった
のが「全身状態の照会」であった（図 5）．
　医科の紹介先の対応についての満足度は，事前・事後
ともに「不満」という回答はごく少数であり，大半が「満
足」と回答した．しかし，医科歯科連携を行う頻度（p＝
0.23），紹介先（医科）の対応についての満足度（p＝
0.23）ともに事前事後で有意な差は認められなかった．

（表 4，5）

5．医療連携推進の媒体について
　医療連携推進を目的として作成したパンフレット・
リーフレットについて，その効果を感じたかという質問
では，「やや効果を感じる」が最も多かった（図 6a）．具
体的にどのような場面で効果を感じたかという質問に対
しては「待合室で患者からの質問があった」「リーフレッ
トがあると患者に勧めやすい」等の意見があった．
　患者のリーフレットに対する反応は，「普通」が最も多
かった（図 6b）．上記を選んだ理由を尋ねる質問に対し
ては，「よく読んでいた患者には評判がよかった」との意
見がある一方で，「あまり反応を感じることができな
かった」との意見もあった．
　パンフレット・リーフレットに対するその他の要望と
して，「パンフレット等があると患者に勧めやすい」

「リーフレットだけではわかりにくく，ある程度口頭で
の説明も必要」「患者に対してはもう少しわかりやすい
リーフレットがよかった」等の意見が多かった．

考　　察

　今後，高齢者人口の割合がさらに増加することが予想
されるなか4），われわれ歯科医師はより良質で安全な医
療を提供するために，おのおのの医療機関が歯科医療に
おける役割を明確にし，綿密な医療連携をしていく必要
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図　3　医療連携推進パンフレット
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図　4　患者説明用リーフレット
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がある8）．
　近年の歯科治療は，う蝕や歯周疾患，欠損補綴だけで
はなく，重度の全身疾患を有する患者や，要介護状態の
患者などへの口腔領域における専門的な対応が求められ
ている．誤嚥性肺炎の予防における歯科介入の重要性が
認知され16），また周術期における口腔管理は在院日数を

短縮できると報告されており3），それらは一般的な診療
として保険導入され，普及している11,17）．したがって，
われわれ歯科医師は，一口腔のみを診るのではなく，全
身の一部として口腔を捉え，全身疾患の治療支援という
視点をもたなければならない18）．
　このような現状を踏まえ，事前アンケート調査によ

表　4　医科歯科連携の頻度（件）

月 1回未満 月 1回以上 計
事前 63（53％） 57（47％） 120
事後 14（67％）  7（33％）  21

計 77 64 141

 （χ2検定，p＝0.23）

表　5　紹介先（医科）の対応についての満足度（件）

不満 普通 満足 計
事前 4（5％） 25（32％） 48（62％）  77
事後 1（2％） 27（42％） 36（56％）  64

計 5 52 84 141

 （χ2検定，p＝0.23）

表　1　大学病院（歯科）への紹介頻度（件）

月 1回未満 月 1回以上 計
事前 80（71％） 32（29％） 112
事後 58（77％） 17（23％）  75

計 138 49 187

 （χ2検定，p＝0.37）

表　2　紹介先（歯科）の対応についての満足度（件）

不満 普通 満足 計
事前 11（10％） 24（21％） 77（69％） 112
事後 4（5％） 17（23％） 54（72％）  75

計 15 41 131 187

 （χ2検定，p＝0.54）

表　3　 医科歯科連携の経験の有無につ
いて介入前後の比較（件）

経験あり 経験なし 計
事前 76（66％） 39（34％） 115
事後 65（84％） 12（16％）  77

計 141 51 192

 （χ2検定，p＝0.0048） 図　5　医科歯科連携を行う理由
　a：全身状態の照会，b：外科処置に対する医科的見
解，c：診療の依頼，d：診療の問い合わせ，e：診療の
要望・意見，f：その他

事前

a b c d e f

100％90％80％70％60％50％40％30％20％10％0％

事後

図　6　啓発パンフレットおよびリーフレットを使用した感想
a：媒体の効果についての質問，b：リーフレットに対する患者の反応

8％（a） （b）

60%

32%

7%8%

16%13%

56%
全くないやや効果を感じる大いにあった 普通ややよいよい やや悪い 悪い



54　　日本歯科医療管理学会雑誌　第 58巻第 1号

り，当院のある千代田区内の歯科診療所が行っている病
診連携および医科歯科連携の実態を把握した．その後，
医療連携推進パンフレットおよび患者説明用リーフレッ
トを送付し，事後アンケート調査によりその効果を検証
した．
　病診連携に関して，歯科大学病院への紹介経験のある
歯科診療所の割合は事前・事後ともに 95％を超えてお
り，十分な連携が取れていると思われる．この理由につ
いて，千代田区は 3つの歯科大学病院が所在することな
どから，本研究以前より病診連携は積極的に行われてい
たためであると考えた．しかし，「紹介先のシステムや紹
介先に希望する改善点を教えてください」という質問に
は，「連携先の病院の予約が取りにくい」という回答が多
かった．したがってわれわれは，地域の歯科診療所と歯
科大学病院などの高次医療機関がより密な連絡を相互に
取れるようなシステムを，今後構築する必要がある．
　医科歯科連携に関しては，事前アンケート回答時に連
携を行っていると答えた歯科診療所は 66％であり，医科
との情報共有を行っていない歯科診療所が 34％存在し
た．この結果は，歯科医師が医科との情報共有について
の知識と必要性の認識がなかったためと考えられる．先
行研究においても，歯科医師の認識不足により医科歯科
連携が行われていないという報告がみられる5）．事後ア
ンケートでは，医科歯科連携を行っていると回答した歯
科診療所は 84％となり，事前アンケートと比べ医科歯科
連携の実施施設の割合は有意に高かったが，媒体介入の
前後における紹介頻度と満足度に有意な差は認められな
かった．この理由として，事前アンケートに回答した施
設が 115施設であったのに対し，事後アンケートへ回答
した施設はそのうちの79施設であり，医療連携を行って
いない施設が連携実施施設より多く，事後調査からド
ロップアウトした可能性が考えられる．加えて，2度の
調査の間隔が 2カ月間と短かったことが連携実施施設で
連携頻度や満足度に違いがなかった原因と推察された．
本研究で得られた結果は無記名での回答であったため，
事後アンケートでの連携実施施設の増加が媒体の効果で
あるとは断定できない．しかしながら，今回の医療連携
啓発事業を行ったことで，医科歯科連携の普及において
なんらかの効果が得られたのではないかと推察する．
　本研究において，地域の歯科診療所の医療連携を拡大
するには，今回のようにアンケートにより興味をもたせ
た後に，媒体の活用を促すことが有効であると示唆でき
た．従来のように，医療連携の普及において，媒体の送
付のみ行っても，媒体そのものは歯科診療所側に気に留
められない可能性があると考えられる．本研究では，事
前・事後にアンケート調査を行うことにより，媒体を送
付した歯科診療所により意識的活用されたと考えた．今

後の普及事業においてはアンケート調査を実施する等の
工夫も必要である．
　本研究の限界として，まず先に述べたように無記名調
査であり，媒体配布後の経過時間が短かったため，媒体
配布による介入効果が明確に観察できなかったことがあ
る．加えて歯科診療所を千代田区内に限定したことによ
り特殊な地域集団を対象としていることが挙げられる．
本研究対象である千代田区には歯科大学病院や医科病
院・診療所が多数あり，医療連携を行いやすい環境であ
る．しかし，大学病院や基幹病院等から距離が遠いなど
の理由で積極的な医療連携が行いにくい地域もあり，医
療連携のしやすさに関する地域格差があることは容易に
想定される．今後，地域格差や介入の長期的効果を評価
できるような複数地域を対象とした長期的研究を行う必
要があると考えられた．
　超高齢社会において，われわれ歯科医師には全身疾患
を有する患者への安心安全な歯科医療が求められ，医療
連携の重要性が高まっている．本研究を基礎として，さ
らなる医療連携の普及を目指し，病診連携および医科歯
科連携により質の高い歯科医療を提供する必要がある．

結　　論

　千代田区内の歯科診療所において，従来病診連携は活
発に行われていたが，医療連携推進媒体を用いることに
より医科歯科連携をさらに推進することができた．今後
は千代田区だけでなく，医療連携のさらなる普及を目指
し，また，医科から歯科への連携を強化していく必要が
ある．

　本研究は，令和 3年度千代田区事業提案制度「千代田学」
の一環として実施した．

　本研究に関して，開示すべき利益相反状態はない．
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Survey of Medical Collaboration in Dental Clinics in Chiyoda Ward, Tokyo： 
A Comparison Before and After Distributing Media to Promote Medical Collaboration

MINO Naoki, KUROKAWA Risako, NUMABE Ema, MAEDA Yuuki, 
KATO Tomotaka and OGAWA Tomohisa

Department of General Dentistry, The Nippon Dental University Hospital

　Abstract：Dentists need to work in close medical collaboration to provide better and safer medical care. 
However, the necessity of medical collaboration is not well known at present. Therefore, we conducted this 
study with the aim of promoting medical collaboration. A preliminary questionnaire survey was conducted 
among 282 dental clinics in Chiyoda Ward, Tokyo. Based on the results, a pamphlet promoting medical collab-
oration for dental clinics and a leaflet for patients were prepared and distributed, and there effectiveness was 
determined through a post-survey.
　According to the pre-survey, more than 95％ of the dental clinics were involved in hospital clinic collabora-
tion, but only 66％ of the dental clinics were involved in medical-dental collaboration. The questionnaire survey 
conducted after distributing the pamphlets and leaflets showed that the number of dental clinics involved in 
medical-dental collaboration was increasing. In addition, a variety of opinions and requests were received.
　These results suggest that it is possible to promote medical-dental collaboration by distribating information 
media. It is important to use sach information to promote smooth medical collaboration in the future.

Key words：Medical collaboration, Hospital-clinic collaboration, Medical-dental collaboration
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緒　　言

　少子高齢化が急速に進行しているわが国は，さまざま
な疾患により手術目的などの高齢入院患者が増加傾向に
ある1）．特に急性期病院は，重度の急性疾患（心筋梗塞，
脳動脈瘤破裂等），悪性腫瘍などに対する専門的手術・
治療等を担っており2），治療後は，慢性期病床や在宅介
護へ移行するため，円滑な連携が求められる．これらの
患者は多くの場合，免疫能低下や機能障害を有している
と同時に，気管挿管や経口摂取不能により口腔内が不潔
になりやすい．その結果，嚥下機能低下や誤嚥性肺炎な
どさまざまな合併症を発症し，離床が図られず予後不良
となるため，入院早期から口腔の清潔維持や口腔周囲筋

の廃用を予防することが必要である3,4）．
　また，原疾患の症状進行により，術後に患者自身によ
る口腔清掃が十分にできず，看護師を中心とした医療従
事者による介助が必要な場合も少なくない．しかし，看
護師の教育課程において歯科・口腔外科分野のカリキュ
ラムはあるが，十分な時間が確保されておらず，卒後の
現場において OJT（On the Job Training）教育を受けて
いるのが現状である5～7）．そのため，医療従事者間での
医療情報共有の障害の要因となり，患者の QOL（Quality 
of Life）低下や在院日数の増加の遠因となっている．
　名古屋掖済会病院（以下，当院）は名古屋市南西部に
位置し，救急医療を中心とした地域医療と愛知県がん診
療拠点病院として，がん診療，頭部外傷・脳卒中・心筋
梗塞をはじめとする重症緊急疾患の診断と治療を行って
いる．年間平均手術件数は約 1万件で，周術期口腔機能
管理を必要とする患者が多く存在する．しかし，病状の
重症度によっては自分自身で口腔ケアが難しい患者もお
り，医療従事者が口腔ケアを行うケースも少なくない．
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急性期病院における一般病棟に勤務する看護師の口腔ケアへの意識調査

貝 川 詠 梨　　阿 部 　 厚　　谷 口 真 一
松 井 義 人　　林 　 宏 紀
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　概要：口腔の清掃状態は嚥下機能や誤嚥性肺炎の発症に関連している．しかし現場において口腔ケアを行って
いる一般病棟看護師は OJT（On the Job Training）教育を受け対応しているのが現状であり，口腔ケアの知識や
理解が十分とはいえない．今回われわれは口腔ケアの現状の把握を目的として意識調査を行った．
　2021年 9月 1日時点で，小児病棟と産休，育休中の者を除外した一般病棟に勤務する看護師 311名（男性 29
名，女性 282名）を対象に，2021年 9月 1日～10月 31日の期間に当院Webシステム上においてアンケート調
査を実施し 219名（70.4％）が回答した．対象者の平均年齢は 31歳（±8.9歳）で，看護師平均経験年数は 10～
20年未満であった．調査項目としては，①入院患者の口腔ケアの必要性の有無，②口腔ケアに対し期待する内
容，③口腔ケアの実施頻度と時間，④口腔ケアに関するセミナーや院内勉強会の参加歴，⑤口腔ケア実施で困難
なこととその内容，⑥歯科衛生士への口腔ケア依頼経験と必要性の有無，⑦口腔内評価方法の認知度，⑧OAG

（Oral Assessment Guide）の有効の実感とその内容，⑨OAG実施時に評価困難な項目と評価方法，⑩OAG裏面
記載のケア方法活用の有無とした．
　口腔ケアを必要と感じているのは 215名（98.1％）であり，肺炎予防（118名（53.8％））や感染予防（74名

（33.8％））に主に期待していた．OAGは 212名（96.8％）が認識しているものの，112名（51.1％）と約半数が
OAGに対し有効性を感じないと回答した．また，OAG実施時に評価困難な項目として「発声」43名（19.6％），

「嚥下」40名（18.2％），「粘膜」39名（17.8％）の順に多い結果となった．
　歯科医師および歯科衛生士による，看護師への口腔機能管理の教育や実施環境の整備について検討が必要であ
ると考えられた．

　検索用語：口腔ケア，誤嚥性肺炎，OAG，意識調査

名古屋掖済会病院歯科口腔外科（指導：阿部　厚）
　受付：令和 5年 1月 30日
　受理：令和 5年 2月 21日
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　今回われわれは一般病棟での口腔ケアにおいて，歯科
衛生士が看護師とより緊密な連携を図るにあたり，看護
師の口腔ケアに対する認識や現状の取り組み方の把握を
目的として，意識調査を行った．

対象と方法

　2021年 9月 1日時点で当院一般病棟に勤務する看護師
311名（男性 29名，女性 282名）を対象とした．また，
口腔ケアの必要性の低い小児病棟で勤務する者と，産
休，育休中の者を除外した．2021年 9月 1日～10月 31
日の期間に当院Webシステム上においてアンケート調
査を実施した（表 1）．311名にWeb調査を実施し，219
名（70.4％）が回答した．対象者の平均年齢は 31歳（±
8.9歳）で経験年数は「5～10年未満」45名（20.5％）が
最も多かった．

　調査項目は，①口腔ケアの必要性の有無，②口腔ケア
に対し期待する内容（3項目まで回答可とした），③口腔
ケアの 1日の実施頻度と時間，負担と感じるかどうか，
④口腔ケアに関するセミナーや院内勉強会の参加歴，⑤
口腔ケア実施で困難なこととその内容，⑥歯科衛生士へ
の口腔ケア依頼経験と必要性の有無，⑦口腔内評価方法
の認知度，⑧Eilerらの Oral Assessment Guide（以下，
OAG）8）への有効性の実感とその内容，⑨OAG実施時に
評価困難な項目と評価方法，⑩OAG裏面記載のケア方
法活用の有無とした．
　本研究は所属施設の研究倫理委員会の承認（No.　2021‒
022）を得て実施した．また対象者には本研究の目的を書
面にて説明したうえで，参加しない場合でも不利益が生
じないこと，回答者個人が特定されないこと，収集した
データは本研究以外の目的では使用しないことを説明し
同意を得た．

表　1　口腔ケアアンケート内容

Q1　性別を教えてください．【必須項目】
　○男性
　○女性
Q2　年齢を教えてください．【必須項目】
　（　　）歳
Q3　勤務されている病棟を教えてください．【必須項目】
　（　　　）
Q4　看護師の経験年数を教えてください．【必須項目】
　○ 1年未満　　○ 1～3年未満　　○ 3～5年未満　　○ 5～10年未満
　○ 10～20年未満　　○ 20～30年未満　　○ 30年以上
Q5　口腔ケアは必要だと感じますか．
　○はい　　○いいえ　　○わからない
Q6　口腔ケアに期待することはなんですか．（最も重要だと感じる項目を 3つまで順位づけてお答えください．）
　○口臭の軽減　　○感染予防　　○爽快感　　○肺炎予防　　○保湿　　○舌苔の軽減　　○患者満足　　○痛みの軽減
　○食欲や食事量の増加　　○その他
Q7　Q6で「その他」と答えた方はご記入ください．
　（　　　）
Q8　口腔ケアは実際どのくらいの頻度で行っていますか．
　○ 1日 3回以上　　○ 1日 1～2回　　○ 1日 0回
Q9　口腔ケアに関する勉強会等に参加したことはありますか．
　○はい　　○いいえ
Q10　口腔ケアにどのくらい時間がかかりますか．
　○ 5分程度　　○ 5～10分程度　　○ 15分以上
Q11　口腔ケアは仕事のうえで負担だと感じますか．
　○はい　　○いいえ
Q12　口腔ケアの効果について実感したことはありますか．（最も重要だと感じる項目を 3つまで順位づけてお答えください）
　○口臭の軽減　　○感染予防　　○爽快感　　○肺炎予防　　○保湿　　○舌苔の軽減　　○患者満足　　○痛みの軽減
　○食欲や食事量の増加　　○その他
Q13　Q12で「その他」と答えた方はご記入ください．
　（　　　）
Q14　口腔ケアに困ったことはありますか．
　○はい　　○いいえ　　○わからない
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結　　果

1．口腔ケアの必要性の有無
　「口腔ケアは必要だと感じますか」に対して，215名

（98.1％）が「はい」と回答した．無回答は 4名（1.8％）
であった．

2．口腔ケアに期待する内容
　「口腔ケアに期待することは何ですか」に対し，「肺炎

予防」が 118名（53.8％），「感染予防」74名（33.8％），
「口臭の軽減」13名（5.9％）であり，無回答は 1名
（0.4％）であった（図 1）．

3．口腔ケアの 1日の実施頻度と時間
　「口腔ケアは実際どのくらいの頻度で行っていますか」
に対し，「1日 3回以上」が 149名（68.0％），「1日 1～2
回」68名（31.0％），「1日 0回」0名であり，無回答は
2名（0.4％）であった（図 2）．
　「口腔ケアにどのくらい時間がかかりますか」に対し，

Q15　それはどんなことですか．※複数回答可
　【Q14で「はい」と答えた方のみお答えください】
　○汚れがひどい　　○開口困難　　○口臭がひどい　　○患者の協力が得られない　　○ケアの効果が上がらない
　○口腔乾燥　　○舌苔のケア　　○喀痰除去　　○出血　　○その他（　　　）
Q16　口腔ケアにおいて歯科衛生士介入を依頼したことがありますか．
　○依頼したことがある　　○依頼したことがない
Q17　歯科衛生士の介入に必要性を感じますか．
　【Q16で「依頼したことがある」と答えた方のみお答えください】
　○はい　　○いいえ
Q18　下記の口腔内の評価指数で知っているものがありますか．※複数回答可
　○ OHAT　　○ OAG　　○ BDR指標　　○ない　　○その他（　　　）
Q19　それはどこで知りましたか．
　【Q18で「OHAT」または「OAG」または「BDR指標」または「その他」と答えた方のみお答えください】
　○職場　　○口腔ケアの勉強会など　　○自主学習　　○その他（　　　）
Q20　当院で OAGが導入されていることを知っていますか．
　○はい　　○いいえ
Q21　OAGを有益と感じますか．
　○はい　　○いいえ
Q22　それはどんなことですか．
　【Q21「はい」と答えた方のみお答えください】
　○口腔内観察の習慣化　　○観察項目の統一化　　○口腔ケアへの意識の向上　　○口腔ケアの知識の習得
　○その他（　　　）
Q23　OAG時に困る項目はなんですか．（最も重要だと感じる項目を 3つまで順位づけてお答えください）
　○声　　○嚥下　　○唾液　　○粘膜　　○口唇　　○舌　　○歯肉　　○歯と義歯　　○ない
Q24　OAGはどのような方法で評価していますか．
　○ OAG記載の診査方法を見て評価
　○ OAG記載の状態とスコア欄で評価
　○自分の視診で評価
　○その他（　　　）
Q25　口腔ケアに困ったとき OAG裏面のケア方法を参考にしていますか．
　○はい　　○いいえ
Q26　それはなぜですか．
　【Q25で「いいえ」と答えた方のみお答えください】
　○見るのが手間だから
　○自分のケア方法に自信があるから
　○時間がかかりそうだから
　○その他（　　　）
Q27　なにか歯科衛生士への期待，要望などありましたら下記にご記入ください．
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

表　1　つづき
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「5分程度」が 144名（65.7％）が最も多く，次いで「5～
10分程度」73名（33.3％），「15分以上」1名（0.4％）
であった．無回答は 1名（0.4％）であった．

4．口腔ケアを負担と感じるか
　「口腔ケアは仕事のうえで負担だと感じますか」に対
し，「はい」が 69名（31.5％），「いいえ」114名（52.0％），

「わからない」30名（14.6％）であった．無回答は 6名
（2.7％）であった（図 3）．

5．口腔ケアに関するセミナーや院内勉強会の参加歴
　「口腔ケアに関する勉強会等に参加したことはありま
すか」に対し，「はい」が 143名（67.4％），「いいえ」69
名（31.5％），無回答 7名（3.1％）であった（図 4）．

6．口腔ケア実施で困難なこと
　「口腔ケアに困ったことはありますか」に対し，「はい」
は 175名（79.9％），「いいえ」36名（16.4％），「わから
ない」5名（2.2％）であり，無回答は 2名（0.4％）で
あった（図 5）．具体的な内容として「患者の協力が得ら

れない」「汚れがひどい」「開口困難」の順に挙げられた
（図 6）．多くの看護師はなんらかの困難を感じており，
その多くは患者の協力性によるものであった．「その他」
の意見は，「時間が足りない」「唾液が多い」などであっ
た．

図　1　口腔ケアに期待すること
　口腔ケアに対し肺炎予防を期待している者が最も多い
結果となり，次いで感染予防であった．

図　2　口腔ケアは実際の頻度
　口腔ケアの頻度は 1日 3回以上行っている者が
149名（68.0％），1日 1～2回の者は 68名（31.0％）
であった．

1日0回1日3回以上 1日1～2回 無回答

149名（68.0％）149名（68.0％）

68名（31.0％）68名（31.0％）

図　3　口腔ケアが業務上負担と感じるか
　口腔ケアを業務上負担に感じるかについ
ては全体の半数（52％）は「いいえ」114
名と回答し，「はい」が 69名（31.5％）で
あった．

はい いいえ わからない 無回答

30名（14.6％）30名（14.6％）

114名（52.0％）114名（52.0％）

69名（31.5％）69名（31.5％）

図　4　 口腔ケアに関する勉強会に参加し
たことがあるか

　口腔ケアに関する勉強会参加経験は
「はい」143名（67.4％），「いいえ」69名
（31.5％）であった．

はい いいえ 無回答

69名
（31.5％）
69名
（31.5％） 143名

（67.4％）
143名
（67.4％）

図　5　口腔ケアに困ったことはあるか
　口腔ケアに困ったことがあるかについて
は「はい」と 175名が回答し，全体の約 8
割を占める結果となった．

175名（79.9％）175名（79.9％）

36名
（16.4％）
36名
（16.4％）

5名（2.2％）5名（2.2％）
はい いいえ わからない 無回答
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7．歯科衛生士への口腔ケアの依頼経験
　「口腔ケアにおいて歯科衛生士に介入を依頼したこと
がありますか」に対し，「依頼したことがある」が 151名

（68.9％），「依頼したことがない」66名（30.1％），無回
答 2名（0.9％）であった（図 7）．

8．歯科衛生士の必要性
　先の問いで「依頼したことがある」と回答した 151名
に対し，「歯科衛生士の介入に必要性を感じますか」と質
問したところ，「はい」が 141名（93.3％），「いいえ」0
名，無回答 10名（6.6％）であった．

9．口腔内評価方法 OAGの認知度
　「当院で OAGが導入されていることを知っています
か」に対し，「はい」が 212名（96.8％），「いいえ」4名

（1.8％），無回答 3名（1.3％）であった．

10．口腔内評価方法 OAGの有効性の実感の有無
　「OAGに有効性を感じますか」に対して「はい」が 105
名（47.9％），「いいえ」112名（51.1％），無回答 2名

（0.9％）であった（図 8）．
　「はい」と回答した者 105名に「どんなことに有効性を
感じるか」を質問したところ，「口腔内観察の習慣化」46
名（43.8％），「観察項目の統一化」36名（34.2％），「口
腔ケアへの意識向上」13名（12.3％），「口腔ケアの知識
の習得」1名（0.9％），その他 2名（1.9％），無回答 7
名（6.7％）であった．その他の意見では「データとして
比較できる」などの回答であった．OAGは多くの看護師
が認知しているものの，活用できていないためか有効性
を実感している者の割合は約半数にとどまった．

11．OAG実施時に評価困難な項目
　「OAG実施時に困る項目はなんですか」に対し，「発
声」が 43名（19.6％），「嚥下」40名（18.2％），「粘膜」
39名（17.8％）の順に多く，無回答は 6名（2.7％）で

図　6　口腔ケア実施で困難なこと
　口腔ケア実施で困難なことには「患者の協力が得られ
ない」が最も多く，次いで「汚れがひどい」であり，患
者背景も関係していることが明らかになった．

図　7　 口腔ケアにおいて歯科衛生士介入を
依頼したことがあるか

　口腔ケアでの歯科衛生士の介入依頼経験
は「はい」が 151名（68.9％）であった．

はい いいえ 無回答

151名（68.9％）151名（68.9％）

66名（30.1％）66名（30.1％）

図　9　OAGに困る項目はなにか
　OAG実施のなかで評価困難の項目は「発声」が最も多
く，次いで「嚥下」「粘膜」の順であった．

図　8　OAGに有効性を感じるか
　OAGに有効性を感じると回答したのは
105名（47.9％），「いいえ」は 112名（51.1％）
でわずかに「いいえ」が多かった．

112名
（51.1％）
112名
（51.1％）

105名
（47.9％）
105名
（47.9％）

はい いいえ 無回答
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あった（図 9）．

12．OAGのケア方法活用の有無
　「口腔ケアに困ったとき OAGのケア方法を参考にし
ていますか」に対して，「はい」が 99名（45.2％），「い
いえ」117名（53.4％），無回答 3名であった．「いいえ」
と回答した者に「それはなぜですか」と質問したところ，

「見るのが手間だから」が 26名（22.2％），「自分のケア
方法に自信があるから」3名（2.5％），「時間がかかりそ
うだから」13名（11.1％），「その他」73名（62.3％），
無回答 2名（1.7％）であった．「その他」の意見として
は，「裏面を知らない，わからない」といったものが多数
であった．OAGスコアによっての口腔ケア方法が異な
るため，統一されたケアの手法を看護師間で周知してい
くことが必要だと考えられた．

考　　察

　本調査の結果，当院一般病棟の看護師は口腔ケアの必
要性に対する認識は 96.8％で高いものの，口腔ケアに関
する勉強会参加歴は 67.4％であり，OAGの有効性の実
感も 47.9％にとどまった．本結果から，口腔ケアに対す
る知識はまだ看護師へ周知されておらず，約半数で
OAGの有効性を実感するまでにいたっていなかった．

1．一般病棟看護師の口腔ケアに関する認識
　本調査の結果から，対象者の 96.8％の看護師が口腔ケ
アに期待することとして，術後の肺炎予防やその他の感
染予防が多い結果となった．多くの報告9～13）では，口腔
ケアの必要な理由として，誤嚥性肺炎予防が最も高く，
次いで舌苔・口臭予防，爽快感，清潔保持，口内炎予防，
意識レベルの向上とあり，同様の結果となった．このこ
とから医療従事者に口腔ケアの必要性やその目的が浸透
しつつあることが確認された．今後は，さらなる啓発が
課題となると考えられた．

2．口腔ケアの実施状況
　口腔ケアの必要性を感じている看護師が多く，口腔ケ
アを行う頻度も 1日 3回以上が 68％と高い結果であっ
た．しかし，5分程度で終わってしまう者が 65.7％で
あった．多くの報告9～13）では，口腔ケアが十分にできな
い理由として「時間的に余裕がない」が最も多く，次い
で「患者の状態が重症や術後である」「効果的なケア方法
がわからない」という結果であったと報告している．1
日の業務のなかで口腔ケアに費やす時間の確保が難しい
ことがわかり，看護師によって口腔ケア方法に統一性が
なく，効果的な口腔ケア方法が理解できていない可能性

があると推察された．このため簡便で効果的な口腔ケア
のシステム化が必要であると考えられる．中村ら14）は，
提唱した具体的な口腔ケアシステムの導入によって，歯
科的専門教育を受けていない施設介護職員が要介護高齢
者を対象に 1年 6カ月実施すると，4カ月後には歯垢指
数ならびに歯肉炎指数は低下し，口腔衛生状態は口腔ケ
アシステム導入前と比較し，著しく改善され，患者負担
の軽減，患者の口腔ケアに対する意識の高まりが認めら
れたと報告している．また，そのほかに独自の口腔ケア
プランの確立や患者個々の口腔内の状態に合わせた口腔
ケアシステムの構築などを行ったことで，従来よりも口
腔衛生状態が改善したとの報告がある15,16）．当院におい
て口腔ケアシステムが普及していなかった要因として
は，周術期口腔機能管理導入以前は保険項目に導入され
ていなかったことや，看護師の教育・実習頻度が少な
かったなどが考えられた．今後このような簡便で効率的
な口腔ケアシステムの導入の取り組みが重要と考える．
しかし，口腔ケアシステムを導入していても看護師のみ
では口腔ケアが困難な患者も認める．そのような患者は
歯科衛生士に依頼するなどの連携を構築していく必要が
あると考える．

3．口腔ケアに関して困難に感じていること
　本調査では，79.9％の一般病棟看護師が口腔ケアに関
して困ったことがあると回答した．困っている内容とし
て，「患者からの協力が得られない」「汚れがひどい」「開
口困難」などといった意見が多く，口腔内の状態だけで
なく患者の非協力な状況にも苦慮していることが明らか
となった．患者の協力が得られない原因として，患者の
過去の口腔ケアで感じた疼痛，看護師とのコミュニケー
ション不足，認知機能の低下が考えられた．開口拒否の
ある患者に口腔ケアを行うことは困難であるが，田中ら
は上腕や肩，頰といった拒否がみられない部分への接触
を試み，徐々に拒否部位へ近づいていく手法（脱感作法）
により多くの患者において拒否軽減がみられたと報告し
ている17）．当院でも患者協力が得られるよう脱感作法を
導入し，院内勉強会で看護師に周知させていく必要があ
ると考えた．また前述の口腔ケアシステムを用いて，簡
便・効果的に行うことにより，口腔内の汚染軽減や時間
短縮につながり，患者協力が得られやすいと考える．当
院でも医科歯科連携をもっと密なものにして，口腔ケア
に関しての勉強会等の意見交換ができる場を設けること
で口腔ケアシステムの構築が可能と考えられた．
　また，口腔ケアの必要性を 98.1％の看護師が認識して
いるものの，口腔ケアに関しての勉強会参加経験は
67.4％と低くなっている．看護師は学生時代に全身的な
ケア方法などを主に学ぶためカリキュラム上口腔ケアに
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ついて学ぶ機会が少なく，口腔ケアの知識や手技に対し
て十分に理解ができない状態で口腔ケアを行っている可
能性が考えられた．当院では全職員を対象とした院内勉
強会を年 2回ほど開催するほか，希望のあった病棟に対
し臨時で個別の勉強会を開くこともある．しかし，業務
都合により，勉強会参加が難しい場合も考えられたこと
から，当院Webシステム上に症例別の口腔ケア方法を
掲載し，いつでも閲覧できるようにしたり，全病棟にパ
ンフレットの配布し，口腔ケア方法の共有を図ることが
必要であると考えられた．

4．歯科衛生士との連携
　当院一般病棟に勤務する看護師で，口腔ケアにおいて
歯科衛生士の介入を求めたことのある看護師のうち
93.3％が歯科衛生士の必要性を感じていることが本調査
で明らかとなった．歯科衛生士との連携を深めること
で，入院患者のより良好な口腔衛生状態を保つことにつ
ながると考える．しかし，看護師の歯科衛生士への依頼
経験は全体の 68.9％にとどまる結果となり，追加で精査
したところ，「歯科衛生士への依頼方法がわからない」

「依頼のタイミングがわからない」という意見が多数あ
り，今後は依頼方法の明確化と各病棟への周知の徹底，
OAGを活用し一定の点数以上になれば歯科衛生士に依
頼するという指標を作成していくことが必要であると考
えた．

5．OAGの評価方法と今後の課題
　看護師のほとんどが OAGについて認識しているが，
有効性については約半数しか実感していない結果となっ
た．これは，OAGの有効性については紙谷ら18）が報告し
ているが，十分な理解がないまま導入されているため，
今回の調査では有効性の実感が低かったと推察された．
また，定性的評価となり，口腔ケアに精通していない看
護師では判断しにくい項目があるため，自身の評価に不
安や自信がもてず，有効性の実感にまでいたらないこと
が推察された．口腔ケア方法だけでなく，OAGについて
も勉強会を開催するなど教育的な方策が必要であると考
える．
　口腔ケアは退院後の日常生活に必須であることから，
自宅に帰ってからも継続できるよう，患者自身ならびに
家族や介護者にもその必要性を理解してもらう必要があ
る．また，看護師と歯科衛生士が連携をとることで効果
的な口腔ケアの実施につながるため，連携しやすい環境
や関係性が必要になると考える．

結　　論

　本調査では，98.1％の一般病棟看護師は口腔ケアの必
要性を認識しているものの，勉強会の参加経験は 67.4％
であり，OAGが有効であることへの実感については
47.9％にとどまっていた．勉強会実施機会を増やすほか
に勉強会参加が難しい場合は口腔ケアの方法をWebシ
ステム上に載せるなど，看護師との情報共有が重要だと
考える．
　OAGの活用法に関する教育の必要性が示唆され，今
後口腔ケアに関する教育体制や実施環境についての検討
が必要であると考える．
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Awareness Survey on Oral Care Among Nurses Working in General Wards  
in an Acute Care Hospital

KAIGAWA Eri，ABE Atsushi，TANIGUCHI Shinichi，MATSUI Yoshihito and HAYASHI Hiroki
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nagoya Ekisaikai Hospital

　Abstract：Purpose：The state of cleanliness of the oral cavity is related to swallowing function and the 
onset of aspiration pneumonia. In this study, we conducted an awareness survey to understand the current 
state of oral management in an acute care hospital.
　Subjects and methods：A total of 311 nurses（29 males and 282 females）working in general wards, exclud-
ing those working in pediatric wards and those on maternity or childcare leave, were surveyed from Septem-
ber 1 to October 31, 2021 on our hospital web system, of which 219 nurses（70.4％）responded. The average 
age of the respondents was 31±8.9 years, and the average years of nursing experience ranged from 10 years 
to less than 20 years.
　Results：A total of 215 nurses（98.1％）believed that oral care was necessary, 118（53.8％）mainly expected 
it to prevent pneumonia, and 74（33.8％）expected it to prevent infection.
　Conclusion：The results suggest that education of nurses is needed, and that it is necessary to assess the 
educational system and the environment for implementing oral care in the future.

Key words：Oral care, Aspiration pneumonia, OAG, Awareness survey
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緒　　言

　顔面多発骨折は，骨構造自体の欠損を生じることが多
く，受傷後に適切な治療が行われなかった場合には，骨
の異常な癒合などにより，咬合不全，開口障害などの後
遺障害を認めることがある1～3）．そのため医科歯科連携
による診療科横断的な治療に加え，咬合に対する理解が
重要であり，歯科口腔外科医の治療参加が必須となる．
特に上顎骨骨折は，骨折線の走行や粉砕状態が多種多様
となりやすく，多くの症例で咬合の偏位をきたす．整復
後にはほとんどの症例で顎間固定を要することが多く，
また手術時の整復を容易にするためにも，術前の牽引に
おいて副子が装着されることも多い4）．最近はハイブ
リッドタイプの顎間固定用システムが開発されている
が，Matrix WAVE MMFシステム（DePuy Synthes，
Johnson & Johnson，New Jersey）を用いた報告は少な
い．本稿では，顔面多発骨折に対するMatrix WAVE 
MMFシステムの有用性と今後の展望について述べる．

材料および方法

　Matrix WAVE MMFシステムは顎骨骨折患者に対し
て術中の骨固定または術後の骨治癒中に適切な咬合を維

持するため，線副子を顎骨に固定するハイブリッドタイ
プの顎間固定用システムであり，本邦においては2020年
6月より発売されている（図 1）．当院ではMatrix WAVE 
MMFシステムを術前に模型上でベンディングして，術
中もスクリューホールの位置が歯根損傷を回避できるよ
う調整して使用した．術中はMatrix WAVE MMFシス
テムを用いてワイヤーによる仮の顎間固定を行った．整
復固定の術後はMatrix WAVE MMFシステムを用いて

娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃視　　点

顔面多発骨折に対するMatrix WAVE MMFシステムの有用性と今後の展望

Usefulness of the Matrix WAVE MMF System for Multiple Facial Fractures and Future Prospects

石 濱 嵩 統　　水 野 　 進　　阿 部 　 厚1）

ISHIHAMA Takanori, MIZUNO Susumu and ABE Atsushi1）

娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃
索引用語：顔面多発骨折，顎間固定，線副子，医科歯科連携

総合大雄会病院歯科口腔外科（指導：水野　進）
1）  名古屋掖済会病院歯科口腔外科（指導：阿部　厚）
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Daiyukai 
General Hospital
1）  Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nagoya 

Ekisaikai Hospital
　受付：令和 5年 1月 17日
　受理：令和 5年 2月 21日

図　1　Matrix WAVE MMFシステム
 A ： Matrix WAVE MMFプレートのベンディングを
行っている．

 B ： アプリケーションインスツルメントを使用してスク
リューホールの位置を調整している．

 C ： プレートを切断して幅や長さを調整している．
 D ： ヤスリを用いてトリミングしている．
 E ： セルフドリリングのロッキングスクリューとなって
いる．
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エラスティックによる咬合誘導を行った．

結　　果

　顔面多発骨折に対するMatrix WAVE MMFシステム
を用いた症例において，歯根損傷，粘膜の異常増殖によ
るスクリューの埋没，感染など合併症は認めなかった．
術後4カ月経過した現在，骨折部位の治癒状態は良好で，
開口障害や咬合不全も認めなかった．

症例供覧

　26歳，男性（図 2）．交通事故で顔面多発骨折（右上顎
骨・右頰骨・右眼窩底・右頭蓋底・右頭蓋骨・両側側頭
骨に骨折線）を認めた．ほかには，脳挫傷，硬膜外血腫，
右大腿骨骨折も認めた．受傷後は貧血に対して赤血球製
剤計 10単位の輸血が行われた．受傷 4日後に大腿骨骨折
手術が施行された．頭部骨折は保存的対応とした．術前
までは大腿骨骨折のため介達牽引やベッド上で安静にし
ている必要もあり顎間固定は行えず，補助療法として顎
関節脱臼防止帽（AGOキャップ®，パルメディカル，東
京）による開口制限を行った．脳神経外科と整形外科の
許可の得られた受傷15日後，顔面多発骨折に対して吸収
性プレートやMatrix WAVE MMFシステムを用いた観
血的整復固定術を施行した．眉毛外側切開，経結膜切開，
口腔前庭切開によるアプローチで骨折線を明示し，
Matrix WAVE MMFシステム用いてワイヤーによる顎
間固定を行ったのち，吸収性プレート 3枚とスーパー
フィクソーブMXシート（帝人メディカルテクノロジー，
大阪）にて固定した．術後からゴム牽引による顎間固定
を行った．術後の経過は良好で，全身状態や咬合機能も
回復し，43病日後に退院となった．

考　　察

　顔面多発骨折の原因は交通事故が多く，脊椎骨折，肋
骨・胸骨骨折，四肢骨折，骨盤骨折など半数以上が他部
位の外傷を合併しており5），特に頭蓋内損傷の合併率が
高いため，受傷早期の手術では全身的および脳神経的損
傷の増悪などのリスクを伴うこともある6）．本症例では
全身管理の面からも，脳挫傷や大腿骨骨折などの治療を
優先させたのち，顔面多発骨折に対して吸引性プレート
やMatrix WAVE MMFシステムを用いた観血的整復固
定術を施行した．全身の多発外傷を認める場合は，顔面
多発骨折の治療に固執せず，輸血を念頭においた綿密な
治療計画のもと，三次救急医療機関で救急科，整形外科，
脳神経外科，形成外科，耳鼻咽喉科，眼科，歯科口腔外

科などによる診療科横断的な対応を目指すことが責務で
ある．
　ハイブリッドタイプの顎間固定用システムは，顎骨に
スクリューを直接挿入するため歯の状態に影響されるこ
とが少なく，アーチバーよりも手術時間の短縮や手技の
簡便性を備えているといった利点を有している7）．しか
し，SMART Lock Hybrid MMF（日本ストライカー，
東京）では歯根損傷し歯内治療を行った報告例があり8），
スクリューホールまでの距離が一定で顎骨の大きな変形
を認める場合は対応が難しい7）．そのため，Matrix 
WAVE MMFシステムもスクリューを挿入するときは
慎重に行う必要があるが，本システムは伸縮可能なプ

図　2　症例写真
 F ： 術前の CT画像；右顔面に粉砕骨折を認める．
 G ： 術前の口腔内写真；右側臼歯部に咬合不全を認める．
 H ： 術前の開口域；23 mmで開口障害を認める．
 I ： 術中写真；プレート留置のためにMatrix WAVE 

MMFシステムを使用しワイヤーによる仮の顎間固
定を行っている．

 J ： 術後写真；Matrix WAVE MMFシステムを使用し
エラスティックによる顎間固定を行っている．

 K ： 術後 4カ月の口腔内写真；右側臼歯部の咬合不全が
改善されている．

 L ： 術後 4カ月の開口域；51 mmで開口障害が改善され
ている．
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レートで最大 10 mmまでの引き伸ばしに対応しており，
安全に挿入できると思われる．
　アーチバーを用いた歯牙結紮は歯間乳頭が消失される
といった整容的な問題点8,9），IMFスクリュー（日本ス
トライカー）は独立してスクリュー挿入されているため
遊離骨片の不安定さが問題となり安定した顎間固定が得
られない点7）など術後合併症を考慮すると，顔面多発骨
折に対してMatrix WAVE MMFシステムは選択肢の一
つになりうる．特に輸血を要する症例では，手術時間を
短縮して出血のリスクを減らす必要があるため，Matrix 
WAVE MMFシステムが最適と考える．しかし今後，
Matrix WAVE MMFシステムの普及によりさまざまな
合併症が起こりうることも念頭に置いて治療すべきであ
る．
　各診療科の治療により顔面多発骨折の観血的整復固定
術が行えない期間は，補助療法として顎関節脱臼防止帽
を組み合わせることも新しい治療法として有効と考えら
れる．顔面外傷診療ガイドラインでは，症例にもよるが
補助療法として包帯固定やオトガイ帽固定は有効とされ
ている10）．新たに開発された顎関節脱臼防止帽は，オト
ガイから顎関節方向にかけて牽引力を発揮する二重の伸
縮性バンドを有しており，装着した時点で内側の牽引バ
ンドが基本的な牽引力を与え，外側の牽引バンドでは位
置を変え，面ファスナーで固定することで牽引力を調節
および追加できる11）．このような点から，既存の方法よ
り開口制限が可能な顎関節脱臼防止帽を補助療法に取り
入れてMatrix WAVE MMFシステムと併用すること
は，普及に向けた新しい展開が期待される．
　顎間固定は骨折だけではなく顎変形症でも手術時や術
後に行っている施設が多い12～15）．また，腓骨皮弁による
下顎再建も，術中に仮の顎間固定を行い移植骨と残存下
顎骨の固定をして，術後はゴム牽引やワイヤーを用いた
顎間固定で管理している16）．このような症例では，術後
管理の利点，欠点，適応などを踏まえ，Matrix WAVE 
MMFシステムによる顎間固定を検討する余地がある．
　以上の点から，Matrix WAVE MMFシステムは，顔
面多発骨折，顎変形症，腫瘍切除後の下顎再建など適応
症例を見極めれば，手術時間が短縮できることに加え，
合併症も少ない低侵襲な治療法として，さらなる展開と
普及が期待できるのではないかと考える．

結　　論

　Matrix WAVE MMFシステムは新たなハイブリッド
タイプの顎間固定であり，伸縮可能なプレートのため大
幅にスクリューホールの位置を調整でき，歯根損傷など
合併症も防ぐことができる．そのため顔面多発骨折ばか

りではなく，顎間固定を必要とする顎変形症や腫瘍切除
後の下顎再建などで使用されることも期待される．

　稿を終えるにあたり，治療にご協力いただきました総合大
雄会病院の先生方に深謝いたします．

　本論文に関して，開示すべき利益相反状態はない．
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　現在，質の高い医療を行うためには，多職種間で連携
を取りながら患者の医療を進める「チーム医療」は必須
と考えられており，特定機能病院に限らず多くの医療機
関でチーム医療への取り組みが進められている．岩手医
科大学附属病院は，盛岡市中心部の内丸地区に位置して
いた旧施設の一部老朽化等に伴い，2019年 9月に盛岡市
南隣の矢巾町に移転し，それにより医科歯科連携のシス
テムも変更された．内丸地区の旧施設は岩手医科大学附
属内丸メディカルセンターと名称を変え，外来機能中心
の医療施設として総合的なプライマリ・ケアを提供して
いる．歯科の外来治療は，内丸メディカルセンター併設
の歯科医療センターで行われているが，多職種連携によ
る周術期の口腔管理は矢巾町の附属病院内に設置された
歯科診療室で，医科からの依頼を受けた入院患者を対象
に行っている．歯科医師，歯科衛生士が参画している医
療チームは，現在のところ，栄養サポートチーム

（NST），緩和ケアチーム，造血幹細胞移植チーム，周術
期サポートチーム（POST），摂食嚥下チーム等がある．
本稿ではそのなかで，歯科の関与が最も以前からなされ
ていた造血幹細胞移植チームにおける歯科医師・歯科衛
生士の口腔管理の取り組みを概説する．

1．造血幹細胞移植患者に対する口腔管理の意義
　造血幹細胞移植とは，白血病などの血液のがんに対す
る治療法のひとつで，がん化した血液細胞を大量化学療

法等を行うことにより消滅させ，新たに正常な造血幹細
胞を移植し，患者の造血能を再構築する方法である．造
血幹細胞移植は，大きく分けて患者自身の造血幹細胞を
移植する自家造血幹細胞移植と，ドナーの造血幹細胞を
移植する同種造血幹細胞移植に大別される．また，使用
する造血幹細胞の採取部位によって下記の 3つの移植方
法に分けられる．
　 1 ）骨髄移植（骨髄にある造血幹細胞を移植）
　 2 ） 末梢血幹細胞移植（血液中にある造血幹細胞を移

植）
　 3 ） 臍帯血移植（臍帯血中にある造血幹細胞を移植）
　今回は，同種造血幹細胞移植（以下，造血幹細胞移植）
での口腔管理を概説する．

2．岩手医科大学附属病院における造血幹細胞移植の流れ
　造血幹細胞移植は，移植実施日の約 1週間前から，大
量化学療法や全身放射線照射による「前処置」を行い，
その後，事前に採取しておいた造血幹細胞を静脈から投
与する「輸注」を行う．患者へ移植した造血幹細胞が骨
髄に到達し，新たな造血機能が開始されると白血球数が
増加する．末梢血中の好中球数が 500/μl以上，3日連続
で観察された場合「生着」と判断される．移植から生着
までの期間，末梢血中白血球数は著しく低値となり，免
疫力が低下するため感染対策が必須となる．そのため患
者は HEPAフィルターによる空気浄化設備が備わって
いる無菌室で過ごすこととなる．生着後，さまざまな合
併症が軽快し，全身状態が改善すると退院が可能となる
が，移植後も，合併症や移植片対宿主病（graft‒versus‒
host disease：GVHD），再発などに注意しながら，定期
的な受診が必要となる．
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3．口腔合併症としての口腔粘膜炎
　造血幹細胞移植を行う際に，前処置として大量化学療
法や全身放射線照射を行うために，口腔粘膜炎，口腔乾
燥，味覚異常，知覚過敏，歯性感染症，口腔カンジダ症，
単純ヘルペス等の口腔合併症が副作用として発症する．
そのなかでも，口腔粘膜炎は疼痛による患者の QOLの
低下につながるだけでなく，粘膜炎の部位が細菌侵入の
門戸となり，移植期間中の全身への感染の拡大にもつな
がることとなる1）．また，移植後には，GVHDの発症予
防のために，メトトレキサートも使用されるが，メトト
レキサートは，粘膜障害を高頻度に発症させるため，前
処置によって発症した粘膜炎をさらに増悪させる場合も
ある．そのため移植期間中われわれは特に口腔粘膜炎の
発症予防に努めている．

4．口腔粘膜炎の発生機序
　化学療法が誘発する口腔粘膜炎は，抗がん剤により細
胞内がイオン化して生じるフリーラジカルによる直接的
細胞破壊（一次性）と，骨髄抑制のために白血球が減少
することで口腔内が易感染状態となり，局所感染によっ
て生じる粘膜炎（二次性）とに大別される2～4）．移植前
処置開始後，2～3日頃から徐々に症状が出現し，一般的
には7～12日目あたりが症状のピークとされている5）が，
白血球が低値となっている期間は二次性口腔粘膜炎のリ
スクは高いと考えられる．実際，われわれが唾液白血球
と口腔粘膜炎の関連を検討した最近の報告では，化学療
法開始後 13日以降の発症が 2/3を占めており，唾液中白
血球数が低値で口腔粘膜の易感染状態が続けば口腔粘膜
炎のリスクもまた持続することが示唆されている6）．発
症部位は，舌側縁・舌下部，頰粘膜，軟口蓋粘膜，口唇
の内側などの非角化粘膜が中心であり，著者らもそれら
の部位の重篤な粘膜炎を多く経験している．移植前処置
による口腔粘膜炎の代表的な症例を図 1に示す．

5．造血幹細胞移植患者の口腔管理
　造血幹細胞移植では前処置開始から生着までの期間，
白血球がきわめて低値となるため，口腔粘膜炎のみなら
ず，あらゆる感染のリスクが高くなる．口腔内の感染源
は前処置開始前の早期に確認し，治療，予防処置および
保健指導で対応することが重要である．移植前から退院
前までの造血幹細胞移植患者に対する口腔管理の流れを
図 2に示す．

1 ）移植前の口腔管理
（1）口腔診査，治療の実施
　パノラマエックス線写真を撮影後，歯科医師が口腔内
診査を実施し，う歯，根尖部病巣ならびに埋伏智歯の有
無，歯周疾患の状態を確認する．埋伏智歯については，

過去の炎症発現があり，かつ移植までの期間が 1カ月以
上あれば抜去するよう勧めている．
（2）セルフケアの確立のための指導
　移植期間中は，白血球が低値となる間，患者は無菌室
で生活するため，口腔内の清掃は患者自身が行うことに
なる．それゆえセルフケアの確立は重要である．担当の
歯科衛生士は，患者の口腔内の状態に合った歯ブラシを
提案してブラッシング指導を行う．標準的な指導内容は
以下の通りである．
　・ 歯ブラシは歯面以外の粘膜に強く接触しないために

もヘッドの小さいものを選択する．
　・ 歯ブラシの毛の硬さは，普通～やや柔らかめのもの

を選択する．
　・ 移植開始直前に新しいものに取り替える．
　・ 使用後の歯ブラシは，キャップを被せずタフト部分

が乾燥しやすい状況で保管する．
　これらに加え，必要に応じた補助清掃用具を紹介して
使用法を指導している．
（3）専門的口腔清掃指導
　移植前にスケーラー（超音波スケーラー，エアスケー
ラー，手用スケーラー）や歯面研磨用ブラシ，研磨用ペー
ストを使用して，歯面に付着している歯石や外来性色素
沈着物，プラークおよび舌苔の除去を行う．特に，下顎
前歯部舌側に付着している歯石は，除去せずにおくと，
移植期間中に舌への刺激となり，舌炎を発症することが
あるので，移植前に除去と除去面の十分な研磨を行って
いる．

2 ）無菌室での口腔管理
　移植が開始されると，患者は無菌室で生活することと
なるため，われわれは，無菌室で口腔粘膜を中心とした
口腔内の状態確認および患者のセルフケアの状況を確認
する．
（1）口腔合併症の評価
　口腔粘膜炎以外に前処置開始の早期から，口腔内の乾
燥，舌苔の付着，口腔粘膜の浮腫がみられることが多い

（図 3）．
　舌苔の重度付着は味覚異常の原因となる．また，口腔
乾燥はカンジダ増殖の原因となり，口腔カンジダ症のリ
スクを高める．さらに舌の浮腫は咬傷の原因となり，咬
傷は易感染状態では重篤な口腔粘膜炎の引き金になる恐
れがある．そのため口腔粘膜炎以外にもこれらを観察し
て対処することが必要である．口腔粘膜炎については，
歯科医師・歯科衛生士だけでなく，病棟スタッフおよび
患者本人もその発症前から口腔内の観察を行い，早期発
見，早期対応に心掛けている．歯科専門家とそれ以外の
病棟スタッフが共有しやすい口腔内の観察の指標に
OAG（Oral Assessment Guide）7）（表 1）があり，2014年



70　　日本歯科医療管理学会雑誌　第 58巻第 1号

からは歯科医師・歯科衛生士と病棟スタッフが OAGに
よる共通の観察記録シートを使用して口腔内の評価を行
なっている．われわれが患者の粘膜状態を OAGで評価
した結果を図 4に示す．
（2）セルフケアの支援と口腔合併症への対応
①セルフケアの支援
　1日 8回を目標に，含嗽と 1日 3回のブラッシングの

継続を指示している．含嗽水は，アズノール含嗽液，2％
重曹水，生理食塩水など，エタノールの含有されていな
い粘膜への刺激の少ないものを選択している．
②口唇および口腔粘膜の乾燥への対策
　口唇および口腔内の乾燥は，粘膜を傷つけ，粘膜炎の
発症を引き起こすことにもなるため，その予防は重要で
ある．口唇の乾燥時にはアズノール軟膏を，口腔内の乾
燥時には，含嗽や院内製剤である口腔内保湿液を使用し
ている．また，義歯を使用している場合，義歯の清掃お
よび夜間には義歯を外すことを徹底するよう指示する．
加えて，1日 1回は自分自身で口腔内の観察を行うこと
を推奨し，先に述べたように口腔の異常をみずからも早
期に認識し，報告するよう依頼している．
③口腔粘膜炎予防
　口腔粘膜炎予防策として以下のことを行っている．
ⅰ．P‒AG（ポラプレジングーアルギン酸ナトリウム）

液の服用
　 P‒AG液の作用として，フリーラジカルの除去，粘膜

図　1　 前処置（抗がん剤投与）開始から 4日目
（A）および 10日目（B）の口腔内状況

図　2　造血幹細胞移植患者にする口腔管理の流れ
図中の（1）～（3）の項目は，大段落 5の 1）～3）以下の文章に詳細を記載した．

図　3　口腔粘膜炎以外に頻発する口腔症状
　症例 Aでは口腔が乾燥し，舌全体を覆う舌苔の付着が認め
られる．症例 Bでは舌全体に著明な浮腫を認める．

　4日目（A）に舌の両脇に発赤が認められ，歯の圧痕が著明
に観察される．10日目（B）には粘膜炎は増悪し，頰粘膜お
よび口唇内側にびらんや潰瘍が形成されている．口腔の易感
染状態が続いたことによる二次性口腔粘膜炎と考えられる．
このような重篤な状態になると，痛みで会話や摂食が困難と
なり，周術期の QOLが著しく損なわれる．
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の保護，破壊された組織の修復が報告されている8,9）．移
植チーム内で検討し，粘膜炎発症の予防を目的に，前処
置開始時からすべての患者に服用させることを標準的治
療に組み込んだ．
ⅱ．口腔内冷却法（クライオセラピー）の導入
　氷を含むことで口腔内を冷却し，口腔内の血流低下を

起こさせて，口腔粘膜への抗がん剤の到達量を減少さ
せ，その結果，粘膜炎の発症を予防するものである10）．
化学療法のレジメンにメルファラン，メトトレキサート
などの半減期の短い薬剤が含まれる場合に行っている．
ⅲ．口腔内の乾燥対策
　前処置による大量化学療法や放射線照射の影響により

表　1　Oral Assessment Guide（OAG）の評価基準

カテゴリー 評価方法
スコア

1 2 3

口唇 観察・触診 ピンク色・湿潤 乾燥亀裂 潰瘍または出血
舌 観察 ピンク色，湿潤，

乳頭あり
舌苔の増加
または乳頭の喪失

水疱または亀裂

粘膜 観察 ピンク色で湿潤 発赤または白色化しているが
潰瘍なし

潰瘍あり

歯肉 観察 ピンク色で固い 腫脹 自然出血
歯 観察 プラークも組織片もなし 局所的にプラークまた組織片 全体にプラークまたは組織片
唾液 観察 水様 粘稠 分泌喪失
声 聴く 正常 しゃがれる 痛みのため話しづらい
嚥下 嚥下してもらう 正常の嚥下 嚥下時に疼痛 嚥下不可

図　4　OAGスコアの例
写真はすべて異なる患者のものである．

図　5　 慢性 GVHDの症例．36歳の男性．岩手医科大学附属病院血液腫瘍内科で骨髄移植を施行．退院後，同外来で経過観察を
行っていた．退院から 6カ月後に本人から舌の違和感，頰粘膜の疼痛の訴えがあり，担当医から歯科へ精査依頼された．
舌背に偽膜形成，頰粘膜に潰瘍形成を認めた．
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唾液の分泌が減少すると，口腔内が乾燥し，粘膜は傷つ
きやすくなり，残存歯に汚れもつきやすくなる．患者の
口腔内が乾燥状態となっているときには血液腫瘍内科の
医師や病棟看護師，薬剤師と相談し，以下に示す指導お
よび処方を歯科医師が行っている．
　・ 口唇へのアズノール軟膏や白色ワセリンの塗布
　・ アズノール含嗽に加え，2％重曹水による含嗽の開

始：重曹は粘膜に潤いを与え，汚れを取り除き，口
腔内をさっぱりさせる効果がある．

　・ 口腔内保湿液（院内処方）の口腔粘膜への噴霧
　・人口唾液の使用（乾燥度が強いとき）
　・口腔保湿ジェル（市販品）の塗布
④口腔粘膜炎発症時の口腔管理
　口腔粘膜炎が発症してしまった場合は以下の対応をし
ている．
　ⅰ． 歯ブラシを軟毛，超軟毛のものに変更し，歯磨剤

の使用は刺激となるため中止している．
　ⅱ． 血小板が減少し，口腔内全体が易出血状態とな

り，患者によるセルフケアが困難になった場合
は，歯科医師・歯科衛生士が，適切な用具を用い
て，歯肉に接触しないように小綿球などで歯面の
清掃を行う．粘膜炎発症時の口腔清掃は，患者の
全身状態を診ながら，病棟スタッフと連携を取り
実施している．

　ⅲ． 粘膜炎発症時の疼痛対策
　・ P‒AG液による含銜法（口腔内にできるだけ長く含
んでその後嚥下する方法）

　・ インドメタシンスプレー（痛み止め）の噴霧
　・ 4％キシロカインを添加した含嗽剤での含嗽の実施
　・ 口腔粘膜創傷被覆・保護材：（エピシル®口腔用液）

の塗布
　・ 医療用麻薬の使用の依頼

3 ）移植後の口腔管理
　移植後，合併症がなく，全身状態も改善した後，患者
は退院となる．退院後は，岩手医科大学附属病院血液腫
瘍内科で定期的な経過をみていくこととなる．退院時に
は移植中に発症した口腔内合併症は軽快しているが，移
植後の慢性移植片対宿主病（慢性 GVHD）や口腔カンジ
ダ症の発症に注意する必要がある．慢性GVHDの口腔内
の臨床症状には，口腔乾燥，粘膜の萎縮，扁平苔癬様変
化，潰瘍形成などがあり，さらに GVHDの発症は口腔が
んのリスク因子となるとの報告がされている11）．そのた
め造血幹細胞移植後の患者の口腔管理を継続して行うた
めにかかりつけ歯科医との連携が必要である．かかりつ
け歯科医をもたない患者に対しては，岩手県歯科医師会
のがん連携診療登録歯科医12）を紹介して定期受診を勧め
ている．図 5に退院 6カ月後に発症した慢性GVHDの症

例を示す．

6．造血幹細胞移植患者の口腔粘膜炎の発症予防効果
　われわれが，移植患者への口腔管理を開始した 2004～
2015年までの造血幹細胞移植患者における口唇・頰粘
膜重度の粘膜炎（OAG3相当）の発症率の 2年ごとの推
移を図 6に示す．介入開始年とその翌年は重度粘膜炎の
発症率は 54％に及んだが，その後徐々に減少し，2012年
以降は 20％を下回っている．この間の介入の主だった推
移として，まず移植患者の口腔管理を開始した2004年は
歯科医師のみが移植チームのメンバーであったが，2005
年に歯科衛生士がチームに加わった．2014年からは，移
植チーム内で検討を行い，先に述べた OAGを用いた多
職種による共通の口腔内評価の共有を開始した．また，
P‒AG液の服用，クライオセラピーなども 2014年から導
入した．さらに，介入の時期が詳細な記録は個別の対策
の有効性の評価は行っていないが，これらの取り組みは
現在も継続している．加えて，介入を開始する時期は
徐々に早まっており，現在では標準的に移植開始の 3カ
月前には初回の口腔診査を行っている．その後も粘膜炎
発症は低く抑えられており，2020～2021年に行った造血
幹細胞移植の患者 11名中，口腔粘膜に OAGスコア 3の
粘膜炎を発症した者は 1名のみであった．口腔粘膜炎に
対する個別の取り組みの効果は評価していないが，造血
幹細胞移植チームによる総合的な介入は，重度の口腔粘
膜炎の発症を予防し，移植中の QOLの維持向上に役
立っているものと考えている．

図　6　 造血幹細胞移植患者における重度粘膜炎（OAGスコア
3）の占める割合の推移（2004～2015年）

グラフ中の数値は実数を示す．
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おわりに

　岩手医科大学附属病院血液腫瘍内科では，2004年より
多職種からなる造血幹細胞移植チームのなかに歯科医
師・歯科衛生士が参加し，口腔管理を行ってきた．当初，
周術期の口腔管理の重要性が現在ほど理解されておら
ず，移植開始直前の依頼を多く経験した．しかし，歯科
医師，歯科衛生士が造血幹細胞移植チームへ継続して参
加してきたことにより，ほかの医療職の口腔に関する理
解が深まり，移植患者への口腔管理の介入開始時期が早
まっていった．現在もなお，造血幹細胞移植における口
腔粘膜炎を確実に予防しうる手段はないが，移植前の患
者に早期から行う口腔衛生指導や専門的な口腔ケアが，
口腔粘膜炎の発症の軽減につながることが報告されてい
る13）．岩手医科大学においても介入時期の早期化に伴い
重度な口腔粘膜炎の発生は減少しつつある（図 6）．近
年，周術期の口腔管理についてガイドライン等が整備さ
れつつあるが 14,15），実施される処置等は施設の規模や歯
科スタッフの存否などによって異なるであろう．また，
がん診療施設における医科スタッフと歯科スタッフ，あ
るいはがん診療施設と歯科診療所の間の連携に関する方
法には施設の規模や地域の医療体制による差違が大きい
ものと考えられる．本稿が，それら医療連携の改善にわ
ずかでも寄与するのではないかと期待して稿を終える．
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　本年度は北海道歯科医療管理学会として 6年目の活動
でした．地方会の開催について，感染状況の傾向を注視
しつつ，他学会の開催方式ならびに世論の状況を踏まえ
て現地開催の可否および開催方法を慎重に検討して参り
ました．
　第 7派が落ち着き，現地開催も可能だったかもしれま
せんが，11月に入り感染者が急激に増加し，第 8波とい
う現状でしたので，本年度も残念ながら Zoomを用いた
オンライン開催といたしました．
　総会において活動報告，会計決算報告，監査報告を行
い，適正な学会運営であったことをお認めいただくとと
もに本年度および来年度の事業計画案，収支予算案につ
いても原案の通り参加者の過半数以上の賛成をもって承
認されました．
　さらに大会長より第 65回日本歯科医療管理学会総
会・学術大会（大会長：越智守生）を令和 6年（2024年）
7月 12日（金）～14日（日）に札幌・自治労会館にて開
催予定であることが報告され，会員に対して運営の協力
を要請されました．
　また，「DXによる持続可能な歯科医療管理を考える」
というメインテーマのもと，第30回北海道歯科医療管理
学会総会・学術大会を開催しました．本年度は一般演題
が 2演題，教育講演・認定医講習会や特別講演も充実し
た内容で，それぞれの先生の専門的な視点から示唆に富
んだ講演で活発な討議がなされました．

第 30回北海道歯科管理学会総会・学術大会
日時： 令和 4年（2022年）11月 23日（水・祝） 

14：30～18：30
（支部総会 14：30～15：00，学術大会 15：00～18：30）
開催形式：Zoomアプリによるオンライン開催
メインテーマ： 「DXによる持続可能な歯科医療管理を

考える」
大会長：越智守生

＜特別講演＞
「デジタルトランスフォーメーションは歯科医学・歯科
医療・歯科医業も変革する」

東京大学医学部附属病院企画情報運営部特任講師
井田有亮　先生

　前段で「情報」には Data，Dataを体系的にまとめた
Information，Informationを分析した Intellgenceの 3つ
が含まれていることを説明された．そのうえで Intell-
genceの情報を利活用する重要性を述べられました．デ
ジタルトランスフォーメーション（DX）とは ICTを利
用して，業務プロセス，組織の文化，組織運営，顧客サー
ビスの破壊的な変革を継続することと概括されました．
本邦はすでに人口減少トレンドにあり，金属やエネル
ギー資源の供給は不安定，人口に占める高齢者人口は増
加し，医療安全対策や働き方改革を求められるなどソフ
ト面の要求も大きくなる一方で歯科医学も，歯科医療
も，歯科医業のどの領域も継続するためには，さまざま
な Transformationが求められている現状を説明いただ
いた．さらに電子情報は流通・保存・検索に強みがある
にもかかわらず，複数のシステム，複数の医療機関を跨
いだ患者情報の共有や，情報の二次利用が実現している
とはいえない状況であることから現在取り込まれている
退院時サマリーを応用した歯科疾患名や治療内容の共通
コード化の取り組みについて紹介いただいた．
　闊達な質疑応答もなされ，参加された会員一同 DXに
おけるこれからの歯科治療に対する理解を深めることが
できました．

＜教育講演・認定医研修会＞
「歯科感染対策管理の日々―コロナ禍の中…―」

北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系高度先
進保存学分野
尾立達治　先生

　安全管理システムの構築に必要な有害事象，医療事故
といった有事の安全管理業務を行う「危険管理」と平時
の患者安全業務に関する「安全管理」についての概説を
していただきました．その後，歯科診療所における医療
安全管理において，5Sや医療安全管理活動に関して実例

令和 4年度北海道歯科医療管理学会活動報告

会　長

越 智 守 生
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を踏まえながら 14年間の取り組みをご紹介いただけま
した．実際の医療管理活動の実例をその後のヒヤリハッ
ト件数や医療事故の件数の年次推計という形で効果判定
しており，実学に即した内容で，会員の皆さんにとって
翌日から実践できる有益な情報が多く含まれる非常に示
唆に富んだ内容でした．

＜一般講演＞
「札幌刑務所での歯科治療への取り組み」

かわぞえ歯科クリニック
松岡　円　先生

「北海道内の介護老人福祉施設における肺炎発症と Oral 
Assessment Guide合計得点の関連の検討」

北海道医療大学
山中大寛　先生
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　第 4回みちのく歯科医療管理学会総会は 2022年（令和
4年）6月 18～19日に，第 63回日本歯科医療管理学会総
会（盛岡市，いわて県民情報交流センター　アイーナ）
に併催した．今回の第 4回みちのく歯科医療管理学会総
会は，主管が青森県であったが，第 63回日本歯科医療管
理学会総会の大会長が岸　光男会長であり，準備等に
は，全面的に岩手医科大学歯学部にご協力をいただい
た．みちのく歯科医療管理学会の東北地区からは，地元
であるため，みちのく歯科医療管理学会の会員の参加が
35名，役員も 23名が参加し，活発な質疑が行われた．
　みちのく歯科医療管理学会の総会は，2022年 6月 19
日（日）12：10～13：10に，いわて県民情報交流セン
ター　アイーナ（7階）の小田島組☆ほ～る（メイン会
場）を使用して行われた．総会への参加者は 35名であっ
た．

　 1．報告事項
　総会での報告事項は，1）令和 4・5年度　日本歯科医
療管理学会　代議員/補欠代議員　推薦書，2）令和 4・5
年度日本歯科医療管理学会　理事/代議員/補欠代議員/
各種委員，3）2023年度（第 64回）日本歯科医療管理学
会総会・学術大会準備状況，4）日本歯科医療管理学会に

おける東北地区の会員現況であった．

　 2．審議事項
　総会での審議・協議事項は，5）2022年（令和 4年）み
ちのく歯科医療管理学会　役員（案），6）2022年（令和
4年）みちのく歯科医療管理学会　予算（案），7）みち
のく歯科医療管理学会（日本歯科医療管理学会東北支部
会）開催（案），8）2023年度（令和 5年度）のみちのく
歯科医療管理学会　開催予定（案）であり，いずれも総
会で案が承認された．

　みちのく歯科医療管理学会の新たな入会者は 3名，退
会希望者は 4名，ご逝去による退会が 1名であり，現会
員数 90名から 2名減少し，88名となる予定である．な
お，COVID‒19の影響もあり，懇親会等は行わなかった．
また，2023年度（令和 5年度）のみちのく歯科医療管理
学会の開催予定は，大会長の小関健由先生（東北大学教
授）のもと，また，宮城県歯科医師会（入野田昌史先生，
今野賢克先生）のご協力のもと，宮城県仙台市で行われ
る予定であり，日程を 2023年 10月 22日（日）で調整中
である．

令和 4年度みちのく歯科医療管理学会活動報告

会　長

山 崎 信 也



地域関連団体活動報告　　77

＜特別講演＞
「自立歩行ができる健康寿命の延伸　フレイル予防～整
形外科疾患を含めて～」

今井整形外科医院院長
今井大助　先生

「8020理念に基づいた健康寿命の延伸～多職種連携によ
る口腔健康管理を考える」

花形歯科医院院長
花形哲夫　先生

＜基調講演＞
「新興感染症の検証」～地域連携・山梨県の取り組み～

甲府市福祉保健部保健衛生監，甲府市保健所長
古屋好美　先生

＜教育講演＞
「安全・安心の歯科医療を持続的に提供するためには」
（認定医研修会）

日本歯科医療管理学会理事長
尾﨑哲則　先生

「新興感染症への歯科診療所の対応（施設基準）と最近の
歯科診療報酬制度等～歯科医療管理学的な側面からの今
後の対応を考える～」

東京歯科大学社会保障学教授
上條英之　先生

＜シンポジウム＞
「今後求められる歯科衛生士像を考える～SDGs & UHC
の推進を踏まえて～」
　 1 ） 「教育現場から（専門学校）」

山梨県歯科衛生専門学校教務主任
土屋あけみ　先生

　 2 ） 「学士課程における歯科衛生士教育の現状と取り
組み」

日本歯科大学東京短期大学歯科衛生士科教授
合場千佳子　先生

　 3 ） 「臨床現場における歯科衛生士のパワー」
日本歯科総合研究機構主任研究員
恒石美登里　先生

　 4 ） 「介護現場での歯科衛生士の役割～科学的裏付け
の基づく介護へ～」

居宅介護支援事業所カンナ所長
川崎美智子　先生

　 5 ） 「歯科衛生士の業務内容に関する調査から」
東京医科歯科大学大学院口腔疾患予防学分野教授
品田佳世子　先生

＜一般口演 11題＞（ 口頭発表 6題，ポスター発表 5題）
　参加人数：130名（ 会場参加　80名，オンデマンド配信　

50名）
　第 18回学術大会以来，10年ぶりに山梨県甲府市で第
28回学術大会を実開催スタイルで開催できましたこと
をご報告させていただきます．

報告
　 1 ）実開催は予定通り，2022年 11月 20日に 3年ぶり
の開催ができました．実開催は 80名，11月 25日から 12
月 2日までのWeb開催（オンデマンド配信）には，50
名が参加登録していただき，合計参加数は130名でした．
　 2 ）メインテーマは，「歯科医療管理学からみる SDGs 
& UHCを考える～自立歩行ができる健康寿命の延伸～」
でした．ご協力いただきました関係各位に心から御礼申
し上げます．
　実開催当日は東京地方より，ちょっと肌寒い天候下で
の開催でした．主催者は新興感染症第 8波突入との
ニュースを耳にして，感染対策は最高レベルの対策を実
施，そして参加者には自己責任第一の対策をお願いして
の開催となりました．
　 3 ）プログラムトップバッターの一般口演（×6題）の
会場は，早朝にもかかわらず，ソーシャルディスタンス
設定の座席は，いっぱいでした．
　その会場は実行委員・ボランティアのスタッフ 30名
の完璧なトップレベルの感染対策の会進行でした．たと
えば，タイムキーパー・アナウンス役・パソコン操作係
などの会場進行コントロールチーム，そして各種講演演
者への感謝状贈呈・写真撮影・ビデオ撮影，演者交代時
の消毒係も，皆さま大活躍でした．
　 4 ）昼食をはさんでのポスター発表（×5題）は，関
東甲信越歯科医療管理学会の 28回開催経験上初めての
企画でした．
　メイン会場後方の発表会場は，昼食後の休憩参加者も
積極的にご参加くださり，会場が一体となり，演者の周

令和 4年度関東甲信越歯科医療管理学会活動報告

会　長

大 金 　 誠
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りに数十名の輪ができてアットホームな雰囲気で熱心に
発表を聞いてくださり，活発な質疑応答も行われました．
　 5 ）各種講演（特別講演×2・基調講演・教育講演×
2・シンポジウム）も，理路整然と企画通りに進行できま
した．オンデマンド配信のためビデオ撮影されていまし
た．
　Web参加視聴の方々には，臨場感のある映像になって
いたかと思います．
　 6 ）会場周辺には飲食できる場所が少ないため空港ラ
ウンジスタイルの給食サービスを実施しました．
　給食スタッフは山梨県歯科衛生専門学校の教職員の先
生方でした．スタイルは，アイソレーションガウン・
ヘッドキャップ・腕ビニール袋・手袋着用の重装備感染
対策の仕様となりました．
　 7 ）なお，実開催にあたり，参加者情報・健康状態申

告書の記入をしていただき，新型コロナウイルス感染拡
大予防対策として参加者の健康状態を確認することを目
的に実施しました．
　先生方のご協力で，アットホームな手作り大会が無事
開催されました．
　 8 ）歯学系マスコミ 4社に取材いただきました．
　詳細は以下の通りです．
　（a） 月刊『日本歯科評論』1月号（12月 20日発行）
　（b） クインテッセンスのメールマガジンQuint Dental 

Gate‒2022年度関東甲信越歯科医療管理学会総
会・第 28回学術大会開催（quint-j.co.jp）

　（c） 日本歯科新聞社（12月 6日付）
　（d） 医歯薬出版・Webサイト（歯科界ニュース―関東

甲信越歯科医療管理学会 2022年度総会・第 28回
学術大会開催される/Ishiyaku Dent Web）

図　1　会場の参加者すべてを聴講者としたポスター発表

図　2　会場（山梨県歯科医師会館　3階ホール）：基調講演（古屋好美講師）

図　3　シンポジウムディスカッション・感染防止対策としてパーテーションを使用
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おわりに
　 1 ）オンデマンド配信メニューのなかに緊急企画とし
て「チョット休憩タイム」コーナーを設けました．意味
合いとしては長い動画視聴でお疲れになったときに実開
催の臨場感あふれる各種講演・一般口演・ポスター発
表・シンポジウム・給食サービスなどの光景をナレー

ション付きで参加者の皆様にサービスさせていただきま
した．
　 2 ）「チョット休憩タイム」の企画はいかがでしたか，
ご感想をいただけたら幸いです．
　 3 ）最後に，本原稿執筆時（2022/12/17）の時点では
新興感染症に罹患したとの報告は，いただいておりません．

図　4　集合写真（実行委員・ボランティア）



80　　日本歯科医療管理学会雑誌　第 58巻第 1号

　第26回東海歯科医療管理学会総会・学術大会は，大会
長の旭　律雄先生（アサヒ歯科医院）のご尽力で 2022年
8月 28日（日）に岐阜県歯科医師会会館において開催さ
れました．開催はコロナ第7波の時期ではありましたが，
前年同様感染対策を実施しながら現地開催を行い，無事
に終了することができました．開催にあたりましては，
公益社団法人岐阜県歯科医師会からご後援をいただくと
ともに，実行委員長として岐阜県歯科医師会理事の仲宗
根　歩先生（歯科コーラルクリニック）にご協力をいた
だくことができました．
　今回のメインテーマは「認知症患者の歯科治療を学ぼ
う」にしました．高齢社会から超高齢社会に突入するわ
が国の歯科医療において認知症は避けては通れない問題
です．基調講演「認知症患者の歯科治療経験から得たこ
と」を行っていただいた外山康臣先生（本学会名誉会員）

には，認知症患者の治療上の問題点や，地域における認
知症患者に対する多職種連携などの実例を踏まえて興味
深いお話をしていただきました．特別講演の櫻井　薫　
先生（東京歯科大学名誉教授）には日本老年歯科医学会
会長時代に策定にかかわられた「認知症患者の義歯診療
ガイドライン 2018」について完成するまでのご苦労を含
めてわかりやすく解説をしていただきました．認定医研
修会には本学会副理事長の中村勝文先生をお迎えして

「歯科医が知っておくべき歯科医院の経営実態と医療関
連税制」と題して，公益社団法人日本歯科医師会税務・
青色申告委員会委員長としてのご経験を踏まえて，難解
な医療関連税制について簡潔にご説明いただきました．
いずれの講演も興味深いものでしたので参加された先生
方にはご満足いただけたものと思っております．

令和 4年度東海歯科医療管理学会活動報告

会　長

山 内 六 男
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　玉川裕夫会長の任期満了に伴い，令和 4年 4月から新
執行部体制で活動しています．今年度は，長引くコロナ
ウイルス感染対策のため，役員会はオンライン開催とし
て診療や勤務後の平日の午後7～9時まで行いました．協
議内容としては，令和 4年度の学術大会の内容，会員増
強の検討，本学会の今後のあり方，令和 5年度の総会・
学術大会の開催場所などについて行いました．とりわ
け，会員増強，今後のあり方については，近畿北陸地区
歯科医師会の医療管理部門に積極的に働きかけ，学会へ
の入会や学術大会の共催などを促進するように努めるこ
とで総意を得ました．歯科医療管理学会は，歯科医師会
とのかかわりが特に強く，日常診療の多くの課題を抽出
し，協議，検討することに期待されているため，今後も，
保険診療や診療所の経営，継承問題，歯科衛生士や歯科
技工士とのかかわりなどについて学術大会やセミナーで
テーマとして取り上げ，学会会員にとって有益な情報提
供をしていかなければなりません．
　それらを考慮して，令和 4年度の学術大会は，奈良県
歯科医師会との共催学会とし，学会会員と歯科医師会会
員を対象として，「歯科医療の効率化を目指して」をテー
マに「デジタルツールの活用」「働き方改革のあり方」「歯
科衛生士の効率的な役割」「スタッフのモチベーション向
上」のタイトルで講演を行うとともに，日本歯科医師連
盟会長の高橋英登先生を招聘し，「歯科医療のこれから
を予見する」テーマで，今後の保険診療報酬の目指すと

ころについて熱く語っていただきました．
　次年度も引き続き，和歌山県歯科歯会との共催で開催
する予定です．
　新執行部として，本学会の存在価値を高め，会員に
とって有益な情報を発信していきたいと考えています．

令和 4年度近畿北陸歯科医療管理学会活動報告

会　長

末 瀬 一 彦

新執行部（令和 4年度～令和 5年度）

会長 末瀬一彦 名誉会員
副会長 内野泰樹 （財務・広報） 川添堯彬

小向井英記 （学術・地域連携） 滝内春雄
専務理事 大橋正和 （総務） 黒田延彦
常務理事 梁本昌功 （総務・財務・広報） 椿本久美夫

山下茂子 （学術・地域連携） 福西啓八
理事 古本敦士 財務 稲岡　勲

田中武昌
学術

濱元一美
溝渕健一

広報
石垣博之
西　康文

地域連携
山上博史

監事 玉川裕夫
福本和夫
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　令和 4年度は，第 1回役員会を 5月 28日（土）18：00
よりオンラインにて，第 2回役員会を 10月 17日（月）
19：30より同じくオンラインにて開催いたしました．
　総会・学術大会は，10月 30日（日）10：00より，鳥
取県歯科医師会館にて開催いたしました．
　総会は，尾﨑哲則理事長にご臨席いただき，令和 3年
度会務報告の後，収支決算および令和 4年度の事業計画
案・収支予算案などが審議され，すべて原案どおり承認
されました．
　学術大会は，鳥取県歯科医師会の渡部隆夫会長を大会
長とする「コロナ禍で見えた安心・安全な歯科医療」を
テーマに開催いたしました．
　午前の特別講演では，静岡市立清水病院口腔外科の井
川雅子先生に「医療訴訟を起こされないために，知って
おきたい精神と身体と痛みの科学」と題してご講演いた
だきました．
　午後からは10題の一般口演が行われ，中国地域各県よ
り 55名の参加者で盛会な学術大会となりました．

＜特別講演＞
「医療訴訟を起こされないために，知っておきたい精神
と身体と痛みの科学～大学では習わなかった口と顔の痛
みの病気～」

静岡市立清水病院口腔外科口腔顔面痛外来
井川雅子　先生

＜一般口演＞
1． 鳥取県歯科医師会　会員の診療形態に関するアン
ケート結果について

○河﨑一寿
鳥取県歯科医師会医療管理委員会

2． 認知症患者が安心して暮らせる地域を目指して～島
根県歯科医師会としてできること～

○前田憲邦，朝比奈　圭，澄川裕之，藤江　徹， 
角　篤，末森一彦
島根県歯科医師会医療管理部

3． 2022年　税務アンケートの分析と考察―コロナ禍
の続くなかでの変化―

○橋本和人1），板谷和徳1），大井手和久1），大附敏彦1），
加藤正昭1），河底晴紀1），河野　淳1），新谷隆英1），
中村隆一1），野々山大介1），福傳龍司1），前原東章1），

森川直樹1），山我貴之1），山本晃生1），木本知秀1,2），
森本徳明1），天間裕文1,2），石田栄作2）

1）広島県歯科医師会医療管理部
2）歯科医療安全対策室

4． 歯科衛生士復職支援と歯科診療所の歯科衛生士不足
から新しい取り組みを考える

○千藏紘一1,2），松田　馨1,2），田中久雄1,2）， 
山﨑眞弘1,2），小西秀和1,2），山中友之1,2）， 
松浦尚志2），小山茂幸2）

1）山口県歯科医師会医療管理委員会
2）山口県歯科医師会

5． 岡山県における HIV陽性者歯科診療ネットワーク
構築について（第 1報）

○久門田俊治，常光広人，浜崎健介，野崎真弘，
越宗紳二郎，清水公雄，本多浩三，木村里栄
岡山県歯科医師会医療管理部

6．IT化推進に関するアンケート調査について
○加藤正昭1），板谷和徳1），大井手和久1），大附敏彦1），
河底晴紀1），河野　淳1），新谷隆英1），中村隆一1），
野々山大介1），橋本和人1），福傳龍司1），前原東章1），
森川直樹1），山我貴之1），山本晃生1），木本知秀1,2），
森本徳明1），天間裕文1,2），石田栄作2）

1）広島県歯科医師会医療管理部
2）歯科医療安全対策室

7． 島根県内で実施した訪問歯科診療に関するアンケー
ト調査についての考察

○澄川裕之，朝比奈　圭，藤江　徹，前田憲邦， 
角　篤，末森一彦
島根県歯科医師会医療管理部

8． 新型コロナウイルスは歯科医院にどのような変化を
もたらしたか？

○松田　馨1,2），千藏紘一1,2），田中久雄1,2）， 
山﨑眞弘1,2），小西秀和1,2），山中友之1,2）， 
松浦尚志2），小山茂幸2）

1）山口県歯科医師会医療管理委員会
2）山口県歯科医師会

9． 会員アンケートに基づいた労務トラブルを未然に防
ぐための広島県歯科医師会の試み―広島県・今治市
雇用労働相談センターの協力を得て―

○木本知秀1,2），板谷和徳1），大井手和久1），大附敏彦1），
加藤正昭1），河底晴紀1），河野　淳1），新谷隆英1），

令和 4年度中国地域歯科医療管理学会活動報告

会　長

池 田 実 央
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中村隆一1），野々山大介1），橋本和人1），福傳龍司1），
前原東章1），森川直樹1），山我貴之1），山本晃生1），
森本徳明1），天間裕文1,2），石田栄作2）

1）広島県歯科医師会医療管理部
2）歯科医療安全対策室

10． PDCAサイクルを用いた歯科医院の新興感染症対
策

○小田浩一1,2），小田　紫1,2）

1）鳥取県歯科医師会
2）小田歯科医院
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　コロナ禍で令和 2年度は大会中止，令和 3年度はオン
デマンドでの大会となり，令和 4年度大会は令和 2年度
予定だった愛媛県松山市にて久々の会場開催となった．
今年度は「歯科医療における健康を考える～歯科医療に
おける安心と安全～」をテーマとして開催した．
　1日目は役員会・総会および認定医研修会を行い，認
定医研修会は日本歯科医療管理学会理事長の尾﨑哲則先
生をお招きして，「良質な歯科医療を提供するために～
国民は歯科医療をどのように捉えているか～」と題して
講演を行っていただいた．われわれ歯科医師と国民との
間の歯科医療に対する認識の違いを，各種アンケート結
果と実際の保健行動や受療行動などとを併せて比較・分
析することで，患者への向き合い方にさまざまな示唆を
与えてくれた．
　2日目の午前中は，同じ会場で，愛媛県歯科医師会が
主催で愛媛県の委託事業である令和 4年度歯科医療管理
体制推進特別事業として医療安全講習会が開催され，講
演 1「医療安全対策に関する研修会」では日本歯科医療
管理学会理事長の尾﨑哲則先生が，「医療安全をシステ
ムとして進めるために」と題して講演を，また，講演 2

「感染予防対策に関する研修会」では東京女子医科大学医
学部歯科口腔外科学講座教授の古賀陽子先生が，「歯科
診療におけるエビデンスのある新興感染症対策と予防」
と題して講演を行った．
　午後に同会場をそのまま使って，四国歯科医療管理学
会学術大会が開催された．学術大会は一般講演として各
県から 1題の発表があった．香川県からは蓮井歯科・
ファミリークリニックの山内美幸先生から「歯科診療所
での自動精算機の導入による効果と課題」が，高知県か
らは八井田歯科医院の八井田　桂先生から「高知県にお
ける歯科医業承継の現況」が，徳島県からは徳島大学大
学院医歯薬学研究部総合診療歯科学分野教授の河野文昭
先生から「徳島大学病院歯科診療部門における医療情報
の管理」が，愛媛県からは野間歯科医院の野間道博先生
から「リモートによる歯科特殊健診は可能か」が演題で
発表され，活発な質疑応答が行われた．
　今回は，愛媛県歯科医師会の事業と四国歯科医療管理
学会の事業を同じ会場で時間差を設けて実施するという
初めての試みであったが，コロナ禍で会場開催ができた
ことは非常に意義深かったと感じている．

令和 4年度四国歯科医療管理学会活動報告

会　長

蓮 井 義 則
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　令和 4年 11月 13日（日）9：00より，第 23回九州歯
科管理学会総会・学術大会が佐賀県歯科医師会館 1階
ホールにて開催された．梅津哲夫大会準備委員長の開会
の辞に始まり，門司達也大会長，日本歯科医療管理学会
尾﨑哲則理事長，九州歯科医療管理学会林田俊彦副会長
のご挨拶ののち，まず基調講演（認定医研修）として「安
全・安心・信頼の歯科医療を提供するために―新型コロ
ナウィルス感染症への対処を例に―」という演題で尾﨑
哲則先生にご講演いただいた．そのなかでこの約 3年間
にわたる新型コロナウイルス感染症（COVID‒19）の蔓
延によって国民の歯科への受診行動が変わった理由とし
ては，ほとんどエビデンスもない数多くのマスコミ報道
によるものであり，その具体的な受診状況について東京
都のデータを用いて歯科医療機関あたりの平均件数およ
び平均診療報酬額の月別推移を医療保険の種別ごとに解
説していただいた．またその受診抑制の原因の一つが歯
科医院での飛沫感染への懸念があったが，実は30年程前
に開発され今では歯科医院の約半数が所持しているとさ
れる口腔外バキューム装置がとても有効的であったこ
と，またその基本的な飛散飛沫への効果的な対処法につ
いて提示していただいた．
　次に講演として「災害時の歯科保健医療支援の経験と
課題～何ができ，何ができなかったのか？～」という演
題で林田俊彦座長のもと，福岡県歯科医師会の太田秀人　
先生にお話ししていただいた．歯科では，災害歯科保健
医療連絡協議会が中心となって災害歯科保健医療体制研
修会などが開催され，日本災害歯科支援チーム（JDAT）
が誕生し，災害現場の疑似体験可能な研修会や災害歯科
コーディネーター育成に加え，平時の地域包括ケアシス
テムでの自治体や介護職種との訪問歯科診療や食支援で
の連携，医科との周術期管理や糖尿病連携，また大学と

の病診連携などで得た智慧を災害時にも活かす必要があ
るということであった．
　シンポジウム「災害への各種取組を考える」に移り，
学会理事の渡慶次　彰先生を座長に迎え，3人の先生方に
よる発表があった．まず「宮崎県歯科医師会の災害対
策～これまでとこれから～」では後藤　大先生より南海
トラフ地震が発生すると宮崎県内のうち約半数の市町が
震度 7強の揺れに襲われることが想定されているという
ことで，県総合防災訓練などの参加を機に行政担当部署
やほかの災害支援団体との合同研修会を行うことで異業
種間の連携を深める努力を続けているということであっ
た．次に「鹿児島県の災害時対応」では濱﨑　慎先生よ
り鹿児島県歯科医師会がこれまでに行ってきた献体での
検索実習や，今後起こりうる災害に対して移動診療車の
活用，感染が疑われるご遺体の検索，桜島大規模噴火を
想定した取り組みについて紹介された．そして「大分県
歯科医師会の災害対策の現状と課題」では和田孝介先生
より，今後起こりうる南海トラフ地震や別府湾における
地震での被害などを想定し，最大で 2万人の人的被害が
計算されているということで，実質的な活動を行ううえ
では多くの課題が残っており，さらなる整備・連携が急
務であることから，災害対策本部の整備，マニュアルの
見直し，会員の安否確認システムの構築などを行ってい
るとのことであった．その後太田先生も加わっていただ
き 4人の先生によるシンポジウムに移り，各県の取り組
みについて会場からの質問を含め活発な意見交換が行わ
れた．これからはこれまで行ってきた支援や整備以上
に，より細やかな対応・連携が必要になってくるため，
各県におけるこれまでの対策や対応などの情報を共有す
ることができた有意義な学会だった．

令和 4年度九州歯科医療管理学会活動報告

会　長

比 嘉 良 喬
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●令和 5年度地域関連団体総会・学術大会開催予定
＜北海道歯科医療管理学会＞
日時：2023年 11月 23日（木・祝）
会場：北海道歯科医師会館

＜みちのく歯科医療管理学会＞
日時：2023年 10月 22日（日）
会場：宮城県歯科医師会館

＜関東甲信越歯科医療管理学会＞
日時：2023年 11月 12日（日）
会場：神奈川歯科大学附属横浜クリニック・研修センター

＜東海歯科医療管理学会＞　※第 64回全国大会と併催
日時：2023年 7月 14日（金）～16日（日）
会場：じゅうろくプラザ

＜近畿北陸歯科医療管理学会＞
日時：2023年 9月 10日（日）
会場：和歌山県歯科医師会館

＜中国地域歯科医療管理学会＞
日時：2023年 10月 29日（日）
会場：サン・ピーチ OKAYAMA

＜四国歯科医療管理学会＞
日時：2023年 8月 27日（日）
会場：高知県歯科医師会館（総合あんしんセンター）

＜九州歯科医療管理学会＞
日時：2023年 11月 12日（日）
会場：長崎県歯科医師会館

地域関連団体活動予定 亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜
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書　　評

亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜

　エキノコックス症は非常に厄介な病気である．潜伏期
間が長く（10～15年），有効な治療薬がなく（駆虫薬は
開発されておらず治療としては病巣である肝切除），そ
のため致死性がそれなりに高い．本書は史実をもとにし
た小説である．本書を知りえたのは，よく聞くラジオ番
組に作者がゲストとして出演したからである．作者は元
羊飼いなので，動物に関しての知識が豊富ではあるが，
医学的描写もなかなか正鵠を得ている．本書は発行がコ
ロナ禍の最中ではあったが，COVID‒19流行前にすでに
執筆を始められていたとのこと．あらすじは，北海道立
衛生研究所に所属する主人公が，単身礼文島に赴任し，
地元では忌まわしき風土病とされているエキノコックス
症を調査し，住民と揉めながらも協力し，痛みを伴う防
疫を全うするという話である．学問的な根拠がいまだ薄
弱で，住民との利益相反を感じつつも，ときには懐柔的
に，ときには強権的に職務を全うする姿がコロナ禍にお

ける施政者の姿を感じさせる．あたかもコロナ禍を予測
していたかのようである．ポストコロナを迎えつつある
今，過去に鑑みる意味で読んでみたい本である．
 （堀川晴久　記）

清浄島
河﨑秋子　著
双葉社　発行

四六判　388頁　定価 1,980円

　COVID‒19により，この 3年間，歯科医師会の救急蘇
生に関する講習会は中止またはオンラインで開催され，
対面での開催が見送られたため，このガイドラインの改
訂情報が周知されにくい状況でした．
　さて，この救急蘇生に関するガイドラインは，そもそ
もどのように作られているかご存じでしょうか．2000年
国際ガイドラインが国際蘇生連絡委員会（ILCOR）によ
り作成され，本邦では，日本救急医療財団が中心になり，
蘇生に関係する日本麻酔科学会，日本救急医学会，日本
蘇生学会等に声がけして始まりました．現在は，ILCOR
による「心肺蘇生に関わる科学的根拠と治療勧告コンセ
ンサス」（CoSTR）の 5年ごとの改訂に伴い，（一社）日
本蘇生協議会（JRC）により，日本の地域性を考慮した

「JRC蘇生ガイドライン」が作成・公表されています．
この JRCには日本歯科麻酔学会が，歯科関連唯一の参画
団体となっています．「救急蘇生＝AHA」と日本では思
われていますが，それは当時，国際標準化した救急蘇生
教育普及団体であるアメリカ心臓協会（AHA）の蘇生教
育が優れていたことから，JRCが AHAトレーニング組
織を日本に普及させたことによります．現在，本邦では，
この JRCが発行する「JRC蘇生ガイドライン 2020」が

基本となっています．本書は「AHAガイドライン 2020」
なので，スタンダードではないのかと疑問がでますが，
安心してください，大きな差異はありません．
　歯科医療従事者の講習会を多く経験している著者が，
その目線で感じた不足，強調したい部分を加筆・解説さ
れており，とてもわかりやすい内容になっています．
　研修会前の予習として，そして，いざというときにす
ぐに動けるよう，一読ではなく，複読してほしい一冊で
す． （藤井一維　記）

歯科医院のための AHAガイドライン 2020 
に沿った一次救命処置

瀬尾憲司　著
医歯薬出版　発行

B5判　80頁　定価 4,180円
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　日本歯科医療管理学会の発展に多大な貢献をされた下記の 1名の先生が，2023年 5月 1日より，名誉会員として推
戴されました．
 （①出身校・卒業年　②日本歯科医療管理学会への入会年）

小室　甲　先生
医療法人小室会小室歯科会長
①東京歯科大学・昭和 36年
②平成 5年

亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜名誉会員紹介
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一般社団法人日本歯科医療管理学会認定医一覧
 （令和 5年 5月 1日現在）

　
認定医
No.

会員名（地方会）
認定医
No.

会員名（地方会）
認定医
No.

会員名（地方会）
認定医
No.

会員名（地方会）

1 瀬川　　洋（東　北） 48 末瀬　一彦（近畿北陸） 90 佐藤　正俊（関東甲信越） 131 黒岩　昭弘（関東甲信越）
6 笠井　史朗（九　州） 49 宮嶋　良嗣（九　州） 92 福本　和夫（近畿北陸） 132 長野　敏朗（九　州）
7 釜田　　朗（東　北） 50 五十嵐博恵（東　北） 93 木村　哲也（九　州） 133 遠藤　則子（関東甲信越）
8 弥郡　彰彦（関東甲信越） 52 挽地　俊哉（北海道） 94 北村　信隆（関東甲信越） 134 長谷川篤司（関東甲信越）
10 藤巻　恵美（東　北） 54 山内　六男（東　海） 95 飯高　　道（関東甲信越） 135 勝部　直人（関東甲信越）
11 菊池佳奈美（東　北） 55 蓮井　義則（四　国） 96 板谷　和徳（中　国） 136 草野　　薫（近畿北陸）
13 尾﨑　哲則（関東甲信越） 56 伊東　隆利（九　州） 97 石通　宏行（中　国） 137 丸尾　修之（四　国）
14 山崎　信也（東　北） 57 尾立　達治（北海道） 101 芦浦　文佳（中　国） 138 佐々木正和（四　国）
16 西郷　慶悦（東　北） 58 福澤　洋一（関東甲信越） 102 髙津　茂樹（関東甲信越） 139 越智　守生（北海道）
17 入野田昌史（東　北） 59 佐々木重夫（東　北） 104 宮田　右京（東　北） 140 七沢　久子（関東甲信越）
19 川合　宏仁（東　北） 60 玉川　裕夫（近畿北陸） 105 三澤麻衣子（関東甲信越） 141 佐藤　裕二（中　国）
20 島村　和宏（東　北） 61 馬場　雅人（北海道） 107 都倉　達生（四　国） 142 小西　秀和（中　国）
21 木尾　哲朗（九　州） 62 東松　信平（東　海） 109 鬼塚　千絵（九　州） 143 翁長武一郎（九　州）
22 橋場　友幹（東　北） 63 野田　邦治（九　州） 110 上田由利子（関東甲信越） 144 小西　康三（近畿北陸）
24 岩淵　　皐（東　北） 64 石田　栄作（中　国） 111 梅川　義忠（関東甲信越） 145 三澤健一郎（関東甲信越）
26 片山　繁樹（関東甲信越） 65 斉藤　善司（関東甲信越） 112 西田　宜可（中　国） 146 小関　健由（東　北）
29 山田　　岳（東　海） 67 柴垣　博一（関東甲信越） 116 比嘉　良喬（九　州） 147 鶴田　　潤（関東甲信越）
30 佐藤　勤一（東　北） 69 小向井英記（近畿北陸） 117 村橋　　護（九　州） 148 則武加奈子（関東甲信越）
32 鹿郷　満保（関東甲信越） 70 岸　　光男（東　北） 118 廣瀬　知二（九　州） 149 上條　英之（関東甲信越）
34 上原　　任（関東甲信越） 71 瀧田　正亮（近畿北陸） 119 森本　徳明（中　国） 150 岡　　重徳（四　国）
35 小松﨑　明（関東甲信越） 72 内野　泰樹（近畿北陸） 120 林田　俊彦（九　州） 151 新美　奏恵（関東甲信越）
36 小野　幸絵（関東甲信越） 73 橋本　直樹（東　北） 121 鳥越　有貴（関東甲信越） 152 西田　耕也（九　州）
38 藤井　一維（関東甲信越） 77 天間　裕文（中　国） 122 間宮　京子（関東甲信越） 153 堀川　晴久（関東甲信越）
39 佐藤　尚武（北海道） 78 河野　　淳（中　国） 123 福泉　隆喜（九　州） 154 澄川　裕之（中　国）
41 外山　敦史（東　海） 80 橋本　和人（中　国） 124 二家本　晃（関東甲信越） 155 南　健太郎（東　北）
42 外山　康臣（東　海） 81 伊東　昌俊（関東甲信越） 125 三浦　啓伸（東　北） 156 村上慎一郎（九　州）
43 小島　弘充（東　海） 82 西村　将一（四　国） 126 小田　浩一（中　国） 157 溝渕　健一（近畿北陸）
44 佐藤　吉則（関東甲信越） 83 山我　貴之（中　国） 127 牟田　悟朗（九　州） 158 船山　高明（近畿北陸）
45 川上　智史（北海道） 85 髙橋　義一（関東甲信越） 128 曽我部浩一（北海道） 159 中村　太志（九　州）
46 窪田　明久（東　海） 86 大附　敏彦（中　国） 129 日髙　勝美（関東甲信越） 160 守下　昌輝（九　州）
47 石井　瑞樹（関東甲信越） 89 野畑　貴夫（北海道） 130 楠　　一文（九　州）
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一般社団法人日本歯科医療管理学会指導医一覧
 （令和 5年 5月 1日現在）

　
指導医
No.

会員名（地方会）
指導医
No.

会員名（地方会）
指導医
No.

会員名（地方会）
指導医
No.

会員名（地方会）

1 瀬川　　洋（東　北） 14 笠井　史朗（九　州） 22 森本　徳明（中　国） 29 外山　敦史（東　海）
4 山内　六男（東　海） 15 髙津　茂樹（関東甲信越） 23 蓮井　義則（四　国） 30 山崎　信也（東　北）
7 玉川　裕夫（近畿北陸） 16 尾﨑　哲則（関東甲信越） 24 上原　　任（関東甲信越） 31 窪田　明久（東　海）
8 川上　智史（北海道） 17 髙橋　義一（関東甲信越） 25 釜田　　朗（東　北） 32 尾立　達治（北海道）
9 外山　康臣（東　海） 18 五十嵐博恵（東　北） 26 岸　　光男（東　北）
10 木村　哲也（九　州） 19 伊東　隆利（九　州） 27 福澤　洋一（関東甲信越）
12 片山　繁樹（関東甲信越） 20 藤井　一維（関東甲信越） 28 三澤麻衣子（関東甲信越）

認定士 No. 会員名（地方会）

1 濵元　一美（近畿北陸）
2 小西　富代（関東甲信越）
3 小田　　紫（中　国）
4 粂田　有花（関東甲信越）
5 戸田花奈子（関東甲信越）

一般社団法人日本歯科医療管理学会認定士一覧
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一般社団法人日本歯科医療管理学会定款

第 1章　総　　　則

（名称）
第1条　本会は，一般社団法人日本歯科医療管理学会（英
文名：Japanese Society of Dental Practice Adminis-
tration）と称する．

（目的及び事業）
第 2条　本会は，歯科医療管理に関連した近代的諸科学
を広く導入・普及することにより歯科医療の内容の向
上，診療環境の整備及び運営の安定化を図り，もって
国民の健康に寄与することを目的として，次の事業を
行う．
　（1）学術大会の開催
　（2）研究会，講演会及び講習会等の開催
　（3）機関誌及びその他の出版物の刊行
　（4）認定医等の資格の認定
　（5）研究の奨励及び研究業績等の表彰
　（6） 国内外の歯科医療管理学に関する文献及び資料の

収集並びに情報提供
　（7） 国内外における歯科医療管理学関連団体との交流

及び情報交換
　（8）その他本会の目的を達成するために必要な事業

（主たる事務所の所在地）
第 3条　本会は，主たる事務所を東京都豊島区に置く．

（公告方法）
第 4条　本会の公告は，主たる事務所の公衆の見やすい
場所に掲示する方法により行う．

（機関）
第 5条　本会は，本会の機関として社員総会及び理事以
外に理事会及び監事を置く．

第 2章　会員及び社員

（法人の構成員）
第 6条　本会に，次の種類の会員を置く．
　　　正　会　員　 歯科医療管理学に関心があり，本会の

目的及び事業に賛同する個人
　　　団体会員　 歯科医療管理学に関心があり，本会の

目的及び事業に賛同する団体
　　　維持会員　 本会の目的達成のための事業に対し，

維持会費を納入することにより支援す
る個人又は団体

　　　賛助会員　 本会の目的達成のための事業に対し，
賛助会費を納入することにより支援す
る個人又は団体

　　　名誉会員　 本会の目的達成，運営及び発展に著し
い功績のあった正会員で，別途定める
規定の基準を満たし，理事会の推薦を
経て総会の承認を得た個人

2　本会は，別に定める規則によって正会員の中から選
出された 100名以上 200名以内の代議員をもって社員

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下，
法人法という．）に規定する社員をいう．以下同じ．）
とする．

3　代議員を選出するため，正会員による代議員選挙を
行う．代議員選挙を行うために必要な規則は理事会に
おいて定める．

4　代議員は，正会員の中から選ばれることを要する．
正会員は，前項の代議員選挙に立候補することができ
る．

5　第 3項の代議員選挙において，正会員は他の正会員
と等しく代議員を選挙する権利を有する．理事又は理
事会は，代議員を選出することはできない．

6　代議員の任期は，選任後 2年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時
までとする．ただし，代議員が総会決議取消しの訴え，
解散の訴え，責任追及の訴え及び役員の解任の訴え（法
人法第 266条第 1項，第 268条，第 278条，第 284条）
を提起している場合（法人法第 278条第 1項に規定す
る訴えの提起の請求をしている場合を含む．）には，当
該訴訟が終結するまでの間，当該代議員は社員たる地
位を失わない（当該代議員は，役員の選任及び解任（法
人法第 63条及び第 70条）並びに定款変更（法人法第
146条）についての議決権を有しないこととする）．

7　代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くことと
なるときに備えて補欠の代議員を選挙することができ
る．補欠の代議員の任期は，任期の満了前に退任した
代議員の任期の満了する時までとする．

8　補欠の代議員を選挙する場合には，次に掲げる事項
も併せて決定しなければならない．
　（1）当該候補者が補欠の代議員である旨
　（2） 当該候補者を 1人又は 2人以上の特定の代議員の

補欠の代議員として選任するときは，その旨及び
当該特定の代議員の氏名

　（3） 同一の代議員（2人以上の代議員の補欠として選
任した場合にあっては，当該 2人以上の代議員）
につき 2人以上の補欠の代議員を選任するとき
は，当該補欠の代議員相互間の優先順位

9　第 7項及び前項の補欠の代議員の選任に係る選挙及
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び決定が効力を有する期間は，第 6項の代議員の任期
と同様とする．

10　代議員の報酬は，無償とする．
11　正会員は，法人法に規定された次に掲げる社員の権
利を，社員と同様に本会に対して行使することができ
る．
　（1）法人法第 14条第 2項の権利（定款の閲覧等）
　（2）法人法第 32条第 2項の権利（社員名簿の閲覧等）
　（3） 法人法第 57条第 4項の権利（総会の議事録の閲

覧等）
　（4） 法人法第 50条第 6項の権利（社員の代理権証明

書面等の閲覧等）
　（5） 法人法第 51条第 4項及び第 52条第 5項の権利

（議決権行使書面の閲覧等）
　（6） 法人法第 129条第 3項の権利（計算書類等の閲覧

等）
　（7） 法人法第 229条第 2項の権利（清算法人の貸借対

照表等の閲覧等）
　（8） 法人法第 246条第 3項，第 250条第 3項及び第

256条第 3項の権利（合併契約等の閲覧等）
12　理事，監事は，その任務を怠ったときは，本会に対
し，これによって生じた損害を賠償する責任を負い，
法人法第 112条の規定にかかわらず，この責任は，す
べての正会員の同意がなければ，免除することができ
ない．

（入会）
第 7条　本会の会員となるためには，本会所定の入会申
込書に入会金及びその年度の会費を添えて入会の申込
をし，理事会の承認を得なければならない．

（入会金及び年会費）
第 8条　会員は，本会の事業活動に経常的に生じる費用
に充てるため，入会時及び毎年，総会の決議を経て別
に定める規則に基づく入会金及び年会費を支払う義務
を負う．また，本会は，必要がある場合には総会の決
議を経て会員から臨時会費を徴収することができる．

2　名誉会員は年会費を納めることを要しない．
3　既納の入会金，年会費及びその他の拠出金品は，い
かなる事由があっても返還しない．

（退会）
第 9条　会員は，本会所定の退会届を提出することによ
り，任意にいつでも退会することができる．

（除名）
第 10条　会員が次の各号のいずれかに該当するときは，
総会の決議によって当該会員を除名することができ
る．
　（1） 本会の定款，規則等又は総会の議決に違反したと

き

　（2） 本会の名誉を傷つけ，又は本会の目的に反する行
為をしたとき

　（3）その他正当な事由があるとき
2　前項の規定により会員を除名するときは，当該会員
にあらかじめ通知するとともに，議決の前に弁明の機
会を与えなければならない．

（会員の資格の喪失）
第 11条　前 2条の場合のほか，会員は，次のいずれかに
該当する場合は，その資格を喪失する．
　（1） 第 8条の支払義務を継続して 2年間履行しなかっ

たとき
　（2）総代議員が同意したとき
　（3）当該会員が死亡，解散したとき

（会員資格喪失に伴う権利及び義務）
第 12条　会員が，前 3条の規定によりその資格を喪失
したときは，本会に対する権利を失い，義務を免れる．
ただし，未履行の義務は，これを免れることができな
い．

2　本会は，会員がその資格を喪失しても，既に納入し
た入会金，年会費その他の拠出金品を返還しない．

3　正会員である代議員が，会員資格を喪失したときは，
代議員資格も喪失したものとする．

第 3章　社 員 総 会

（総会の構成等）
第 13条　本会の総会は，代議員をもって構成し，代議員
は総会において各 1個の議決権を有する．

2　前項の総会をもって法人法上の社員総会とする．
3　総会は，定時総会及び臨時総会の 2種とする．

（総会の権能）
第 14条　総会は，法人法に規定する事項及びこの定款
に定める事項に限り議決することができる．

2　前項の規定にかかわらず，総会は，あらかじめ通知
した目的である事項以外は，議決することができない．

（総会の開催）
第 15条　定時総会は，毎事業年度終了後 3カ月以内に 1
回開催する．

2　臨時総会は，次に掲げるときに開催する．
　（1）理事会が必要と認めたとき
　（2） 総代議員の議決権の 5分の 1以上を有する代議員

から，会議の目的である事項及び招集の理由を示
して請求があったとき

　（3） 前号の規定により請求をした代議員が，裁判所の
許可を得て，総会を招集するとき

（総会の招集）
第 16条　総会は，前条第 2項第 3号の規定により代議
員が招集する場合を除き，理事会の決議に基づき，理
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事長が招集する．
2　代議員が招集する場合を除き，理事長が総会を招集
するには，代議員に対し，会議の目的たる事項及びそ
の内容並びに日時及び場所を示して，総会の日の 1週
間前までに，書面をもって通知しなければならない．

（総会の議長）
第 17条　総会の議長は，その総会において，出席代議員
の中から選出する．

（決議の方法）
第 18条　総会の決議は，法令又はこの定款に別段の定
めがある場合を除き，総代議員の議決権の過半数を有
する代議員が出席し，出席した当該代議員の議決権の
過半数をもって行う．

2　総会に出席することができない代議員は，あらかじ
め通知された事項について書面または電磁的方法を
もって決議し，または他の代議員を代理人として決議
を委任することができる．

（総会の議事録）
第 19条　総会の議事については，法令で定めるところ
により，議事録を作成する．

2　議事録には，議長のほか，出席した代議員のうちか
らその総会において選任された議事録署名人 2人以上
が署名若しくは記名押印をしなければならない．

第 4章　理事，監事及び代表理事

（役員の設置）
第 20条　本会に，次の役員を置く．
　（1）理事　10名以上 40名以内
　（2）監事　2名以内
2　理事のうち 1名を理事長とし，2名の副理事長，1名
の専務理事，5名以内の常務理事を置く．

3　前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし，専
務理事，常務理事を法人法第 91条第 1項第 2号の業
務執行理事とする．また，それ以外の理事の一部を法
人法第 91条第 1項第 2号の業務執行理事とすること
ができる．

（役員の選任）
第 21条　理事及び監事は，別途定める選出方法により
選出された者の中から，総会の決議によって選任する．

2　理事会は理事長を選定する．この場合において，理
事会は総会の決議により理事長候補者を選出し，理事
会において当該候補者を選定する方法によることがで
きる．

3　副理事長，専務理事，常務理事及び前条第 3項後段
の業務執行理事は，理事会の決議によって理事の中か
ら選定する．

4　理事のうち，理事のいずれか 1名とその配偶者又は

三親等内の親族（その他当該理事と政令で定める特別
の関係がある者を含む．）である理事の合計数が理事
総数の 3分の 1を超えてはならない．また，他の同一
団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相
互に密接な関係にあるものとして法令で定めるもので
ある理事の合計数が理事総数の 3分の 1を超えてはな
らない．

5　監事は，本会の理事又は使用人を兼ねることができ
ない．

（理事の職務及び権限）
第 22条　理事は，理事会を構成し，法令及びこの定款で
定めるところにより，職務を執行する．

2　理事長は，法令及びこの定款で定めるところにより，
本会を代表し，会務を統括する．

3　副理事長は，理事長を補佐し，理事長に事故あると
きは，予め理事長が指名した順序により，その職務を
代行する．

4　専務理事は，理事長を補佐し，常務理事会及び理事
会を取りまとめる．

5　常務理事は，本会の会務を分担執行する．
6　業務執行理事は，理事会において別に定めるところ
により，本会の会務を分担執行する．

7　理事長及び業務執行理事（専務理事及び常務理事を
含む）は，毎事業年度に 4カ月を超える間隔で 2回以
上，自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなけれ
ばならない．

（監事の職務及び権限）
第 23条　監事は，理事の職務の執行を監査し，法令で定
めるところにより，監査報告を作成する．

2　監事は，いつでも，理事及び使用人に対して事業の
報告を求め，本会の業務及び財産の状況の調査をする
ことができる．

3　その他，法令に定められた業務を行う．
（役員の任期）
第 24条　理事の任期は，選任後 2年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時
までとする．

2　監事の任期は，選任後 2年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までと
する．

3　補欠として選任された理事又は監事の任期は，前任
者の任期の満了する時までとする．

4　増員として選任された理事の任期は，現任者の任期
の満了する時までとする．

5　理事又は監事は，第 20条に定める定数に足りなく
なるときは，任期の満了又は辞任により退任した後も，
新たに選任された者が就任するまで，なお理事又は監
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事としての権利義務を有する．
（役員の解任）
第 25条　役員は，次の各号のいずれかに該当するとき
は，総会の決議により，これを解任することができる．
ただし，監事の解任については，総代議員の半数以上
であって，総代議員の議決権の 3分の 2以上の議決権
を有する者の賛成による総会の決議によることを要す
る．
　（1） 心身の故障のため職務の執行に耐えないと認めら

れるとき
　（2） 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくな

い行為があると認められるとき
　（3） その他正当な事由があるとき

（役員の報酬等）
第 26条　役員の報酬は，無償とする．
2　ただし，役員にはその職務を執行するための費用を
弁償することができる．この場合の費用弁償の規則は
総会の決議を経て別途定める．

第 5章　理　事　会

（理事会の構成）
第 27条　本会に理事会を置く．
2　理事会は，すべての理事をもって構成する．

（権限）
第 28条　理事会は，次の職務を行う．
　（1）本会の業務執行の決定
　（2）理事の職務の執行の監督
　（3） 理事長，副理事長，専務理事，常務理事及び業務

執行理事の選定及び解職
（招集）
第 29条　理事会は，理事長がこれを招集し，会日の 1週
間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発
するものとする．ただし，緊急の場合にはこれを短縮
することができる．

2　理事長に事故若しくは支障があるときは，理事長が
あらかじめ理事会で定めた順位に従い他の理事がこれ
を招集する．

（議長）
第 30条　理事会の議長は，理事長がこれに当たる．ただ
し，理事長に事故若しくは支障があるときは，理事長
があらかじめ理事会で定めた順位に従い他の理事がこ
れに代わるものとする．

（決議）
第 31条　理事会の決議は，決議について特別の利害関
係を有する理事を除く理事の過半数が出席し，その過
半数をもって行う．

2　前項の規定にかかわらず，法人法第 96条の要件を

満たしたときは，理事会の決議があったものとみなす．
（議事録）
第 32条　理事会の議事については，法令で定めるとこ
ろにより，議事録を作成する．

2　理事会に出席した理事長（理事長に事故若しくは支
障があるときは出席理事）及び監事は，前項の議事録
に署名若しくは記名押印をしなければならない．

（常務理事会）
第 33条　常務理事会は，理事長，副理事長，専務理事，
常務理事及び業務執行理事をもって構成する．

2　常務理事会は，理事長が随時必要なときに招集し，
理事長はその議長となり，次の事項を処理する．
　（1） 理事会から委任を受けた日常の事務処理に関する

こと（ただし，法人法並びにこの定款の規定によ
り理事会の議決を要するものを除く．）

　（2） 緊急を要する会務の処理に関すること（ただし，
法人法並びにこの定款の規定により理事会の議決
を要するものを除く．）

　（3）その他理事会の付託会務に関すること
3　常務理事会で処理した事項は，理事会に報告し，承
認を受けなければならない．

4　理事長が本会の運営に必要と認めた者を常務理事会
にその都度出席させることができる．

第 6章　資産及び計算

（資産の構成）
第 34条　本会の資産は，次に掲げるものをもって構成
する．

1．財産目録に記録された財産
2．事業年度内における次に掲げる収入
　（1）年会費，入会金及び各種負担金
　（2）寄附金品
　（3）資産から生じる収入
　（4）事業に伴う収入
　（5）その他の収入

（事業年度）
第 35条　本会の事業年度は，毎年 5月 1日に始まり翌
年 4月 30日に終わる．

（事業計画及び収支予算）
第 36条　本会の事業計画書，収支予算書，資金調達及び
設備投資の見込みを記載した書類については，毎事業
年度の開始の日の前日までに，理事長が作成し，理事
会の承認を受けなければならない．これを変更する場
合も，同様とする．

（事業報告及び決算）
第 37条　本会の事業報告及び決算については，毎事業
年度終了後，理事長が次の書類を作成し，監事の監査
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を受けた上で，理事会の承認を経て，総会に提出し，
1及び 2の書類についてはその内容を報告し，3から 5
までの書類については承認を受けなければならない．
　（1）事業報告
　（2）事業報告の附属明細書
　（3）貸借対照表
　（4）損益計算書（正味財産増減計算書）
　（5） 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）

の附属明細書
（計算書類等の備置き）
第 38条　本会は，各事業年度にかかる貸借対照表，損益
計算書（正味財産増減計算書）及び事業報告書並びに
これらの附属明細書（監事の監査報告書を含む．）を，
定時総会の日の 2週間前の日から 5年間，主たる事務
所に備え置くものとする．

（剰余金の不配当）
第 39条　本会は，剰余金の配当はしないものとする．

第 7章　定款の変更及び解散

（定款の変更）
第 40条　この定款は，総代議員の半数以上であって，総
代議員の議決権の 3分の 2以上の議決権を有する者の
賛成による総会の決議によって変更することができ
る．

（解散）
第 41条　本会は，総会の決議その他法令で定められた
事由により解散する．

（残余財産の帰属）
第 42条　本会が清算をする場合において有する残余財
産は，総会の決議を経て，公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律第 5条第 17号に掲げる法
人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとす
る．

第 8章　委員会及び顧問

（委員会）
第 43条　本会は，事業の円滑な遂行を図るため，理事会
の議決により，委員会を設けることができる．

2　委員会の構成，任務及びその他委員会運営に必要な
事項は，その都度，理事会の議決により，別に定める．

（顧問）
第 44条　理事長は，会務の執行について必要な助言を
得るため，理事会の同意を得て，顧問を委嘱すること
ができる．

2　顧問の任期は，委嘱した理事長の任期の満了する時
までとする．

第 9章　附　　　則

（諸規程等）
第 45条　この定款の施行についての諸規程は，理事会
の議決を経て，別に定める．

（設立時社員の氏名及び住所）
第 46条　本会の設立時の社員は，第 6条の規定にかか
わらず，次の者とする．
　大分県臼杵市大字臼杵 109番地の 3 白圡清司
　東京都大田区大森本町一丁目 8番 10‒2211号 尾﨑哲則
　神奈川県横浜市都筑区大丸 5番 22号 片山繁樹

（設立時の役員）
第 47条　本会の設立時理事及び設立時監事は，第 21条
の規定にかかわらず，次のとおりとする．
設立時理事
　白圡清司　　尾﨑哲則　　片山繁樹　　柴垣博一
　勝部直人　　伊東昌俊　　玉川裕夫　　日髙勝美
　福澤洋一　　佐藤　勉　　瀨川　洋　　藤井一維
　鶴田　潤　　髙橋義一　　笠井史朗　　川上智史
　小塩　裕　　中村勝文　　髙田晴彦　　末瀨一彦
　宮内啓友　　梁本昌功　　平田創一郎　　越智守生
　岸　光男　　大金　誠　　山内六男　　南　哲之介
　蓮井義則　　木村哲也
設立時監事　　外山康臣　　福西啓八

（設立時の代表理事）
第 48条　本会の設立時理事長（代表理事）は，次のとお
りとする．
　大分県臼杵市大字臼杵 109番地の 3
　設立時理事長（代表理事）白圡清司

（設立時の会員）
第 49条　従来の日本歯科医療管理学会の正会員，団体
会員，維持会員，賛助会員及び名誉会員であって，第
6条に規定する正会員，団体会員，維持会員，賛助会員
及び名誉会員の資格を有する者は，第 7条の規定にか
かわらず，設立の日からそれぞれ当該会員とする．

（最初の事業年度）
第 50条　本会の最初の事業年度は，法人成立の日から
平成 31年 4月 30日までとする．

（設立時の財産及び権利義務）
第 51条　本会の設立により，従来の日本歯科医療管理
学会に属した一切の財産及び権利義務は，本会が継承
する．

（定款に定めのない事項）
第 52条　この定款に定めのない事項については，すべ
て法人法その他の法令の定めるところによる．

（附則）
1　この定款は平成 30年 5月 1日から施行する．
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一般社団法人日本歯科医療管理学会定款施行規則

　

第 1章　総　　　則

（目的）
第 1条　本規則は一般社団法人日本歯科医療管理学会
（以下「本会」という．）定款第 2条の目的を達成する
ため，定款を運用するために必要な事項を規定し，円
滑な学会運営を推進することを目的とする．

第 2章　正　会　員

（入会手続）
第 2条　定款第 7条に基づき，本会に入会するものは，
入会申込書に必要な事項を記入の上，入会金及び当年
度の年会費を添えて本会事務局に申し込まなければな
らない．

（入会日）
第 3条　入会日は入会申込書と入会金及び当年度の年会
費の納入が完了した日とする．入会手続完了後本人に
通知し，理事会の承認を得なければならない．

（正会員の権利）
第 4条　正会員には次の権利がある．
　（1） 本会の学術大会において研究成果を発表し，報告

を行うこと．
　（2） 本会の発行する学会機関誌　日本歯科医療管理学

会雑誌に投稿すること．
　（3） 本会の定時総会議事及び議決した事項について，

会告等にて通知を受けること．
　（4） 本会の発行する学会機関誌　日本歯科医療管理学

会雑誌の配布を受けること．
　（5） 本学会ウェブサイトの会員サイトを閲覧するこ

と．
（学会誌等の配布）
第 5条　当該年度の会費を納めた正会員は，その年度の

5月から翌年 4月に至るまでの本会機関誌の配布を受
ける．

2　新たに正会員となったものには，入会手続完了後か
ら機関誌等を配布する．

3　次条に定める納入期限までに会費の納入がないとき
は，学会機関誌等の配布は停止される．

（会費納入期限）
第 6条　会費は，当該年度の 4月 30日までに納めなけ
ればならない．

（滞納会費の受け入れ）
第 7条　滞納会費の納入があったときは，滞納の発生順

に充当するものとする．ただし，正会員資格喪失後，
年会費の納入があった場合は再入会とし，当該年度の
会費として受け入れる．

2　滞納により停止された期間の機関誌等の配布は受け
られない．

第 3章　団 体 会 員

（団体会員）
第 8条　団体会員は歯科医師会医療管理関連部門や地域
連携に必要な医療関連組織等の団体での入会希望者と
し，各団体から 3名まで登録できる．団体会員として
登録した者は，第 4条各号に定める正会員の権利と同
等の権利を有する．

2　前項の団体会員の登録者の中から各団体は代表者 1
名を選任する．なお，団体会員としての登録者は当該
団体の変更届により適時変更できる．

（規則の準用）
第 9条　第 2条（入会手続），第 3条（入会日），第 6条
（会費納入期限），第 7条（滞納会費の受け入れ）につ
いては団体会員に準用する．

（団体会員の権利）
第 10条　団体会員には次の権利がある．
　（1） 団体会員登録者が本会の学術大会において研究成

果を発表し，報告を行うこと．発表者が 3名を超
える場合には，4名からは学術大会の当日会費の
みを納入する．

　（2） 団体会員登録者が本会の発行する学会機関誌　日
本歯科医療管理学会雑誌に投稿すること．著者が
3名を超える場合には，4名からは本会雑誌投稿
規定に従う．

　（3） 団体会員登録者が本会の定時総会議事及び議決し
た事項について，会告等にて通知を受けること．

　（4） 団体会員登録者のうち代表者が本会の発行する学
会機関誌　日本歯科医療管理学会雑誌の配布を受
けること．

　（5） 団体会員登録者が本会ウェブサイトの会員サイト
を閲覧すること．

（学会誌等の配布）
第 11条　当該年度の会費を納めた団体会員の代表者は，
その年度の 5月から翌年 4月に至るまでの本会機関誌
の配布を受ける．

2　新たに団体会員となったものには，入会手続完了後
から学会機関誌等を配布する．
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3　会費納入期限までに会費の納入がないときは，学会
機関誌等の配布は停止される．

第 4章　維持会員・賛助会員

（規則の準用）
第 12条　第 2条（入会手続），第 3条（入会日），第 5条
（学会誌等の配布），第 6条（会費納入期限）及び第 7
条（滞納会費の受け入れ）については維持会員・賛助
会員に準用する．

（維持会員・賛助会員の権利）
第 13条　維持会員・賛助会員には次の権利がある．
　（1） 本会の発行する学会機関誌　日本歯科医療管理学

会雑誌の配布を受けること．
　（2） 本会の定時総会議事及び議決した事項について，

会告等にて通知を受けること．
　（3） 本学会ウェブサイトの会員サイトを閲覧するこ

と．

第 5章　名 誉 会 員

（名誉会員）
第 14条　名誉会員は，前年度末（4月 30日）の時点で，
会員歴が継続 20年以上（法人化前の日本歯科医療管
理学会の期間を含む）であり，かつ満 75歳以上である
正会員の中から理事会が推薦し，総会の承認を得て決
定する．

2　前項に規定する推薦の対象者は，次のいずれかに該
当する者とする．
　（1） 本会の役員及び代議員の経験を有する者または法

人化前の本会の役員歴などこれに準じる経験を有
する者

　（2） 通算 5期以上の地域関連団体役員の経験を有する
者で地域関連団体の長から推薦された者または法
人化前の支部役員歴などこれに準じる経験を有す
る者で地域関連団体の長から推薦された者

　（3） その他，本会の目的達成に著しい貢献があった者
3　前 2項の規定に基づき名誉会員に決定した者は，次
年度以降の会費納入を免除する．

第 6章　会　　　費

（入会金）
第 15条　本会の入会金は，次のとおりとする．
　（1）正会員　　3,000円
　（2）団体会員　6,000円
　（3）維持会員　3,000円
　（4）賛助会員　3,000円

（年会費）
第 16条　本会の年会費は，次のとおりとする．

　（1）正会員　　　　　12 ,000円（歯科医師以外の正会
員は 10,000円とする．）

　（2）団体会員　　　　24,000円
　（3）維持会員　一口　50,000円
　（4）賛助会員　一口　30,000円

第 7章　役員及び代議員

（理事の選出）
第 17条　理事の選出方法は，別に定める理事選出に関
する規程に従うものとする．

（理事長候補者の選出）
第 18条　理事長候補者の選出は，別に定める理事長候
補者選出規則に従うものとする．

（監事の選出）
第 19条　監事の選出は別に定める監事選出規則に従う
ものとする．

（代議員の選出）
第 20条　代議員の選出方法は別に定める代議員選出規
則に従うものとする．

（役員及び代議員の定年）
第 21条　役員及び代議員が満 75歳に達した場合は，任
期終了後，その資格を失う．

第 8章　委　員　会

（委員会の設置）
第 22条　本会は，会務処理を円滑に行うために各種委
員会を設置し，理事長から指名された理事が担当する．
　（1）編集委員会
　（2）学術・教育委員会
　（3）認定医制度委員会
　（4）認定医資格認定審査会
　（5）医療情報委員会
　（6）医療保険・地域医療検討委員会
　（7）諸規則等運用委員会
　（8）広報委員会
　（9）倫理審査委員会
　（10）利益相反委員会

（委員会の構成）
第 23条　第 22条に定める委員会は，委員長 1名および
委員若干名で組織する．各委員会規則がある場合には
この限りではない．

2　委員長は理事長が理事の中から指名し，理事会の決
議を経て選任する．

3　必要に応じて委員の中から副委員長を置くことがで
きる．

4　副委員長，委員は委員長が指名し，理事会の決議を
経て理事長が委嘱する．
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5　幹事は必要に応じて 1名以上を置くことができる．

第 9章　学 術 大 会

（学術大会）
第 24条　学術大会は原則として毎年 1回，6月～7月に
開催する．開催地及び開催時期は理事会において承認
を得る．

第 10章　地域関連団体（協力学会）

（地域関連団体）
第 25条　定款第 2条第 7号に規定する関連団体は次の
協力学会とする

2　協力学会は北海道歯科医療管理学会，みちのく歯科
医療管理学会，関東甲信越歯科医療管理学会，東海歯
科医療管理学会，近畿北陸歯科医療管理学会，中国地
域歯科医療管理学会，四国歯科医療管理学会，九州歯
科医療管理学会の地域関連団体とする．

3　一般社団法人日本歯科医療管理学会へ入会した者
は，登録の住所によって，別表に則り地域関連団体に
所属する．

（地域関連団体助成金）
第 26条　地域関連団体運営費を助成することができる．
2　会議のための会場費，連絡費等の運営費の助成は，
15万円＋前年度末会員数×300円で算出される額を上
限とし，領収書を添えて本会に申請をする．

第 11章　補　　　則

第 27条　本規則に定めるもののほかこの法人の運営に
必要な事項は，理事会の決議を経て，理事長が別に定
める．

第 12章　定款施行規則の改廃

第 28条　本規則は，理事会および総会の決議を経なけ
れば改正または廃止することができない．

別表

地域関連団体名 都道府県名
北海道歯科医
療管理学会

北海道

みちのく歯科
医療管理学会

青森県　秋田県　岩手県　山形県　宮城県
福島県

関東甲信越歯
科医療管理学
会

茨城県　栃木県　群馬県　千葉県　埼玉県
東京都　神奈川県　山梨県　新潟県
長野県

東海歯科医療
管理学会

静岡県　愛知県　三重県　岐阜県　

近畿北陸歯科
医療管理学会

石川県　富山県　福井県　滋賀県　京都府
大阪府　兵庫県　奈良県　和歌山県

中国地域歯科
医療管理学会

岡山県　鳥取県　広島県　島根県　山口県

四国歯科医療
管理学会

徳島県　香川県　愛媛県　高知県

九州歯科医療
管理学会

福岡県　佐賀県　長崎県　大分県　熊本県
宮崎県　鹿児島県　沖縄県

（附則）
1　本規則は，平成 30年 7月 20日に制定し，平成 30年
5月 1日に遡って施行する．

2　附則 1にかかわらず，第 16条第⑴号に示す正会員
の年会費の額は，平成 31年 5月 1日から適用する．

3　本規則は，令和 3年 7月 16日一部改正する．
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一般社団法人日本歯科医療管理学会認定医制度規則

第 1章　総　　　則

（目的）
第 1条　一般社団法人日本歯科医療管理学会（以下「本
学会」という）では，「歯科保健医療福祉・介護の質を
確保して安全・安心・信頼の歯科医療を提供できる歯
科医療機関のあるべき姿を探求し，それを推進できる
歯科医師を育成し，国民に適切な歯科医療を提供する
こと」を目的として認定医制度を設ける．

（名称）
第 2条　認定医の名称を一般社団法人日本歯科医療管理
学会認定医（英文名：Board Certified Dentist of Jap-
anese Society of Dental Practice Administration）と
する．

第 2章　認定医制度委員会

（委員会の設置）
第 3条　本学会は，前条の目的を達成するために認定医
制度委員会をおく．

2　委員長・副委員長及び委員は，本学会理事長が指名
する．

（業務）
第 4条　認定医制度委員会は，この規則によって以下の
業務を行う．
　 1 ）認定医制度に関する諸問題を検討する．
　 2 ） 日本歯科医療管理学会認定医（以下「認定医」と

いう）の認定資格，更新，資格喪失等に関する事
項を検討する．

　 3 ）関連学会との連絡を行う．

第 3章　認定医資格認定審査会

（業務）
第 5条　認定医資格認定審査会（以下「認定審査会」と
いう）は，認定医の資格認定を行う．

2　認定審査会は，認定医の審査に関して以下の業務を
行う．
　 1 ）申請資格の審査
　 2 ）認定医試験の実施
　 3 ）認定審査
　 4 ）申請資格審査及び認定審査に必要な調査
　 5 ）その他，認定医等の認定業務に必要な事項

第 4章　認定医の申請資格

（申請資格）
第 6条　認定医の認定を申請する者は，次の各号に定め

る資格を要する．
　 1 ）日本国の歯科医師免許を有すること
　 2 ） 歯科医師免許登録後，5年以上継続して本学会会

員であること
　 3 ） 別に定める研修実績を有すること
2　前項の規定にかかわらず，認定医制度委員会が認め
る者は，認定医の認定を申請することができる．

第 5章　認定医の認定

（申請方法）
第 7条　認定医申請者は，次の各号に定める申請書類に
認定審査料を添えて，認定審査会に提出しなければな
らない．
　 1 ）認定医申請書
　 2 ）履歴書
　 3 ）歯科医師免許の写し
　 4 ）研修実績報告書
2　認定審査会は，必要に応じてその他の資料等の提出
を求めることができる．

（審査ならびに認定）
第 8条　認定医の審査は，試験及び申請書類によって行
う．

2　認定医申請者については，認定審査会が認定医とし
ての適否を判定し，その結果に基づき，理事会に答申
して承認を得たのち，理事会，社員総会に報告する．

3　認定医の審査は原則として 1年に 1回とし，認定医
制度委員会が必要と認めた場合には，複数回行うこと
ができる．

（認定書の交付）
第 9条　本学会は，所定の登録手続を完了した歯科医師
を日本歯科医療管理学会認定医として登録し，認定書
を交付する．

2　認定書の有効期間は，5年とする．

第 6章　資格の更新

（更新義務）
第 10条　認定医は，5年毎にその資格を更新しなければ
ならない．

第 7章　資格の喪失ならびに認定の取消

（事由）
第 11条　認定医が次の事項に該当するとき，理事会の
議を経て，認定を取消す．
　 1 ）正当な理由を付して認定医の資格を辞退したとき
　 2 ）資格の更新を行わなかったとき
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　 3 ）歯科医師の免許が取消されたとき
　 4 ）本学会の資格を喪失したとき
　 5 ）認定医としてふさわしくない行為があったとき
　 6 ）申請書類に重大な誤りがあったとき
2　認定医制度委員会は，会員が前項第 5号及び第 6号
に該当するとき，資格喪失の認定前に該当会員に対し
て弁明の機会を与えるものとする．

3　1項第 1号，第 2号，第 5号及び第 6号に該当する
資格の喪失の適否については，認定医制度委員会の議
を経なければならない．

第 8章　認定医制度施行規則等への委任

第 12条　この規則に規定するもののほか，認定の条件
等審査の方法等については認定医制度施行規則で，認
定医制度委員会，認定審査会等の構成と運営について
は認定医制度委員会規則，認定審査会規則で定める．

第 9章　附　　　則

第 13条　本規則は，平成 24年 4月 1日から施行する．
第　14　条　本規則は，理事会および総会の決議を経なけ
れば改正または廃止することはできない．
第 15条　認定医の審査は，理事会で定める一定期間は，
申請書類の審査によって行うものとする．
第 16条　本規則は平成 30年 5月 1日一般社団法人日本
歯科医療管理学会設立に伴い，「日本歯科医療管理学
会」を「一般社団法人日本歯科医療管理学会」と読み
替えるものとする．

 平成 24年 7月　7　日一部改正
 平成 28年 7月 16日一部改正
 平成 30年 7月 20日一部改正
� 令和 3 年 7月 16日一部改正
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一般社団法人日本歯科医療管理学会認定医制度施行規則

第 1章　総　　　則

第 1条　一般社団法人日本歯科医療管理学会認定医制度
の施行にあたって，認定医制度規則（以下「規則」と
いう）に定めるもののほか，施行に必要な事項につい
ては，この認定医制度施行規則によるものとする．

第 2章　認定審査会

第 2条　認定審査会は，規則第 5条に示す業務を行い認
定医としての可否を判定する．
　 1 ）申請資格の審査
　 2 ）認定審査
　 3 ）申請資格審査及び認定審査に必要な調査
　 4 ）その他，認定医等の認定業務に必要な事項
2　次年度の認定医の認定業務に関する事項を作成す
る．

3　認定医の認定に必要な資格について申請書類を審査
し，適否を判定する．
第 3条　認定審査会は，申請書類を受理した日から 5年
間，本学会事務局に保管する．

第 3章　認定医の認定

第 4条　認定医の認定を申請する者（以下「認定医申請
者」という）の資格については規則第 6条に定めるも
ののほか，次の各条について審査する．
第 5条　認定医申請者は，次の各号に定める項目につい
て所定の研修を修めなければならない．また，審査は，
本学会が指定する過去 5年間の関連学会での実績を取
得単位制にする．取得単位（別表 1）は 100単位以上取
得しなければならない．
　 1 ） 学会参加：本学会または地域関連団体が主催する

総会・学術大会に参加しなければならない．
　 2 ） 認定医研修会参加：本学会が主催する認定医研修

会に参加しなければならない．
　 3 ） 学会発表：本学会または地域関連団体が主催する

学会，関連学会（別表 2），教育機関，歯科医師会，
同窓会等のいずれかで歯科医療管理学分野の筆頭
者もしくは共同発表者として発表，あるいは講師，
座長，シンポジスト等のいずれかをしなければな
らない．

　　　 　また，本学会誌ならびに関連学会誌への投稿論
文の筆頭著者もしくは共同著者でも可とする．

　 4 ） 歯科医療管理学および別表 2に記載の関連学会関
係の著作，臨床研修医指導・学生教育，研修期間
での研修，学会運営．

　 5 ） 取得単位：1）は必須とし，2）3）4）の単位を合
わせて所定の単位を取得しなければならない．

（認定医の認定方法）
第 6条　認定医としての適否の評価は認定審査会が行
う．適否の評価は出席委員の 3分の 2以上の賛成によ
るものとし，その結果を理事会および社員総会に報告
しなければならない．
第 7条　規則第 8条に示す試験は筆記によって行う，そ
の具体的方法等については実施年度当初 4月に本学会
ホームページで公告する．

第 4章　資格の更新

（資格更新の申請方法）
第 8条　認定医の資格更新を申請する者は，次の号に定
める申請書類に，資格更新審査料を添えて認定医制度
委員会に提出しなければならない．
　 1 ）資格更新申請書
　 2 ）履歴書
　 3 ）最近 5年間の研修実績報告書

（資格更新の審査ならびに認定方法）
第 9条　資格更新の審査は，認定審査会が申請書類によ
り行う．適否の判定は，出席委員の 3分の 2以上の賛
成によるものとし，理事会および社員総会に答申して
承認を得るものとする．
第 10条　本学会は，所定の更新手続を完了した者を，一
般社団法人日本歯科医療管理学会認定医として引き続
き登録し，認定書を交付する．

（資格更新の要件）
第 11条　認定医の資格更新要件は，認定医登録された
日から 5年間に認定制度施行規則別表 1に定める以下
の単位を100単位以上取得しなければならない．また，
1）は必須とし，2）3）4）の単位を合わせて所定の単
位を取得しなければならない．
　 1 ） 学会参加：本学会または地域関連団体が主催する

総会・学術大会に参加しなければならない．
　 2 ） 認定医研修会参加：本学会が主催する認定医研修

会に参加しなければならない．
　 3 ） 学会発表：本学会または地域関連団体が主催する

学会，関連学会（別表 2），教育機関，歯科医師会，
同窓会等のいずれかで歯科医療管理学分野の筆頭
者もしくは共同発表者として発表，あるいは講師，
座長，シンポジスト等をしなければならない．

　　　 　また，本学会誌ならびに関連学会誌への投稿論
文の筆頭著者もしくは共同著者でも可とする．

　 4 ） 歯科医療管理学及び別表 2に記載の関連学会関係
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の著作，臨床研修医指導・学生教育，研修期間で
の研修，学会運営．

第 5章　附　　　則

第 12条　この細則は，平成 24年 4月 1日から施行する．
第 13条　審査料，登録料，更新審査料等の金額は，各 1
万円とする．
第14条　本規則は，理事会の決議を経なければ改正また
は廃止することはできない．
第 15条　認定医の認定に関して，理事会が定める一定
期間は，10年間の実績を単位制とし審査を行う．
第16条　認定医の要件のうち，現在開催していない認定
医研修会は，本会及び地域関連団体学術大会の折に
行っている教育講演・特別講演をもって認定医研修会
と認めることとする．
　　平成 24年度より新たに認定医制度研修会を開催す
るので，これが要件 2に該当する研修会となる．また，
認定医の必須要件として，平成 23年 11月 5日に出版
された「歯科医療管理」の内容を認定委員会で認めた

（当座は執筆者予定）講師が必修教育講演として講演
し，受講した会員には，受講票を発行し，それを申請
書に添付するようにする．

（別表 1）申請のための研修単位基準
（1）学会出席等（最低 50単位以上 80単位まで）
　 1 ）本学会総会・学術大会 20単位
　 2 ）地域関連団体総会・学術大会 10単位
　 3 ）関連学会総会・学術大会 5単位
　 4 ）日本歯科医学会総会あるいは日本医学会総会
 20単位
　 5 ）各大学主催の学術大会 5単位

（2）本学会認定医研修会・セミナー 20単位
（3）学会発表等
　 1 ）筆頭発表者 10単位
　 2 ）共同発表者 5単位

（4）学会講師等
　 1 ）講演講師 10単位

　 2 ）シンポジスト 10単位
　 3 ）コーディネータ 10単位
　 4 ）セミナー講師 10単位
　 5 ）座長（口演・ポスター） 5単位

（5）論文発表等（歯科医療管理学関連）
　 1 ）本学会誌（筆頭著者） 20単位
　 2 ）本学会誌（共同著者） 10単位
　 3 ）その他の雑誌（筆頭著者） 10単位
　 4 ）その他の雑誌（共同著者） 5単位

（6）著書等（歯科医療管理学関連）
　 1 ）執筆者 20単位

（7）研修医指導・教育等
　 1 ）学生教育（歯科医療管理学関連）　1年間通して
 20単位
　 2 ）臨床研修医指導　1年間を通して 20単位

（8）研修機関での研修
　 1 ）指導医がいる大学講座での研修　1年間を通して
 10単位
　 2 ） 指導医がいる臨床研修施設での研修　1年間を通

して 10単位
（9）学会運営
　 1 ） 本学会の運営に携わった者（実行委員長・準備委

員長等） 10単位
　 2 ） 地域関連団体学会の運営に携わった者（実行委員

長・準備委員長等） 5単位

（別表 2）指定する関連学会
（1）日本歯科医学会専門分科会及び認定分科会
（2） 各大学主催の学会及び歯科医師会主催の学術大会

（都道府県レベルのもの）
（3） その他，日本医療・病院管理学会，日本医療経営学

会，その他申請に基づき認めた学会

 平成 28年 7月 16日一部改正
 平成 30年 7月 20日一部改正
� 令和 3 年 7 月 16 日一部改正
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（総則）
第 1条　本制度は，一般社団法人日本歯科医療管理学会
指導医（以下「指導医」という）が，一般社団法人日
本歯科医療管理学会（以下「本学会」という）の活動
のもとに，本学会認定医・認定士（以下「認定医・認
定士」という）並びに認定医・認定士志望者の指導・
育成等を行うことにより，認定医・認定士の資質の向
上を図るとともに，自らも指導者的役割を果たすこと
によって，学会理念の普及と国民に良質な歯科医療の
提供および歯科口腔保健の増進に寄与することを目的
とする．
第 2条　前条の目的を達成するため学会は，指導医（英
文名：Board Certified instructor of Japanese Society 
of Dental Practice Administration）を認定するととも
に，本制度の実施に必要な事業を行う．

（指導医委員会）
第 3条　学会は，本制度を運営するために指導医委員会
（以下「委員会」という）を設置する．
　 2． 指導医委員会は認定医制度委員会と認定医資格認

定審査会の中に委任設置し，指導医制度に関する
ことは認定医制度委員会に，指導医資格認定につ
いては認定医資格認定審査会が審議する．委員は
指導医資格を持つ若干名により組織する．

　 3． 指導医および資格認定に関することは，本規則以
外のことは指導医制度施行規則により定める．

第 4条　委員会は，指導医制度を運営するために次の事
務を行う．
　（1） 第 6条に定める指導医の資格条件等を定める．
　（2） 指導医申請者（更新の申請も含む）に対して第 6

条及び第 13条に定める審査認定を行う．
　（3） 第 10条に定める指導医の登録及び認定証の交付

を行う．
　（4） 第 15条に定める指導医の資格喪失に対する審査

と関連する事項について行う．
　（5） その他，指導医制度の運営に必要な事項について

行う．
（指導医の資格及び審査）
第 5条　指導医は，第 6条に定める条件を満たし，学会
が定める書類で申請し，委員会が行う審査を受ける．

2． 審査の結果，合格した者を指導医と認定し，登録の
うえ指導医認定証を交付する．

3． 指導医の認定期間中にある者は同時に認定医とみな
し，認定医認定証を交付する．

第 6条　以下の各号をすべてみたす者で，かつ，（4）（5）
（6）の合計単位数が認定医の研修単位基準で 240単位

以上を有する者は，指導医を申請できる．
　（1）日本国歯科医師の免許を有する者．
　（2） 指導医の申請時において，学会会員であり，かつ，

通算して 10年以上の会員歴を有する者．
　（3） 指導医の申請時において，学会認定医であり，か

つ，通算して 5年以上の認定医歴を有する者．
　（4） 本学会または地域関連団体が主催する総会・学術

大会，認定医研修会への参加．
　（5） 本学会（地域関連団体総会・学術大会を含む）で

の発表，本学会誌への論文掲載，他雑誌あるいは
著書の執筆者等．

　（6）本学会での講師等，教育・研修医指導等．
第 7条　指導医の資格を得ようとする者は，本施行規則
第 11条に定める認定審査料を添え，次の各号に定め
る申請書類を学会に提出しなければならない．
　（1）指導医申請書
　（2）履歴書
　（3）歯科医師免許証の写し
　（4）認定医資格証の写し
　（5）第 6条（4）（5）（6）に関する経験を証明する書類
　（6）2名以上の指導医による推薦書
　（7）払込受領証の写し
第 8条　指導医の資格審査は，第 6条の条件を満たして
いるか否かについて書類審査を行う．
　 2． 第 6条の条件を満たしている者には，指導医委員

会による面接を行う．
　 3． 審査は，委員会委員の過半数が認めた場合に合格

とする．賛否同数の場合は委員長が決する．
第 9条　指導医として適格であると認められた者は，本
施行規則第 11条に定める認定登録料を添え，学会に
登録及び認定証の交付の申請を行わなければならな
い．

（指導医の登録，期間，更新）
第 10条　指導医認定証の交付申請者には，指導医とし
て学会に登録のうえ指導医認定証を交付し学会雑誌に
公告する．
第 11条　指導医の登録期間は，認定した期日から 5年
間経過後まで（認定期限）とする．
第 12条　登録期間終了後も引き続き指導医を希望する
者は，認定期限までの更新申請期間に本施行規則第 11
条に定める認定更新料を添えて更新の申請を行い，審
査を受ける．
　 2．更新の条件は，第6条の申請の条件と同じとする．
　 3．更新時には原則面接は行わない．
　 4． 指導医の更新が承認された場合，認定医制度規則
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第 6章および認定医制度施行規則第 4章に定めら
れた認定医の更新も承認されたものとみなす．

第 13条　審査のうえ，第 6条の条件を満たしている者
には更新を認め，第 10条と第 11条と同様に扱う．

（指導医の責務）
第 14条　指導医は，日本歯科医療管理学会に関連する
学会や研究会等に積極的に参加し，日本歯科医療管理
学会の理念に沿って歯科医療についての成果を公表す
るよう努めなければならない．

（指導医の資格喪失）
第 15条　指導医は，次の各号のいずれかに該当すると
きは，委員会，常任理事会の議を経てその資格を失う．
　（1）本人が資格の辞退を申し出たとき．
　（2）日本国歯科医師免許を喪失したとき．
　（3）学会会員の資格を喪失したとき．
　（4）指導医の認定期限が終了したとき．
　（5） 学会の理念に反して，指導医として不適当と認め

たとき．
第 16条　指導医の資格を喪失した者であっても，喪失
の事由が消滅したときは再び指導医の資格を申請する
ことができる．

（補則）
第 17条　指導医申請会員は，委員会の決定に関する異
議を理事長に申し立てることができる．
　 2． 理事長は，申し立て内容について理事会で検討の

うえ，当事者に回答を行う．
第　18　条　本規則は，理事会および総会の決議を経なけ
れば改正または廃止することはできない．
第 19条　本規則の施行について必要な施行規則は別に

定める．

附則
1　本規則は，平成 25年 8月 1日から施行する．
2　 本規則の施行にあたり，暫定措置期間及び暫定措置
を次のように定める．

　（1） 平成 28年 3月 31日までの期間を暫定措置期間と
する．

　（2） 暫定措置期間においては，第 6条の（3）に定める
認定医歴が 5年以上なくても，そのほかの資格条
件を充足している者は指導医の申請ができ，委員
会で審査するものとする．

　（3） 暫定措置期間の申請については，第 7条の（5）及
び第 8条の 2を免除する．

　（4） 暫定措置期間に指導医となった場合の指導医認定
期間は，認定医認定期間とする．

3　 暫定措置期間中であって本学会に指導医が存在しな
い場合は，理事長の委任によって指導医制度は認定
医制度委員会に，指導医の認定業務は認定医資格認
定審査会で行うことができる．

4　 本規則は平成 30年 5月 1日一般社団法人日本歯科
医療管理学会設立に伴い，「日本歯科医療管理学会」
を「一般社団法人日本歯科医療管理学会」と読み替
えるものとする．

 平成 28年 7月 16日一部改正
 平成 30年 7月 20日一部改正
 令和　元　年 7月 13日一部改正
 令和 3 年 7月 16日一部改正
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（制定の主旨）
第 1条　一般社団法人日本歯科医療管理学会指導医制度
規則（以下「規則」という）の施行にあたって，規則
に定めた事項のほかは一般社団法人日本歯科医療管理
学会指導医制度施行規則にしたがって運営する．

（指導医委員会）
第 2条　指導医委員会（以下「委員会」という）の委員
は指導医であり，理事長は認定医制度委員会と認定医
資格認定審査会の若干名に委任する．委員長は委員会
の互選とする．
　 2． 指導医制度に関することは委任された認定医制度

委員会が，指導医資格認定については委任された
認定医資格認定審査会が審議する．

　 3． 委員の任期は認定医制度委員会と認定医資格認定
審査会と同じとする．

第 3条　委員会は，半数以上の委員の出席で会議を開催
する．
　 2． 委員会の議事は，規則で定めるほかは委員長を除

く出席委員の過半数で決する．可否同数のとき
は，委員長の決するところによる．

（指導医認定単位の算定）
第 4条　規則第 6条（2）に定める会員の有無及び会員歴
は，会費の納入年度をもって把握する．
第 5条　規則第 6条（3）に定める認定医の有無及び認定医
歴は，委員会に登録された認定医名簿をもって把握する．
第 6条　規則第 6条（4）から（6）に定める 240単位以
上の算定は，申請時より起算して過去 5年間のものと
し，指導医取得単位としては以下のとおりとする．ま
た，取得単位は（1）（2）は必須とし，（3）（4）（5）（6）の
単位を合わせて所定の単位を取得しなければならない．
　（1） 本学会または地域関連団体が主催する総会・学術

大会に参加し 60単位以上取得しなければならな
い．

　（2） 認定医研修会への参加を 2回以上の 40単位以上
取得しなければならない．

　（3） 日本歯科医療管理学会（地域関連団体総会・学術
大会を含む）での発表．

　（4） 日本歯科医療管理学会雑誌への発表，あるいは歯
科医療管理学関連での他雑誌や著書の執筆者．

　（5） 日本歯科医療管理学会（地域関連団体総会・学術
大会を含む）および指定する関連学会での学会講
師等．

　（6） 歯科医療管理学に関連して，学生教育および臨床
研修医指導．

　 2． 単位基準については，本学会認定医制度施行規則

別表に定めるとおりとする．
（申請書類）
第 7条　認定申請書類のうち様式を定めるものは，それ
ぞれの様式に従う．
　 2． 規則第 6条（5）に該当する論文等は，別刷あるい

は写しを 1部添付する．
（指導医認定審査等）
第 8条　規則第 8条に定める審査は，少なくとも年 1回
行う．審査の期日・場所等は開催日より 30日以上前
に本人に宛てて文書で通知する．
　 2． 規則第 8条の 2に定める面接審査は，委員会の複

数の委員によって行う．
第 9条　審査の結果は，理事会に報告し承諾を得，結果
決定後 30日以内に本人に宛てて文書で通知する．

第 10条　審査の結果指導医と認められた者は，規則第 9
条に定める手続きを結果決定後 3カ月以内に行う．正
当な理由がなく 3カ月以内に行われない場合は，認定
を取り消す．

（指導医認定にかかる費用）
第 11条　規則第 7条，第 9条，第 12条に定める費用は，
以下のとおりとする．
　（1）認定審査料 1回 10,000円
　（2）認定登録料（認定証発行を含む）20,000円
　（3）認定更新料（認定証発行を含む）1回 20,000円

（指導医研修会）
第 12条　指導医の研鑚のため，指導医研修会を設ける．
　 2． 指導医は認定期間内において，指導医研修会に 1

回以上参加しなければならない．
（その他）
第13条　本規則は，理事会の決議を経なければ改正また
は廃止することはできない．

附則
1　本施行規則は，平成 25年 8月 1日から施行する．
2　 規則の施行にあたり，規則附則第 2条に定める暫定
措置は，本施行規則にも適用する．

3　 暫定期間においては指導医制度および認定医制度の
速やかな運用を行うために，本学会の研修テキスト
として刊行された「歯科医療管理」執筆者は，第 6条
1項の指導医必須単位を修得している者とみなす．

 平成 28年 7月 16日一部改正
 平成 30年 7月 20日一部改正
 令和　元　年 7月 13日一部改正
� 令和 3 年 7 月 16 日一部改正
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一般社団法人日本歯科医療管理学会認定士制度規則

（総則）
第 1条　本制度は，歯科医療に連携する者が，一般社団
法人日本歯科医療管理学会（以下「本学会」という）
の活動のもとに，学会認定士（以下「認定士」という）
として医の資質の向上を図るとともに，社会構造や疾
病構造の変化の中で自らも医療連携者としての役割を
果たすことによって，学会理念の普及と国民に良質な
歯科医療の提供および歯科口腔保健の増進に寄与する
ことを目的とする．
第 2条　前条の目的を達成するため本学会は，認定士を
認定するとともに，本制度の実施に必要な事業を行う．

（認定士の呼称）
第 3条　歯科衛生士および歯科技工士に関しては，専門
教育を受け国家資格を取得していることを鑑み，特に
認定歯科衛生士，認定歯科技工士と呼称する．

（認定士委員会）
第 4条　本学会は，本制度を運営するために認定士委員
会（以下「委員会」という）を設置する．
　 2． 認定士委員会は認定医制度委員会と認定医資格認

定審査会の中に委任設置し，認定士制度に関する
ことは認定医制度委員会に，認定士資格認定につ
いては認定医資格認定審査会が審議する．

　 3． 認定士に関する資格認定に関することは，本規則
以外のことは認定士制度施行規則により定める．

第 5条　委員会は，認定士制度を運営するために次の事
務を行う．
　（1） 第 7条に定める認定士の資格条件等を定める
　（2） 認定士申請者（更新の申請も含む）に対して第 7

条及び第 14条に定める審査認定を行う
　（3） 第 11条に定める認定士の登録及び認定証の交付

を行う
　（4） 第 16条に定める認定士の資格喪失に対する審査

と関連する事項について行う
　（5） その他，認定士制度の運営に必要な事項について

行う
（認定士の資格及び審査）
第 6条　認定士の審査は，試験および申請書類によって
行う．
　 2． 審査の結果，合格した者を認定士と認定し，登録

のうえ認定士認定証を交付する．
第 7条　以下の各号をすべてみたす者は，認定士を申請
できる．
　（1）歯科医療連携に関する国家資格免許を有する者
　（2） 認定士の申請時において，3年以上継続して本学

会会員であること

　（3）別に定める研修実績を有する者
第 8条　認定士の資格を得ようとする者は，本施行規則
第 10条に定める認定審査料を添え，次の各号に定め
る申請書類を本学会に提出しなければならない．
　（1）認定士申請書
　（2）履歴書
　（3）資格免許証の写し
　（4）第 7条（3）に関する経験を証明する書類
第 9条　認定士の資格申請審査は，第 7条の条件を満た
しているか否かについて書類審査を行う．
　 2． 審査は，委員会委員の過半数が認めた場合に合格

とする．賛否同数の場合は委員長が決する．
第 10条　認定士として適格であると認められた者は，
本施行規則第 10条に定める認定登録料を添え，学会
に登録及び認定証の交付の申請を行わなければならな
い．

（認定士の登録，期間，更新）
第 11条　認定士認定証の交付申請者には，認定士とし
て学会に登録のうえ認定士認定証を交付し本学会雑誌
に公告する．
第 12条　認定士の登録期間は，認定した期日から 5年
間とする．
第 13条　登録期間終了後も引き続き認定士を希望する
者は，認定期限までの更新申請期間に本施行規則第 10
条に定める認定更新料を添えて更新の申請を行い，書
類審査を受ける．
　 2． 更新の条件は，第7条の申請の条件と同じとする．
第 14条　書類審査のうえ，第 7条の条件を満たしてい
る者には更新を認め，第 11条と第 12条と同様に扱う．

（認定士の責務）
第 15条　認定士は，本学会に関連する学会や研究会等
に積極的に参加し，本学会の理念に沿って歯科医療に
ついての成果を公表するよう努めなければならない．

（認定士の資格喪失）
第 16条　認定士は，次の各号のいずれかに該当すると
きは，社員総会の議を経てその資格を失う．
　（1）本人が資格の辞退を申し出たとき
　（2）国家資格免許を喪失したとき
　（3）学会会員の資格を喪失したとき
　（4）認定士の認定期限が終了したとき
　（5） 学会の理念に反して，認定士として不適当と認め

たとき
第 17条　認定士の資格を喪失した者であっても，喪失
の事由が消滅したときは再び認定士の資格を申請する
ことができる．
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第 18条　認定士申請会員は，委員会の決定に関する異
議を理事長に申し立てることができる．
　 2． 理事長は，申し立て内容について理事会で検討の

うえ，当事者に回答を行う．
（補則）
第　19　条　本規則は，理事会および総会の決議を経なけ
れば改正または廃止することはできない．
第 20条　本規則の施行について必要な施行規則は別に
定める．

附則
1　本規則は，平成 30年 5月 1日から施行する．
2　 本規則の施行にあたり，暫定措置期間及び暫定措置
を次のように定める．

　（1） 平成 33年 4月 30日までの期間を暫定措置期間と

する．
　（2） 暫定措置期間においては，第 7条の（2）に定める

学会員歴が 3年以上なくても，そのほかの資格条
件を充足している者は認定士の申請ができ，委員
会で審査するものとする．

　（3） 暫定措置期間においては，認定士認定は試験審査
を免除し申請書類審査により行うものとする．

3　 本規則は平成 30年 5月 1日一般社団法人日本歯科
医療管理学会設立に伴い，「日本歯科医療管理学会」
を「一般社団法人日本歯科医療管理学会」と読み替
えるものとする．

 令和元年 7月 13日一部改正
 令和 3年 7月 16日一部改正
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一般社団法人日本歯科医療管理学会認定士制度施行規則

（主旨）
第 1条　一般社団法人日本歯科医療管理学会認定士制度
規則（以下「規則」という）の施行にあたって，規則
に定めた事項のほかは一般社団法人日本歯科医療管理
学会認定士制度施行規則にしたがって運営する．

（認定士委員会）
第 2条　認定士委員会（以下「委員会」という）は，認
定医制度委員会と認定医資格認定審査会に委任設置す
る．
　 2． 認定士制度に関することは委任された認定医制度

委員会が，認定士資格認定については委任された
認定医資格認定審査会が審議する．

　 3． 委員の任期は認定医制度委員会と認定医資格認定
審査会と同じとする．

第 3条　委員会は，半数以上の委員の出席で会議を開催
する．
　 2． 委員会の議事は，規則で定めるほかは委員長を除

く出席委員の過半数で決する．可否同数のときは，
委員長の決するところによる．

（認定士認定単位の算定）
第 4条　規則第 7条（2）に定める会員の有無及び会員歴
は，会費の納入年度をもって把握する．
第 5条　認定士申請者は，次の各号に定める項目につい
て所定の研修を修めなければならない．単位の算定は
申請時より起算して過去 3年間のものとする．取得単
位は 45単位以上取得しなければならない．また，取得
単位（1）は必須とし，（2）（3）の単位を併せて所定の
単位を取得しなければならない．ただし，歯科衛生士
および歯科技工士に関しては取得単位を 40単位以上
とする．
　（1） 学会参加：本学会または地域関連団体が主催する

総会・学術大会に参加しなければならない
　（2） 認定医研修会参加：本学会または地域関連団体が

主催する認定医研修会に参加しなければならない
　（3） 学会発表：本学会または地域関連団体が主催する

学会，関連学会，教育機関，歯科医師会，同窓会
等のいずれかで筆頭者もしくは共同発表者として

発表，あるいは講師，座長，シンポジスト等のい
ずれかをしなければならない．また，本学会誌へ
の投稿論文の筆頭著者もしくは共同著者でも可と
する

　 2． 単位基準については，本学会認定医制度施行規則
別表 1に定めるとおりとする．

（申請書類）
第 6条　認定申請書類のうち様式を定めるものは，それ
ぞれの様式に従う．

（認定士認定審査等）
第 7条　規則第 6条に定める審査は，少なくとも年 1回
行う．
第 8条　審査の結果は，理事会に報告し承諾を得，結果
決定後 30日以内に本人に宛てて文書で通知する．

第 9条　審査の結果，認定士と認められた者は，規則第
10条に定める手続きを結果決定後 3か月以内に行う．
正当な理由がなく 3か月以内に行われない場合は，認
定を取り消す．

（認定士認定にかかる費用）
第 10条　規則第 7条，第 9条，第 12条に定める費用は，
以下のとおりとする．
　（1）認定審査料 1回 5,000円
　（2）認定登録料（認定証発行を含む）5,000円
　（3）認定更新料（認定証発行を含む）1回 5,000円

（その他）
第　11　条　本規則は，理事会の決議を経なければ改正ま
たは廃止することはできない．

附則
1　本施行規則は，平成 30年 5月 1日から施行する．
2　 規則の施行にあたり，規則附則第 2条に定める暫定
措置は，本施行規則にも適用する．

 平成 30年 7月 20日一部改正
 令和　元　年 7月 13日一部改正
 令和 3 年 7月 16日一部改正
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一般社団法人日本歯科医療管理学会倫理審査委員会規則

（目的）
第 1条　本規則は，一般社団法人日本歯科医療管理学会
（以下，本学会）の会員が行う，人を対象とした医学系
研究において，へルシンキ宣言及び国の定める倫理指
針の趣旨に沿った倫理的配慮を図ることを目的とす
る．

（設置）
第 2条　前条の目的を達成するため，本学会に倫理審査
委員会（以下，委員会）を置く．

（組織）
第 3条　委員会の組織について，委員は以下のように定
める．
　（1）委員長　1名
　（2）副委員長　1名
　（3）本学会会員である開業歯科医　最低 1名
　（4）本学会会員である歯科衛生士　最低 1名
　（5）倫理学・法律学の有識者　1名
　（6）一般の立場の者　1名
2　委員会の委員数は，10名以下とし，男女両性により
構成する．
　なお，委員長，副委員長については，大学等で医学系
研究倫理の研修を定期的に終了している者とする．

3　委員は，理事長が委嘱する．
4　委員の任期は 2年間とする．
　ただし再任は妨げない．委員に欠員が生じた場合は，
これを補充するものとし，その任期は，前任者の残任
期間とする．

5　委員長に事故のあるときは，副委員長がその職務を
代行する．

（運営）
第 4条　委員会の運営にあたっては，以下のように定める．
　（1）委員長は委員会を招集し，その議長となる．
　（2） 委員会は委員の 3分の 2以上が出席し，かつ有識

者あるいは一般の立場の者の委員が少なくとも 1
名が出席しなければ開催できないものとする．

　（3） 審議の結論は，やむを得ない場合を除き，出席委
員の全会一致をもって決定する．

　（4） 審査を行った研究に関する審査資料は，当該研究
の終了について報告される日までの期間（侵襲（軽
微な侵襲を除く．）を伴う研究であって介入を伴
うものに関する審査資料にあっては，当該研究の
終了について報告された日から 5年間を経過した
日までの期間），適切に保管しなければならない．

（審査）
第 5条　本学会会員が医学研究倫理上の判断を必要とす

る研究を行おうとするときは，理事長に研究計画の審
査を申請するものとする．
　理事長は，申請を受理したときは，速やかに委員会に
審査を付託するものとする．

2　次に掲げるいずれかに該当する審査については，委
員会が指名する委員によって迅速審査を行い，審査の
結果は全委員に報告するものとする．
　（1） 他の研究機関と共同して実施される研究であっ

て，すでに共同機関において審査を受けている研
究

　（2）研究計画の軽微な変更
　（3）侵襲および介入を伴わない研究
　（4） 軽微な侵襲を伴う研究であって介入を伴わない研

究
3　小児，障害者等の研究対象者とする研究計画の審査
を行い，意見を述べる際は，これらの者について見識
を有する者に意見を求めなければならない．

4　その他，必要に応じて研究の関係者に対して審査の
対象，内容等について，研究の説明及び同席を認める
ことができ，有識者に対しては意見を求めることがで
きる．

（審査内容）
第 6条　委員会は前条の付託があったときは，速やかに
審査を開始するものとし，特に次の各号に掲げる観点
に留意して，審査を行うものとする．
　（1） 研究の対象となる個人（以下「個人」という．）の

人権及び情報の擁護
　（2）個人に理解を求め同意を得る方法
　（3） 研究によって生ずる個人への不利益ならびに危険

性に対する予測
（判定）
第 7条　審査の判定は，次の各号に掲げるものとする．
　（1）非該当
　（2）承認
　（3）条件付き承認
　（4）変更の勧告
　（5）不承認

（再審査の請求）
第 8条　申請者は，審査の結果に異議があるときは，理
事長に対して再審査を求めることができる．

（情報公開）
第 9条　委員会における情報の公開等について，以下の
ように定める．
　（1） 委員会の審査結果および決定の公開を原則とす

る．
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　（2） 個人のプライバシーや研究の独自性，知的財産権
等を保持するため，過半数の委員が必要と認めた
ときは，これを非公開とすることができる．

（守秘義務）
第 10条　委員及び委員であった者は，正当な理由があ
る場合でなければ，その知り得た秘密を，他に漏らし
てはならない．

（申請手続き）
第 11条　倫理審査の申請手続きに関し，以下のように
定める．
　（1） 委員会での審議を希望する者は，所定の倫理審査

申請書に必要事項を記載し，理事長に提出しなけ
ればならない．

　（2） 理事長は申請事項を委員会に諮問し，委員会は審
議を行う．

　（3）委員長は，審議の結果を理事長に答申する．
　（4） 理事長は，所定の審査結果通知書により，申請者

に通知する．
　（5） 前項の通知をするにあたって，条件付き承認，変

更の勧告あるいは不承認のいずれかである場合に
は，その条件または変更内容，不承認の理由等を
記載しなければならない．

（補則）
第 12条　申請者は委員会に出席し，申請内容を説明す
るとともに，意見を述べることができる．
第 13条　本規程に定めるもののほか，この規程の実施
に当たって必要な事項は，委員会が別に定める．

（本規則の改廃）
第14条　本規則は，理事会の決議を経なければ改正また
は廃止することはできない．

附則
　 1．本規則は，平成 28年 7月 16日から施行する．
　 2． 本規則は平成 30年 5月 1日一般社団法人日本歯

科医療管理学会設立に伴い，「日本歯科医療管理
学会」を「一般社団法人日本歯科医療管理学会」
と読み替えるものとする．

　 3．本規則は令和 3年 7月 16日一部改正する．
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一般社団法人日本歯科医療管理学会雑誌投稿規則

　1．一般社団法人日本歯科医療管理学会雑誌に掲載する総
説，論壇，原著，短報，視点，臨床の投稿については，
下記のように規定する．

　 1 ）総説
　　　 歯科医療管理に関する研究や調査についての総括およ

び解説を内容とする．
　 2 ）論壇
　　　 意見を述べ，論議を戦わせるための一石を投じるよう

な内容とする．
　 3 ）原著
　　　 歯科医療管理に関する独創的な研究および科学的で客

観的に結論が得られ，歯科保健医療に寄与するもの．
　 4 ）短報
　　　 独創的な研究および科学的な観察を簡潔にまとめたも

の．
　 5 ）視点
　　　 事例，臨床手法の改良・提言，実践的な活動，調査報

告および新しい動向などを整理した内容のもの．
　　　 ただし，原則として総説の投稿は編集委員会から依頼

することとする．希望する論文の分類を記入するこ
と．

　 6 ）臨床
　　　 歯科医療管理学的な観点による，症例報告，臨床統計，

臨床技術の創意工夫，調査研究などの投稿を「臨床」
論文とする．必要な病態写真を添え，症例報告に限っ
ては結語を省略することを可とする．

　2．投稿は，本会の会員で会費納入者に限るものであって，
共著者が本会会員でない場合は，その氏名は本会雑誌に
は発表できない．また論文は，本誌の目的に適し，他に
未発表のものに限る（二重投稿の厳禁）．

　3．投稿原稿については複数の査読者の意見をもとに編集委
員会で検討し，その採否を決定する．また，体裁の統一
は編集委員会に一任される．

　4．原著の同一著者による投稿は 1号に 1編とする．原著と
依頼稿など種別の違う場合は，この限りでない．

　5．論文の掲載頁（1頁は 800字詰の原稿で約 3枚に相当す
る），掲載料は下記のとおりとする．

　　 超過頁分については著者負担（頁数×9,200円）とする．
総説以外の図・写真の図版製作費（本雑誌に適した図の
トレース代を含む），カラー印刷費，および英文添削代は
全頁を通じて著者負担とする．

　6．投稿原稿には必ず最新の論文投稿票・承諾書を添付する．
　7．別刷の実費は著者負担．費用は表紙 5,000円，一部 100
円で 50部以上とする．希望部数を投稿票に記入するこ
と．

　8．著者校正は原則として，初校にて 1回とする．その際組
版面積に影響するような，加筆，変更，追加，削除は固
くお断りする．校正の送付先を投稿票に明記し，期日厳
守のこと．

　9．投稿原稿にはコピーを 2部添付し，本会に 3部提出する．
なお掲載された原稿は返却しない．

10．原著論文は，緒言，材料および方法，結果，考察，結論，
文献，和文概要，英文抄録（Abstract 200語以内，英文
抄録の日本語対訳を付けること），および著者への連絡
先を書く．なお，題名，著者名，共著者名，所属機関名，
指導者または主任の氏名と職名，3～5語程度のキー・
ワードを和文と英文で入れる．

11．総説，論壇，短報および視点には題名，著者名，共著者
名，所属機関名，指導者または主任の氏名と職名を和文
と英文で入れる．和文概要と英文抄録は不要．キー・
ワードは和文のみ入れる．

12．原稿は，口語体，新かなづかい，横書きとし，A4判用紙
でワープロソフトを使用のこと．その際，25字×32行

（10.5ポイント）を 1枚とする．また，ページごとに行
番号を記載する．外国語は原綴りとし，ダブルスペース
で活字体，タイプライター，ワープロソフトを使用のこ
と．

13．文献は引用順に本文中に番号をつけ（例えば村瀬30）のよ
うに），次の順に記載する．

（例）＜雑誌の場合＞
　 1 ） 大塚博壽，増田勝美，大西陽一郎：歯科医療管理学の

範疇を求めて―特に過去 10年間・1,569編の文献の示
す意義について―，日歯医療管理誌，24：79～83，1990．

　 2 ） Garner, L.　D.：Tongue posture in normal occlusions, J. 
Dent. Res., 41：771～778, 1962.

　　＜単行本の場合＞
　 3 ） 総山孝雄：歯科医療管理学入門，第 1版，p.　95～120，

医歯薬出版，東京，1993．
　 4 ） Thoma, K.　H.：Oral Pathology, 3rd ed., p.　123～140, 

Mosby, St. Louis, 1950.
　　＜分担執筆による単行本の場合＞
　 5 ） 川口陽子：集団への口腔ヘルスケアとコミュニケー

ション，石川達也，高江洲義矩，中村譲治，深井穫博，
編：かかりつけ歯科医のための新しいコミュニケー
ション技法，第 1版，p.　224～240，医歯薬出版，東京，
2000．

　 6 ） Torneck, C.　D.：Dentin‒pulp complex, Ten Cate, A.　R., 
ed.：Oral histology, 5th ed., p.　150～196, Mosby, St. 
Louis, 1998.

掲載頁，掲載料＊

総　説 　8頁以内（図，表 6個以内）
＊学会負担（別刷 30部贈呈）

論　壇 　8頁以内　＊2頁まで学会負担
原　著 16頁以内　＊2頁まで学会負担
短　報 　3頁以内　＊2頁まで学会負担
視　点 　8頁以内　＊2頁まで学会負担
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　　＜翻訳書の場合＞
　 7 ） Martin, D.　W., Mayers, P.　A. and Rodwell, V.　W.（上代

淑人，監訳）：ハーパー・生化学，第 24版，p.　402～
405，丸善，東京，1997．

　　＜オンラインジャーナルの場合＞
　　　 号や頁が与えられていないものは，DOI（Digital Ob- 

ject Identifier）が付与されている場合は明記するこ
と．

　 8 ） O’Mahony, S., Rose, S.　L., Chilvers, A.　J., Ballinger, J.　
R., Solanki, C.　K., Barber, R.　W., Mortimer, P.　S., 
Purushotham, A.　D., Peters, A.　M.：Finding an opti-
mal method for imaging lymphatic vessels of the 
upper limb, Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging, 2004. 
doi：10.1007/s00259-003-1399-3

14．数字はアラビア数字で，単位記号は国際単位系（SI）を
用いる．（例）m，cm，mm，μm，cm3，l，ml，kg，g，
mg，℃など．

15．図，表，および説明は日本語を使用する．挿入箇所を本文
右側欄外に朱書する．トレース希望の場合は鉛筆書きで
よい（ただし明瞭に）．不鮮明な図は編集委員会でトレー
スにまわす（有料）．

16．投稿原稿に加え，これと同一内容を記録した電子記録媒
体を添付すること．この場合は，印字された原稿をオリ
ジナル原稿として取り扱い，電子記録媒体は印刷所にお
ける組版の補助として使用する．

17．投稿規則に合致しない原稿は，返却のうえご訂正願うこ
とがある．編集委員会からの依頼原稿は別規定による．

18．本規則以外の事項と規定の変更は編集委員会で決定す
る．

19．本誌掲載の著作物の著作権は本学会に帰属するものとす
る．

20．疫学研究，臨床研究および動物実験に関しては，倫理審
査委員会等による審査を受け，投稿原稿の「材料と方法」
の項にその旨を記載する．承認した倫理審査委員会の名
称および承認番号を記載する．

21．利益相反に関する言及が必要な場合は，謝辞に記載する．
22．原稿の送付先は下記のとおりとする．投稿論文在中と朱
書すること．

　　〒 170‒0003　東京都豊島区駒込 1‒43‒9
　　一般財団法人口腔保健協会内
　　一般社団法人日本歯科医療管理学会編集委員会
　　Tel：03‒3947‒8894　Fax：03‒3947‒8073
附則
　1．本規則は理事会の決議を経なければ改正または廃止する
ことはできない．

　2．本規則は第 45巻第 1号から適用する．
　3．本規則は平成 30年 5月 1日一般社団法人日本歯科医療

管理学会設立に伴い，「日本歯科医療管理学会」を「一般
社団法人日本歯科医療管理学会」と読み替えるものとす
る．

　4．本規則は，令和元年 5月 27日一部改正する．
　5．本規則は，令和 2年 6月 11日一部改正する．
　6．本規則は，令和 3年 7月 16日一部改正する．

電子記録媒体（CD‒R，USBメモリ等）の添付について

　1．テキストファイルへの変換について
　原稿は，マッキントッシュあるいはWindowsのWord
ファイルで保存して下さい．
　2．入力の際のお願い
　原稿は表紙，和文概要，索引用語，本文，文献，著者への
連絡先，英文抄録，Key words，日本語対訳，付図説明の順に
保存して下さい．なお，入力にあたり数字，欧文はすべて半
角で入力して下さい．また，欧文における単語間は半角にし

て下さい．改行マークは段落の最後にのみ入力して下さい．
　3．ラベルの貼付
　投稿者の氏名，所属，論文タイトルを明記したラベルを貼
付願います．
　4．バックアップ
　郵送時の不測の事故で，内容を消失する事態がないとは言
い切れませんので，投稿前に必ずバックアップをお願い申し
上げます．

　一般社団法人日本歯科医療管理学会では，複写複製に係る著作権を学術著作権協会に委託しています．当該利用を
ご希望の方は，学術著作権協会（https://www.jaacc.org/）が提供している複製利用許諾システムを通じて申請くだ
さい．
　
Japanese Society of Dental Practice Administration authorized Japan Academic Association For Copyright Clearance

（JAC）to license our reproduction rights of copyrighted works. If you wish to obtain permissions of these rights in the 
countries or regions outside Japan, please refer to the homepage of JAC（http://www.jaacc.org/en/）and confirm 
appropriate organizations to request permission.

複写をご希望の方へ
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日本歯科医療管理学会雑誌 論文投稿票

�．論文の分類（マークして下さい)

□総説 □論壇 □原著 □短報 □視点 □臨床

�．論文タイトル

�．著者名（会員番号），共著者名（会員番号）

�．所属機関，指導者または主任の氏名と職名

�．原稿の構成

・本文（表紙，英文抄録，本文，文献を含む） 枚

・付図 枚 付表 枚 付図説明 枚 CD等 有・無

�．別刷希望部数 部（50 部以上)

�．連絡先（投稿・校正責任者)

（氏名)

（住所）〒

電話 Fax E-mail

�．備考，連絡事項

（裏面にチェックリストがあります)

承 諾 書

日本歯科医療管理学会 殿

年 月 日

下記に署名・捺印した著者は下記の表題の投稿原稿が「日本歯科医療管理学会雑誌」に掲載された

際には，同誌の投稿規程により，著作権を貴学会に帰属することを承諾致します．

・論文タイトル

・著者（全員） 印 印

印 印

印 印

印 印



貴稿が日本歯科医療管理学会雑誌の投稿規則に沿ったものであるかを必ず確認し，下記

事項について，著者がチェック欄にチェック（✓印）してください．

著者
チェック

編集委員会
チェック

□ 本誌最新号に綴じ込みの投稿票・承諾書をお使いですか □□

□ 著者はすべて本学会会員ですか □□

□ 承諾書には著者全員が署名，捺印してありますか □□

□ 原稿は A4判 800字（25字×32 行）詰，10.5 ポイントで，口語体，新か

なづかい，横書きですか．またページごとに行番号を記載してあります

か

□□

□ 原著論文は，緒言，材料および方法，結果，考察，結論，文献，和文概要，

英文抄録（Abstract 200語以内，英文抄録の日本語対訳付），および著者

への連絡先の順に記載されていますか

□□

□ 原著論文は題名，著者名，共著者名，所属機関名，指導者または主任の氏

名と職名，3〜5語程度のキー・ワードを和文と英文で記入してあります

か

□□

□ 総説，論壇，短報，視点および臨床には題名，著者名，共著者名，所属

機関名，指導者または主任の氏名と職名を和文と英文で入れてあります

か．また和文のキー・ワードを入れてありますか

□□

□ 文献は所定の書き方で，引用順となっていますか □□

□ 図，表は本文末にまとめ，挿入箇所を本文右側欄外に朱書してあります

か

□□

□ カラー写真にはカラー，モノクロ印刷の指定がされていますか □□

□ 原稿には通しページ番号が記載されていますか □□

□ 原稿はオリジナル 1部，コピー 2部の計 3部が用意してありますか □□

□ 個人を特定できないような配慮をしましたか □□

□ 投稿に際しての研究倫理に関する事項を確認しましたか □□

□ 利益相反に関する言及が必要な場合は謝辞に記載しましたか □□
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▶ COVID‒19が令和 5年 5月 8日から「5類感染症」と
なりました．この 3年間，生活や仕事および医療提供体
制等がさまざまに影響を受けてきたと思います．会議等
がオンラインでスムーズに開催できるようになってきま
したが，やはり対面での学会活動などの重要性も改めて
感じられているところではないでしょうか？　特に，オ
ンデマンドによる配信など便利な機能も増えてきまし
た．オンデマンドは何度でも聞けるという利点もある一
方で，何度でも聞けるということから聞き流してしまう
という欠点もあります．対面では，聞き返すことができ
ないので集中して聞くようになります．今後はそれぞれ
の利点を活かした学術活動が期待されます．
▶次回の診療報酬改定は医療・介護・福祉のトリプル改
定となります．医療 DXや引き続きの感染対策，新規技
術の導入，給付調整など書き出すときりがありません
が，さまざまな課題が山積しています．特に新規技術に
は学会からの医療技術提案が非常に重要となってきます．

歯科医療提供はこれまで外来を中心に行われてきました
が，地域包括ケアシステムを中心に通院が困難な者や入
院・入所中の方へ効果的な口腔健康管理を提供するため
の方策を構築することが重要と考えます．すでに「令和
6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会」においても
議論が始まっています．充実した診療報酬同時改定を期
待したいと思います．
▶さて，本号では原著 2編，視点 2編が掲載されていま
す．原著では，急性期病院における看護師の口腔ケアへ
の意識調査と千代田区内の歯科診療所における医療連携
についてです．また視点では，顔面多発骨折に対する
Matrix WAVE MMFシステムや病院における造血幹移
植チームにおける口腔管理など多岐にわたる内容となっ
ております．ぜひご一読いただきますとともに，本学会
への積極的な論文投稿をよろしくお願いいたします．
 （恒石美登里　記）

記後集編

　日本歯科医療管理学会雑誌発行日程表
　ただし 1号は講演抄録も掲載します．

巻　号 原稿締切日 編集委員会 発行予定日

1号  1月末日  2月中旬  5月 25日
2号  4月末日  5月中旬  8月 25日
3号  7月末日  8月中旬 11月 25日
4号 10月末日 11月中旬  2月 25日

　　　　　（必　着）
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　日本歯科医療管理学会維持会員
 1．医歯薬出版株式会社
 2．長田電機工業株式会社
 3．株式会社松風
 4．株式会社モリタ
 5．株式会社ヨシダ

　日本歯科医療管理学会賛助会員
 1．相田化学工業株式会社
 2．OEC株式会社
 3．株式会社ジーシー
 4．株式会社ニッシン
 5．株式会社ヒョーロン・パブリッシャーズ
 6．メディア株式会社
 7．株式会社茂久田商会
 8．株式会社UKデンタル
 9．和田精密歯研株式会社

藤　井　一　維

堀　川　晴　久

森　田　一　三

（委員長）
岸　　　光　男

（副委員長）
福　澤　洋　一

恒 石 美 登 里

鶴　田　　　潤

日本歯科医療管理学会雑誌　第 58巻第 1号

（通巻第 153 号 ) 
令和 5 年 6 月 10 日　印刷
令和 5 年 6 月 25 日　発行

　　　　発 行 者 尾　　﨑　　哲　　則

　　　　発 行 所 一般社団法人日本歯科医療管理学会
〒 170-0003 東京都豊島区駒込 1-43-9

（一財）口腔保健協会内
Tel. 03（3947）8891（代）
Fax.　03（3947）8341　　

　　　制作：（一財）口腔保健協会　http：//www. kokuhoken.or.jp/













埋入時や二次手術時などに測定することによって、
インプラントの初期固定、オッセオインテグレー
ションの度合、インプラントの予後の評価を数値で
知ることができます。ヒーリングアバットメントや
補綴物などを外すことなくすぐに測定できます。

感覚を見える化する、インプラント安定性測定器

トレフィンバーを用いた除去方法とは異なり、インプラント体の
スレッドを利用し、逆回転にトルクを与えるというシンプルな操作で
摘出できます。オッセオインテグレーションを破壊することで、
インプラント体周囲の健康な骨を保存することが可能です。

インプラント体を低侵襲で除去するためのキット
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販売名：Neo CMI インプラントシステム用手術器具 / 一般的名称：歯科用インプラント手術器具 / 一般医療機器 / 医療機器製造販売届出番号： 27B1X00122000021 | 販売名：Neo CMI インプラント手術用ドリルビット / 一般的名称：手術用ドリルビ
ット / 一般医療機器 / 医療機器製造販売届出番号： 27B1X00122000027 |  販売名：AnyCheck-エニーチェック- / 一般的名称：歯牙動揺測定器 / 特定保守管理医療機器 / 医療機器認証番号：231AFBZI00007000

本社　〒533-0031 
大阪府大阪市東淀川区西淡路 3-15-46
TEL  06-6321-8551　FAX 06-6321-8522



�一般社団法人日本歯科医療管理学会とは　…
　近年の歯科医療を取り巻く環境は，より高度な専門性が求められると同時に社会の動向に合わせた国民目線が求
められる時代になってまいりました．歯科医療管理学は実際に診療を行うにあたって，いかにして学問を臨床に応
用するかを考究することを目的とし，時代の要求から，従来の診療室のみにとどまらず社会のなかでの歯科のあり
方を考察する社会歯科学の一翼を担う学問といえます．
　日本歯科医療管理学会は，日本歯科医学会 23専門分科会のなかで，歯科医療管理学としての学問を具現化し，国
民が求めている安全・安心・信頼の歯科医療を研究・研修する学会です．近年の我が国は，超高齢社会の進行，う
蝕減少等による疾病構造の変化，ICTの利活用による医療・保健・福祉分野の情報促進，国民の医療への意識の変
化等，歯科界を取り巻く環境は大きく変化してまいりました．
　超高齢社会が進行する今日，国民のニーズに応えるためには，地域住民を主体とした各関係機関との連携強化，
医科医療機関，行政各関連機関及び地域包括支援センター等との連携を含めた地域包括ケアシステム（地域完結型
医療）の構築等，新たな歯科医療の提供体制が必要となってきています．このような社会情勢のなか，日本歯科医
療管理学会は「医療安全」と「地域連携」を活動方針の二本柱として学会運営を行っています．
　「地域包括ケアシステム」を推進するにあたり，「新しいかかりつけ歯科医のあり方」という視点で，妊婦から乳
幼児，小児，成人，高齢者，障害者，在宅から終末期まで，医科の基礎疾患をお持ちの方や診療所に来院できない
人も含めた地域住民のライフステージのなかで，地域住民が健康に過ごすために，いかにしてかかりつけ歯科医と
して地域の人々と向き合っていけるか，日本歯科医療管理学会は，かかりつけ歯科医がどのように地域包括ケアシ
ステムと親密に関わりを持つかを探究する学会でもあります．
　日本歯科医療管理学会は，「医療安全」と「地域連携」を柱に「かかりつけ歯科医機能」を充実させるための研修
会を行い，地域包括ケアシステムを推進してまいります．

�設　立　は　…
　1958（昭和 33）年に学会設立に向けての世話人会が発足し，1960（昭和 35）年に設立総会が開催され，1974（昭
和 49）年から日本歯科医学会専門分科会の 1分科会として活動しています．なお 2018（平成 30）年 5月 1日より法
人格を有する一般社団法人日本歯科医療管理学会に移行しました．

�地域関連団体は　…
　北海道，東北，関東甲信越，東海，近畿北陸，中国，四国，九州の 8団体で活動しています．令和元年 5月 1日
現在，合計で約 1,200名の会員が各地域関連団体に所属しています．このうち，開業歯科医がほぼ 7割をしめてい
ることから，8団体での都道府県歯科医師会の医療管理関連部門と連携を図り，歯科医療の質向上を目指していま
す．

�本学会の活動は　…
①　総会・学術大会
　 　毎年，原則として 6月末～7月初旬の土日に，2日間にわたり開催しています（令和 6年度は札幌の予定）．歯
科医師に加えて歯科衛生士，歯科技工士等のコ・デンタルスタッフを対象に，特別講演，シンポジウム，生涯研
修セミナーなどで時代の情勢を学び，さらに一般口演，ポスター発表などで，会員の日常の臨床や研究成果を発
表する機会を提供しています．また，歯科医師会団体会員の発表の場にもなっています．

②　地域関連団体総会・学術大会
　 　都道府県歯科医師会と連携をとりながら，各地方会で特別講演，シンポジウムをはじめ，会員の一般口演等を
実施しています．

③　日本歯科医療管理学会雑誌（年 4回発行）
　 　総説，原著論文，学術大会の抄録，地域関連団体学術大会の報告のほか，日常臨床のヒントを紹介する視点な
どの情報を提供しています．

日本歯科医学会専門分科会
一般社団法人日本歯科医療管理学会入会のご案内

学際的分野での活動に参加しませんか



④　共催フォーラム
　 　他学会や団体と共催で，フォーラムを開催します．平成 24年度は日本医用歯科機器学会と共催で平成 25年 3
月 9日（土）に，東京医科歯科大学において「安全・安心な歯科医療提供を考えた医療機器の取り扱いとメンテ
ナンス」をテーマとしたフォーラムを開催しました．平成 25年度は，平成 26年 3月 15日（土）に日本歯科医学
教育学会とのシンポジウム「歯科医療における専門医制度を考える」を開催しました．

⑤　学会ホームページからの情報発信
　 　本学会ではホームページで，総会・学術大会，地域関連団体総会・学術大会の開催スケジュールをはじめ，広
く歯科保健医療の質向上にかかわる情報を提供しています．

�日本歯科医療管理学会認定医制度　…
　認定医制度が平成 24年 4月から発足しました．認定医を申請するためには，次の資格要件が必要です．
・日本国の歯科医師免許を有すること
・歯科医師免許登録後，5年以上継続して本学会会員であること
・別に定める研修実績を有すること
　（認定医取得のメリット）

①　 歯科医療管理学をある程度修得した証になります．
②　 現在国民が求めている安全・安心・信頼の歯科医療を提供している歯科医師であるということを本学会が認定す
る認定医制度なので，患者に対していわゆる患者のニーズに対応した歯科医師がいる医療機関であることをア
ピールできます．

③　 学会活動（発表等）に参加する目標や励みになります（認定医取得の単位が認定されます）．関連事項として，
「学会賞」が創設され，学会誌に掲載された論文を審査し，優秀者を表彰します．

④　 認定医は，本学会の HPに掲載します．また，「全国名医」等の各雑誌社からの問い合わせに本学会の認定医を
紹介します（ただし，個人情報になるので登録するときにオープンに対する賛否を聞いて対応します）．

�日本歯科医療管理学会認定士制度　…
　認定士制度は平成 30年 5月より発足しました．認定士を申請するためには，次の資格要件が必要です．
・歯科医療連携に関する国家資格免許を有する者
・ 認定士の申請時において，3年以上継続して本学会会員であること（令和 3年までは暫定期間を設定してありま
すので学会歴が 3年以上なくても申請できます）
・ 別に定める研修実績を有すること
　（認定士取得のメリット）

①　 国民から望まれている歯科医療に必要な医療安全や多職種間における医療連携などの歯科医療管理の基本的な
知識を習得したことの証となります．

②　 本学会が認定することにより安全・安心・信頼の歯科医療を提供している認定士がいる医療機関であることをア
ピールできます．

③　 学会活動（発表等）に参加する目標や励みになります（認定士取得の単位が認定されます）．また，本学会認定
医と共同の学会活動がスムーズになります．

�入会のお申込みは　…
①　会員の種別には，
　　個人会員　（入会金　3,000円，年会費（歯科医師）12,000円／年会費（歯科医師以外）10,000円）と
　　団体会員　（ 入会金　6,000円，年会費　24,000円：3名分までを登録でき，そのうち 1名を代表者とし，当該団体

の変更届により適時変更できます）があります．
②　入会申込書，年会費自動引落の依頼文書は，以下の学会事務局へご請求ください．

一般社団法人　日本歯科医療管理学会
〒 170‒0003　東京都豊島区駒込 1‒43‒9　一般財団法人　口 腔 保 健 協 会 内
TEL（03）3947‒8891（代）　FAX（03）3947‒8341
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第64回日本歯科医療管理学会総会・学術大会




